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　現在，日本は人口減少時代に突入しており，神戸市も人口減少という課題に直

面しています。神戸市では，これからの未来を担う若者に選ばれるとともに，市

民の皆さんがいつまでも安心して豊かに暮らせるまちとなるよう，「神戸2020ビ

ジョン」のもと，「若者に選ばれるまち＋誰もが活躍するまち」をテーマに掲げ，

神戸のまちとしての総合力を高める施策を進めています。

　そのなかで，神戸を「さらなる高み」へ押し上げていくため，これまで取り組

むことができなかった都心・三宮の再整備も進めているところです。

　平成27年９月に神戸の都心が目指す将来像として，新神戸から三宮，元町，神

戸・ハーバーランドまでの範囲を対象とした，神戸の都心の未来の姿［将来ビジョ

ン］と，三宮周辺地区の『再整備基本構想』を策定いたしました。

　都心においては，何よりも「人」がまちの主役であり，まちの魅力はそこに集

う人が創るという考えのもと，「ダイバーシティ」や「ソーシャルインクルージョ

ン」の風土形成，「ヒューマンスケール」のまちづくりなど，「居心地の良さ」を

軸に，訪れ，働き，住みたくなるまち，そして発展し続けるまちとして，その実

現に向けて各種施策・取り組みを進めています。

　また，神戸の玄関口である三宮周辺地区は，リーディングエリアとして商業や

業務，文化，交流機能の集積を図るとともに，神戸の新たな象徴となる「えき ≈

巻  頭  言

　都心・三宮の再整備

　　～人中心のまちづくり～

　　　　　　　　神戸市長　　久  元  喜  造
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まち空間」の実現を目指します。それにより，都心の魅力を高め，さらなる都市

活動や事業を誘発し，神戸全体のまちの活性化へつなげてまいります。

　例えば，三宮駅東側の雲井通５・６丁目において西日本最大級のバスターミナ

ルを含む再開発事業を地権者の方々と進めていきます。その再整備ビルには，文

化芸術を体感・発信する施設や都心にふさわしい魅力・活力を創造する多様な機

能等を導入していきたいと考えています。

　他にも，老朽化の進む市役所２・３号館や中央区役所，三宮図書館などの行政

施設の移転方針を平成29年11月に公表いたしました。そのなかで市役所２号館の

建替えについては，老朽化における建替えにとどまらず，行政機能の集約化・分

散化も含め，人の流れ，回遊性を創出していけるような新たなにぎわい機能を盛

り込んでいく予定としています。

　また，民間の取り組みとして，現在，阪急電鉄株式会社が平成33年度の完成を

目指し「神戸阪急ビル東館」の建替え工事を進めている他，ウォーターフロント

エリアにおいては，住友不動産株式会社を代表企業とするグループが新港突堤西

地区における新たな魅力と活力の創出に向け，文化・集客・業務・商業・住機能

等の複合的な再開発を行う予定です。

　今後も都心・三宮の再整備は，市民，事業者，行政が協力し，利便性が高く快

適でデザイン的にも一体感のある美しい景観が備わった新たな神戸の象徴となる

空間をつくり，民間の知恵や力を借りながら，わくわくするような非日常や，良

い意味での刺激を生み出す取り組みを進めてまいります。
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　神戸市は，神戸の都心を大胆に活性化していくため，市民意見や神戸の都心の

「未来の姿」検討委員会での意見などを参考に，市民の想いを盛り込んだ，神戸

の都心の未来の姿［将来ビジョン］を平成27年９月に取りまとめた。

　また，神戸の玄関口である三宮周辺地区については，民間活力の導入を図りな

がら，魅力的で風格ある都市空間を実現すべく，事業化を見据えたより具体的な

検討を行い，三宮周辺地区の『再整備基本構想』を同じく平成27年９月に策定し

ている。

　本号では，神戸市等が取り組んでいる三宮再整備事業を中心に，神戸の都心の

将来像について，専門的な見地及びまちづくりの観点から考える機会とする。

　まず，論文「神戸をもう一度つくる」では，都市間競争が激化し，人口流出と

高齢化が続く中，神戸はどのような都市へと舵を切るべきかを，「駅」という空

間を描くことから論じていただいた。

　次に，論文「動き始めた都心再編－知識創造とイノベーションの拠点へ－」で

は，三宮都心再生を都市イノベーション・システムと連動させるための論点を論

じていただいた。

　論文「神戸市における都心再生のための交通戦略－人と公共交通優先のまちづ

くりの実現に向けて」では，都心三宮地区の再整備計画について，交通の視点か

ら論じていただいた。

　そして，論文「地方創生の視点から見た都心再整備の意義と展望」では，都市

中心部の果たす役割，ものの生産からサービスの生産都市への移行について論じ

ていただいた。

　また，「新バスターミナルへの期待と展望」では，バスターミナルが果たすべ

き役割や他都市の事例，今後の展望についてご紹介いただいた。

　最後に，「都心・三宮再整備の取り組み」では，神戸の都心の未来の姿［将来

ビジョン］と三宮周辺地区の『再整備基本構想』，神戸三宮「えき≈まち空間」基

本計画（案）や新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁

目再整備基本計画についてご紹介いただいた。

特集「神戸の都心の将来像」にあたって
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１．神戸の始原

　新神戸で降りて駅の前に立つと瀬戸内海が

見える。三宮まで坂を下って，途中のパン屋

でカレーパンを買う。ごちゃごちゃした駅の

喧騒を抜けて元町商店街をぶらぶら歩き，三

宮神社から旧居留地を左手に見ながら鯉川筋

を渡って南京町に至る。そこから海まで歩い

て，神戸の始原の姿を想像する。

　兵庫関は，瀬戸内海を経由して京都方面に

向かう船舶に対して関銭を徴収した土地であ

る。東大寺が支配する北関と興福寺が支配す

る南関に分かれていた。このうち北関には膨

大な流通の史料が残されている（図－１）。帆

船技術の発展によって急速に整備が進んだ港

町兵庫関における積出機能，中継機能，倉庫

といったインフラ整備は，日明貿易などの商

神戸をもう一度つくる
　

東京大学大学院工学系研究科教授　　　羽 藤　英 二

論　　文

※米や鰯，海鼠といった様々な産品が兵庫北関を媒介して，近畿地方に流れ込み，汐待ち
の港と舟運が結びついた大瀬戸内経済圏が構成されていた。

図－１　兵庫北関入船納帳
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兵庫関は，瀬戸内海を経由して京都方面に向かう船舶に対して関銭を徴収した土地であ

る．東大寺が支配する北関と興福寺が支配する南関に分かれていた．このうち北関には膨

大な流通の史料が残されている（図-1）．帆船技術の発展によって急速に整備が進んだ港

町兵庫関における積出機能、中継機能、倉庫といったインフラ整備は，日明貿易など

の商品輸送と文化交流を可能なものとした．近世になると兵庫関を中心とした瀬戸内

沿岸航路の整備はさらに重要性を増し、幕藩体制下で東北／北陸と江戸を接続する流

通システムの確立を目的として、日本海から下関を経て瀬戸内を通り神戸から紀伊半

島を迂回し江戸にいたる西回り航路の寄港地整備が進められることとなった．兵庫関

を基点として，牛窓，尾道までちょうど ｋｍ間隔で配された潮待ちの港は，高崎か

ら，蒲刈，上関，富田とその間隔は不均一に散逸してしまう．芸予諸島の密度のせい

だろう．いずれにせよ瀬戸内海の交通の基点は兵庫関にあり，中世から近世に至るま

で，瀬戸内海の物資・情報流通の中心は兵庫関だったといってよい．
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品輸送と文化交流を可能なものとした。近世

になると兵庫関を中心とした瀬戸内沿岸航路

の整備はさらに重要性を増し，幕藩体制下で

東北／北陸と江戸を接続する流通システムの

確立を目的として，日本海から下関を経て瀬

戸内を通り神戸から紀伊半島を迂回し江戸に

至る西回り航路の寄港地整備が進められるこ

ととなった。兵庫関を基点として，牛窓，尾

道までちょうど90㎞間隔で配された汐待ちの

港は，高崎から，蒲刈，上関，富田とその間

隔は不均一に散逸してしまう。芸予諸島の密

度のせいだろう。いずれにせよ瀬戸内海の交

通の基点は兵庫関にあり，中世から近世に至

るまで，瀬戸内海の物資・情報流通の中心は

兵庫関だったといってよい。

　一方，陸側の動線構成に目を向けると，現

在の三宮・元町周辺には古くから生田神社の

神封戸の集落があり，西国街道の宿場町であっ

た。街道幅員は4.5ｍと定められ，江戸と長崎

を結ぶ大動脈に神戸は位置していた，北前船

の出発地の一つでもあった兵庫関に近いこと

から，廻船問屋が軒を並べて兵庫と神戸の町

はいっそう発展した。明治以降， ９大都市計

画事業によって，陸側の神戸と海側の兵庫は

互いの領域を拡大させ，次第にひとつの町を

形成するようになる。その後の歴史は，多様

な文化を蓄積してきた近畿圏と瀬戸内海を結

びつけるゲートウエイ都市として発展してい

くために，背後の六甲山と，前面の深い神戸

港に挟まれた狭隘な土地をどう活かすかに腐

心したものであった。今も昔もその地理的条

件はさして変わらない。瀬戸内海文化圏の地

理的資源をどう活かしうるかが，求められて

いると考える。

２．近代神戸都市計画の履歴

　近代以降の神戸の空間計画を俯瞰してみよ

う。近代神戸は，兵庫および神戸を中心に，

その両翼を東西に展開するように市街地が発

展してきた歴史を有する。明治前期に行われ

た神戸９大事業とされる神戸の１）居留地の

造成，２）西国街道の付替，３）生田川の付

替と跡地整備，４）神戸山手地区の新道開鑿，

５）栄町通の開設と宇治川架橋（弁天浜の埋

立て），兵庫の１）仲町部開設と新福原の移転

と神戸駅周辺の道路工事，２）兵庫西国街道

付替道の開設と新市街の開設，３）有馬道の

改修，４）新川運河開鑿と沿岸整備によって，

その基盤が大きく形成された。

　その後，都心周辺において，新道開鑿・地

域更正事業が行われ，大正から昭和前期にか

けて，耕地整理事業，区画整備事業が実施さ

れる。神戸全域における基盤整備が進み，人

口増加とともに市街地の拡大整備に対応すべ

く，市内河川の暗渠化や背山開発のための道

路建設が進められた。こうした中，昭和13年

の阪神大水害は都市計画の考え方を大きく改

めるものとなった。河川修復や砂防施設整備

に留まらず，都市計画に水防が盛り込まれた

計画の策定に至ったとされる。1937年の日華

事変が起こる。防空法によって，湊川神社の

西側に約20戸を指定し，防火改修が行われた。

疎開計画や建物疎開によって疎開空地や重要

工場附近広場が設けられるなど，戦時中の都

市計画は，中心市街地における街区の基本構

成に大きな影響を与えた。

　戦時下の神戸では，合計15回の空襲により，

旧市街982万坪の61％にあたる590万坪が被害

を受けた（図－２）。罹災世帯は12万世帯，約

47万人に及ぶ。戦災復興に対して，他都市が

国による「復興都市計画基本方針」に忠実に

従って復興計画を策定したのに対して，神戸

市は「要綱」という形で，復興ビジョンをと

りまとめ，独自に復興の道を探った。戦災復

興道路の立案に際して，戦前の旧計画を廃し，
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1946年５月６日の戦災復興院告示29号により，

幹線58路線を決定告示した。その後，主要幹

線街路の交会点に及び国鉄等の駅前に広場を

設置し，補助幹線街路69路線を追加。東西お

よび南北道路を都市の主軸としながら，防災

面にも配慮し，旧計画のルートを踏襲しなが

ら，戦前の鉄道立体化や，水害復興の教訓を

組み込んだものであった。しかしこうした広

域道路は，社会情勢の変化や復興計画の進行

とともに，徐々にその遂行が難しくなり，特

に広域幅員道路は消滅していく。

　こうした復興計画の推進と挫折が，その後

の神戸の都市計画に大きな影響を与えている。

　戦後，神戸市の市街地は急速に拡大する。

「山，海へ行く」の言葉が示すように，山地を

改良し，海辺を埋め立てることで，神戸の市

街地開発は加速した。大規模な工業用地と宅

地が造成され，公共ディベロッパーと称され

た神戸市は，市をあげて新規造成に取り組む。

1956年の公共団体施行の土地区画整理事業へ

の国庫補助制度である都市改造事業の創設に

伴い，（街路交通の混乱への対処が目的とされ

ていたから）中心市街地の市街地整備事業と

して土地区画整理事業が一般化する。この制

度によって各地の都市基盤が充実してくこと

となった。神戸市でも，同年第二阪神国道整

備がはじめての都市改造事業として採択され，

全国に先駆けて三宮地区，浜手幹線地区など

が幹線道路の整備とあわせて都市改造事業に

採択されている。現在の神戸の線形都市構造

は，この頃の幹線道路整備とあわせた都市改

造事業の推進によるものといっていいだろう。

一方市街地では，密集市街地の更新が難しく，

立体換地と共同建築方式を導入しないと，小

さく効率の悪い建築が乱立してしまうことが

問題視されていた。1961年の市街地改造法制

定を嚆矢として，大橋地区，浜手地区，三宮

地区，六甲地区で事業が行われたことで，中

央幹線や生田筋線，八幡線，および六甲駅前

線と駅前南広場の公共施設整備が実施される

ことになる。

　こうした都市計画の努力にもかかわらず，

神戸経済は重工業中心ということもあり，町

場と工業地帯において経済の連動を欠いてい

※1945年３月17日，５月11日，６月５日の３回の大空襲によって，神戸はほぼ壊滅した。

図－２　神戸の戦災概況図
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たことから，インナーシティ問題という経済

空洞化問題を引き起こす。神戸市では地区ご

とに環境カルテを作成し，市街地診断，整備

基本方針決定を行い，地元組織づくりが進ん

だ地域では，要整備地区の指定を受けて，生

活環境・地域環境整備事業を推進した。さら

に，ポートアイランドなどの造成事業が寄与

したことで，神戸は再浮上していく。その後

の市内重工業のハイテク化や，神戸ファッショ

ン産業のブランディング化，神戸ライフスタ

イルの商業化によって，文化産業都市神戸へ

の転換が図られることとなった。

　1995年１月17日の未明，地震が起きた。神

戸の震災地区のうち，全棟倒壊の割合が50％

を超える地区は，戦災による被災を免れた地

区が多く，建物の老朽化および都市更新の遅

れが，地震被害の集中をもたらしたといって

いいだろう。５つの土地区画整理事業，２つ

の市街地再開発事業が，２段階都市計画決定

方式によって実行されてきた。

　以上が，近代神戸の都市計画の履歴である。

阪神大水害復興，戦災復興，震災復興を背景

としながらも，他都市に先んじた積極的な都

市計画の推進は，神戸の都市計画の特徴であ

り，制約のある地形に立地する港湾都市神戸

の歴史資源を最大限に活かすために必要不可

欠な，市民と行政が一体となった神戸なりの

工夫であったといえるだろう。一方，震災以

降の神戸が低迷してきたことは否定できない。

それは住民に寄り添って震災復興を着実に進

めてきた結果ともいえるし，一方で過大とな

らざるを得ない復興計画の性質によるといえ

なくもない。震災から23年が経過し，震災が

起きた当時から社会情勢は一変した。アジア

諸都市の発展は著しく，国内外で都市間競争

は激化するとともに，人口流出と高齢化が続

く中，神戸は今どのような都市へと舵を切る

べきだろうか。

３．駅から神戸を考える

　中央リニア新幹線による超高速ネットワー

クが新たな国土軸として計画されている。名

古屋－品川を40分（池袋－品川29分と比して

僅か11分差）という中部圏と東京圏が一体化

した拡都と呼べる新たな国土像・首都像が2027

年に出現しようとしている（図－３）。災害リ

スクや事業リスクからその成否に注目が集ま

るが，都市の移動性が極大化に向かう中，国

土の新たな大動脈との接続の有無は，今後の

都市の衰微を大きく左右するようになるだろ

う。高速流動時代において都市発展の中核を

担う駅と駅近傍の空間計画と交通計画の連動

は，新たな高流動型国土において必須となる。

　エキナカの歴史は旧国鉄の民衆駅に始まる。

旧国鉄は戦災復興を地域と共同で行うことを

考え，駅舎建設に際して地元資金を用いる代

わりに商業施設を駅舎内に設けた民衆駅の建

設を推し進めてきた。民衆駅はその後，駅ナ

カへと発展したことで，まちの人の流れは大

きく変わろうとしている。一方近年のネット

消費・交流の活性化は，実空間と対峙するよ

うにエキナカよりもはるかに大きな力を持つ

にいたっている。Amazon Go に見られるよ

うなネットから実空間に向けた新たな経済展

開が生まれようとしており，インフルエンサー

と呼ばれる媒介中心の高い個人と都市が直接

契約した都市マーケティングも活況を呈して

いる。人の流動と都市のありようそのものが

大きく変貌しようとしている。

３．１　都市の顔をつくる

　駅の設計・計画にかかわるようなって，そ

れぞれの地域に個性はあるにせよ，機能的で

動線処理に長けている反面，空間的な魅力に

乏しいと思うことも少なくない，顔が見えに

くいということである。次代の高流動型国土
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において，その流動を町と結びつける駅およ

び駅近傍の空間計画の重要度が高まっている

ことは間違いないが，わが国の駅には頭端駅

が少ないこともあり，大屋根や待合広場や到

着広場といった鉄道と都市を結びつけるため

の土木装置としての魅力に欠ける傾向がある。

　こうした傾向は鉄道駅が都市に外挿された

歴史と関係している。たとえば英国では貴族

の存在から，馬車や車を駅舎に直接挿入し継

ぎ目のない動線を確保した上で，自由な出入

りが原則化されたことで，魅力的な駅間空間

が出来上がっている。一方，仏では黎明期よ

り各事業者が試行錯誤で駅舎の造形が設計さ

れた結果，側面入口を基本とする不整形な駅

舎が多く出来上がることとなったものの，リ

ヨンや北駅は二代目駅舎になると，正面造形

にこだわった顔づくりを施すようになり，オ

ルセー駅舎のＬ型駅では大屋根による駅空間

の統合に結実することとなる。オルセーの駅

舎はその後大空間を活かした美術館として活

用され，駅という機能を失ってなお，新たな

社会基盤としての価値の創出がなされている

ことは興味深い。

　一方東京駅はムンバイのヴィクトリア・ター

ミナス駅を設計したフレデリック・ウィリア

ム・スティーヴンスの兄弟弟子にあたる辰野

金吾によって設計されている。アジアにおけ

る主要駅の設計は，ゴシック建築様式で，壮

麗で豪奢な建築物である点に特徴があり，顔

のある駅を容積の空中権取引などによって，

その復原を実現させている。大阪や名古屋の

ように都市の端部に外挿されがちな駅を，都

市計画によって，日本橋側のヤードを十分に

確保したことで，皇居側からみた東京駅の風

景は世界に威容を誇っているといっていいだ

ろう。新幹線を引き込みながら，変わること

のない社会基盤としてヴィクトリア・ターミ

ナス駅と同様に，東京駅は首都東京の不動点

であり続けている。

３．２　今，駅をつくるということ

　筆者らが基本計画・設計を実施している新

長崎駅は，計画・設計プロポーザル競技を経

て，2015年から基本構想・計画・設計プロジェ

図－３　拡都する東京

ネットから実空間に向けた新たな経済展開が生まれようとしており，インフルエンサーと

呼ばれる媒介中心の高い個人と都市が直接契約した都市マーケティングも活況を呈してい

る．人の流動と都市のありようそのものが大きく変貌ししょうとしている． 
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クトがスタートしている（図－４，５）。新長

崎駅の設計・計画では，海と川に面した頭端

駅であることを活かして，全体のフォルムの

スタディを行い，駅構造の基本となるわかり

やすい一体的な構造体で駅舎本体の構造をま

ず同定した。駅のわかりやすさは，駅からま

ちへの人の動線を生み出す上で必要不可欠な

基本構成といっていい。駅の内部の結節空間

をサイン計画によって誘導し，わかりやすさ

をつくる方法もあるが，私たちは，新幹線と

在来線を一体的な大屋根で包む駅構造によっ

て，わかりやすさを実現することを試みるこ

とにした。

　次に，新長崎駅は，区画整理事業を行った

敷地奥に軌道を導入せざるを得ないという駅

舎建設の制約条件を抱えていた。私たちは，

区画整理を行った敷地が周辺道路に面する場

所に，性質の異なる４つ広場を配置すること

を考えた。１）海の広場では出島などの世界

遺産につながる港湾へのメイン広場とした。

２）川の広場は水上交通を浦上川に配置する

ことを考えた。３）駅の広場は，駅から降り

立った人々を迎える役割を与え，４）まちの

広場では，まちへの回遊動線を生み出す空間

をつくるという基本コンセプトを考えた。

　駅と町は，都市の形成過程上，分断された

図－４　新長崎駅構想図面（設計領域・筆者基本設計）
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図 新長崎駅構想図面（設計領域・著者基本設計） 

図－５　新長崎駅の構想図（設計領域・筆者基本設計）

  

 

図 新長崎駅の構想図（設計領域・著者基本設計） 
駅と町は，都市の形成過程上，分断された構造をもちやすい．駅が強い交通動線をもつほど，
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て，私たちは，１）駅の内部構造をできる限りわりやすい構造とした上で，２）駅とまちの

軸線を設定した上で，まちとのインターフェイスとなる空間を軸線上に配置し，３）まちと

と駅をつなぐ広場空間を質の高いものに仕立てていくことを，駅まちづくりの基本文法と

して，紆余曲折を経てプロジェクトが進行している． 
 
著者自身が計画づくりや設計にかかわっている駅についてさらに概観してみよう．名古屋

駅は，中央新幹線開業後の２時間圏域が 6000 万人を突破し，品川のそれを凌駕する高流動

地域における中心駅として，駅まち空間の整備計画を発表している．高速道路との接続性強

化は中部一体に広がる，多様な開発生産拠点との接続を志向したものであり，複数事業者の

駅空間内の接続空間についての議論が続いている．池袋駅では，駅近傍の再開発に加えて，

周辺の空地整備に余念がない．劇場を周囲に配した公園を祝祭空間として，駅から少し離れ

た街区の回遊性を高めるアーバンハブと位置づけて整備し，水平方向のエレベータとして

新たな公共交通機関を挿入することを考えている．こうした都市全体の地域資源を結びつ

ける新たな駅まちづくりの方法論は興味深い．品川駅は隣駅との間に旧停車場を路線再編

により用途変換し，６棟の超高層ビルの建設が計画されている．まちと駅を分断する国道 15

長崎駅
４つの広場構想 東西軸

南北軸

歩きたくなる動線計画
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構造をもちやすい。駅が強い交通動線をもつ

ほど，交通吸引力もまた強くなるから，アク

セス・通過交通を捌くためには，この傾向は

強くならざるを得ない。近傍の地域から課題

と認識されているこのような地域の分断の解

決に向けて，私たちは，１）駅の内部構造を

できる限りわりやすい構造とした上で，２）

駅とまちの軸線を設定した上で，まちとのイ

ンターフェイスとなる空間を軸線上に配置し，

３）まちと駅をつなぐ広場空間を質の高いも

のに仕立てていくことを，駅まちづくりの基

本文法として，紆余曲折を経てプロジェクト

が進行している。

　筆者自身が計画づくりや設計にかかわって

いる駅についてさらに概観してみよう。名古

屋駅は，中央リニア新幹線開業後の２時間圏

域が6,000万人を突破し，品川のそれを凌駕す

る高流動地域における中心駅として，駅まち

空間の整備計画を発表している。高速道路と

の接続性強化は中部一体に広がる，多様な開

発生産拠点との接続を志向したものであり，

複数事業者の駅空間内の接続空間についての

議論が続いている。池袋駅では，駅近傍の再

開発に加えて，周辺の空地整備に余念がない。

劇場を周囲に配した公園を祝祭空間として，

駅から少し離れた街区の回遊性を高めるアー

バンハブと位置づけて整備し，水平方向のエ

レベータとして新たな公共交通機関を挿入す

ることを考えている。こうした都市全体の地

域資源を結びつける新たな駅まちづくりの方

図上　ロッテルダム中央駅（MVRDV 設計）
図下　アナハイム地域交通結節センター（HOK 設計）

図－６　海外の駅まち空間

号に都市型道の駅ともいえる立体道路整備のＰＰＰ事業が計画されており，こうした道路

交通と鉄道交通を結節させる，今までにない駅まち空間の創造は，自動運転車両によって，

周辺の品川宿や旧東海道沿いのさまざまな視点場や地域資源を結びつける新たな次世代駅

まちづくりを構想している． 
 
次に海外の駅に目を向けてみよう．ロッテルダム駅は，駐車場・駐輪場を地下に収納し，簡

素なファサードを実現している．改札から一直線に，ロッテルダム市内につながる風景を視

認できる構成が優れている．一方米国のアナハイム駅では，大屋根が象徴的な鉄道とバスの

乗り換え拠点が成立している．1 階にはインフォメーションや待合空間が設けられ，2 階に

はカフェ・レストラン，3 階で駅の歩道橋に接続する構成がわかりやすくとられており，ま

ちの接続に対する配慮がなされている点が大きな特徴といえる． 

 

  
図上 ロッテルダム中央駅（MVRDV 設計） 
図中 アナハイム地域交通結節センター（HOK 設計） 

図 海外の駅まち空間 

号に都市型道の駅ともいえる立体道路整備のＰＰＰ事業が計画されており，こうした道路

交通と鉄道交通を結節させる，今までにない駅まち空間の創造は，自動運転車両によって，

周辺の品川宿や旧東海道沿いのさまざまな視点場や地域資源を結びつける新たな次世代駅

まちづくりを構想している． 
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法論は興味深い。品川駅は隣駅との間に旧停

車場を路線再編により用途変換し，６棟の超

高層ビルの建設が計画されている。まちと駅

を分断する国道15号に都市型道の駅ともいえ

る立体道路整備の PPP 事業が計画されてお

り，こうした道路交通と鉄道交通を結節させ

る，今までにない駅まち空間の創造は，自動

運転車両によって，周辺の品川宿や旧東海道

沿いのさまざまな視点場や地域資源を結びつ

ける新たな次世代駅まちづくりを構想してい

る。

　次に海外の駅に目を向けてみよう。ロッテ

ルダム駅は，駐車場・駐輪場を地下に収納し，

簡素なファサードを実現している。改札から

一直線に，ロッテルダム市内につながる風景

を視認できる構成が優れている。一方米国の

アナハイム駅では，大屋根が象徴的な鉄道と

バスの乗り換え拠点が成立している。１階に

はインフォメーションや待合空間が設けられ，

２階にはカフェ・レストラン，３階で駅の歩

道橋に接続する構成がわかりやすくとられて

おり，まちの接続に対する配慮がなされてい

る点が大きな特徴といえる（図－６）。

４．回遊性を高める空間設計

　神戸の駅まち空間の計画を立てる上で，関

西の三大都市の開発の動向を踏まえる必要が

あるだろう。阪神・淡路大震災直後の1997年

の京都駅開業，2013年の大阪駅再開発（グラ

ンフロント大阪），2014年のあべの橋駅（あべ

のハルカス）と再開発が相次いでいる。イン

バウンドの急増は，駅空間の改変を行った京

都や大阪のミナミを中心とする地域を大きく

活性化させており，関西圏の都市回遊の構造

は，個性の異なる三大都市の並立から，大規

模開発を背景とする駅まち空間と都市界隈が

連携した地域間競争の激化へと，大きくその

位相を変えたといっていい。

４．１　単純化する神戸の回遊パターン

　神戸の回遊パターンを分析してみると，三

宮駅界隈－元町駅界隈－神戸駅界隈の３拠点

回遊型を基本としていることがわかる（図－

７）。さらに，実際のスマートフォンの位置

データを用いて分析したところ，元町駅と，

三宮駅の回遊行動の距離は短く，駅間回遊は

単純化されており，回遊パターン数が少ない

ことが明らかとなった。このような回遊パター

ンの単純化現象を，あらたな三宮の駅まち空

間づくりはどのように考えるべきだろうか。

現在，三宮駅は，駅前の道路空間を歩行者専

用空間に置き換えると共に，バスターミナル

を併設させる今までにない駅空間づくりに向

けた計画の議論が始まっている。震災から23

年が経過する中，福岡に人口を抜かれ，外国

図－７　駅の回遊パターンの分析結果

５．今，神戸をつくる

神戸の駅まち空間の計画を立てる上で，関西の三大都市の開発の動向を踏まえる必要があ

るだろう．阪神淡路大震災直後の 1997 年の京都駅開業，2013 年の大阪駅再開発（グラン

フロント大阪），2014 年のあべの橋駅（あべのハルカス）と再開発が相次いでいる．インバ

ウンドの急増は，駅空間の改変を行った京都や大阪のミナミを中心とする地域を大きく活

性化しており，関西圏の都市回遊の構造は，個性の異なる三大都市の並立から，大規模開発

を背景とする駅まち空間と都市界隈が連携した地域間競争の激化へと，大きくその位相を

変えたといっていい． 
 
５．１ 単純化する神戸の回遊パターン

神戸の回遊パターンを分析してみると，三宮駅界隈-元町駅界隈-神戸駅界隈の 3 拠点回遊型

を基本としていることがわかる（図 ）．さらに，実際のスマートフォンの位置データを用

いて分析したところ，元町駅と，三宮駅の回遊行動の距離は短く，駅間回遊は単純化されて

おり，回遊パターン数が少ないことが明らかとなった．このような回遊パターンの単純化現

象を，あらたな三宮の駅町空間づくりはどのように考えるべきだろうか．現在，神戸三ノ宮

駅は，駅前の道路空間を歩行者専用空間に置き換えると共に，バスタを併設させる今までに

ない駅空間づくりに向けた計画を議論が始まっている．震災復興から 23年が経過するなか，

福岡に人口を抜かれ，外国人訪問客も大阪ミナミに大きく水をあけられる中，都市計画の起

爆剤としての駅まち空間づくりに着手したところである． 
 

 

図 駅の回遊パターンの分析結果 
 

先に述べたように，従前の駅まち空間の開発は，駅ビル建て替えの再開発を契機に行われる

ことが多い．鉄道事業者の機能性向上と，（まち側から考えれば）駅とまちとの分断解消や

回遊性の向上との両立が目的となりえるだろう．しかし実際には大規模な駅前開発によっ

てむしろまちなかへの人々の流動が滞ることも少なくない．公共空間として商業機能を併
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人訪問客も大阪ミナミに大きく水をあけられ

る中，都市計画の起爆剤としての駅まち空間

づくりに着手したところである。

　先に述べたように，従前の駅まち空間の開

発は，駅ビル建て替えの再開発を契機に行わ

れることが多い。鉄道事業者の機能性向上と，

（まち側から考えれば）駅とまちとの分断解消

や回遊性の向上との両立が目的となりえるだ

ろう。しかし実際には大規模な駅前開発によっ

てむしろまちなかへの人々の流動が滞ること

も少なくない。公共空間として商業機能を併

設しないという基本方針に揺るぎがない欧米

の駅まちの空間計画との間に大きな違いが生

じているといっていい。都市間競争の中では，

駅前開発によってゲートウエイとなる神戸そ

のもの魅力を高めるために集積を図ることは

必要不可欠であるといっていい。しかし，そ

れだけでは十分といえない。どのような空間

計画を目指すべきだろうか。

４．２　神戸駅まち空間の基本コンセプト－

モビリティ連動型空間計画へ－（図－８）

　駅まち空間計画において最も重要なのは，

駅とまちの分断を無くすことである。駅とま

ちのバリアを排除することで，まちと駅の接

続性を高め回遊距離を伸ばすことこそが重視

されるべきで，そのためには，三宮であれば，

まずスパゲッティーコード化している複雑な

地下鉄西神山手線，バス，阪急電車，阪神電

車，ポートライナーといった動線の見直しを

行い，公共交通の乗り換え抵抗を最小化する

ための内部構造のリデザインが求められる。

高齢化する国内観光需要やインバウンド観光

客の急増に対して，アジアからの神戸空港ア

クセスや，クルーズ船からの神戸港アクセス，

新神戸からの新幹線アクセスを，三宮駅でス

トレスなく捌くための空間設計が重要になる。

　次に，駅内部と外部の接続空間となる建築

と歩道を一体的な空間構造として捉えなおし，

質の高い連続空間へと転換する必要がある。

駅からまちへ通貫する歩行者空間確保も必要

だ。回遊性の向上の実現は，地域全体へと波

及するから，さらに地区内公共交通網の整備

によって，回遊距離の逓増を図る必要がある

だろう。

　車によるまちへのアクセス確保は必須とし

ても，駐車料金制約によって，車を使った都

心訪問は，滞在時間や回遊距離が限定された

図－８　三宮駅まちの基本コンセプト

設しないという基本方針に揺るぎがない欧米の駅まちの空間計画との間に大きな違いが生
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公共交通の乗り換え抵抗を最小化するための内部構造のリデザインが求められる．高齢化
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次に，駅内部と外部の接続空間となる建築と歩道を一体的な空間構造として捉えなおし，質

の高い連続空間へと転換する必要がある．駅からまちへ通貫する歩行者空間確保も必要だ．

回遊性の向上の実現は，地域全体へと波及するから，さらに地区内公共交通網の整備によっ

て，回遊距離の逓増を図る必要があるだろう． 
 
 

 
図 三宮駅まちの基本コンセプト 
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ものになりやすい。一方，歩行だけを優先し

たまちづくりの推進は，エントリーポイント

まで一旦歩いて戻る必要があることから，駅

から海側突堤まで２㎞程度の距離を有する神

戸の都市空間の基本構成を考えれば，こうし

た単一的なモードに依存した回遊戦略には限

界があるだろう。水平方向のエレベータとい

える BRT／LRT の整備は，神戸のまちづく

りにおいて必要不可欠といえる。

　筆者らが，横浜臨海部で導入社会実験を行っ

た超小型電気自動車の社会実験「ちょいモビ」

は，横浜臨海部の回遊パターンを大きく更新

するものであった。自動運転やシェアリング

の社会実験は，小さな公共交通ネットワーク

の導入を目指すもので，国内外の先進都市で

の実験が進められている。One-Way 型で乗

り捨て可能な新たな公共交通ネットワークの

導入と公共交通網の見直しは，三宮駅の空間

改変の波及効果を元町－神戸駅，北野方面へ

の展開していく上で，必要不可欠といえる。

４．３　ストック効果最大化と道路空間再配

分に向けた料金パッケージの導入

　回遊性を高める空間計画の実現には公共空

間である道路の使い方を見直す必要がある。

道路空間改変では，歩行空間の大規模な拡大

と新たな公共交通網の外挿が求められる。但

し駅前道路空間は，都市の経済活動を支える

車交通の幹線として供用されているため，道

路空間再配分は容易ではない。歩行者空間や

公共交通網を既存の道路空間の中で用意しよ

うとすれば，道路交通は，大混雑を招く可能

性が高い。

　ではどのような解決策が考えられるだろう

か。私たちは，2016年の社会資本整備審議会

において，大阪湾岸道路西伸部（阪神高速湾

岸線）事業化決定を行った。この計画では，

大阪湾岸道路西伸部（阪神高速湾岸線）の六

甲アイランド北（神戸市東灘区）－駒栄（同

市長田区）間の14.5キロについて，総事業費

約５千億円・10年程度の時間をかけて建設し，

既存道路の渋滞解消を狙ったものだ。新線と

なる大阪湾岸道路の延伸によって，三宮近傍

の通過交通を減少させる効果が期待できよう。

　道路交通は混雑という外部効果を含んでい

るため，この効果を内部化しない限り，目標

とする道路空間再配分に向けて，（外部不経済

の）副作用として生じている道路混雑解決は

できない。このような問題に対して，阪神高

速の高速道路料金を当該区間において100円程

度まで値下げすることも効果的であろう。す

でに，東京の湾岸線の大黒 JCT～川崎浮島

JCT 間または神奈川６号川崎線の川崎浮島

JCT～大師間を経由する大型車について，神

奈川線料金を20％引き（割引後料金は50円単

位に切り捨てるため，950円になる）すること

で東京都心への流入交通量の削減を狙った課

金制度が導入されている。従量制料金の導入

によって，割引効果の高い短距離トリップが

増加しており，料金効果の感度があることが

裏付けられている。また料金値下げによる需

要増も期待できよう。金沢のバストリガー戦

略は，バス運賃を200円から100円へと安くす

る代わりに乗客が公共交通を利用することを

約した住民と交通事業者による地域協定であ

り，前年比需要307.5％を実現している。地域

連携による高速料金割引施策の導入は，大阪

湾岸道路の延伸のストック効果を最大化する

上で，重要な施策のひとつといえる。

４．４　空間再配分の社会実験に向けて

　現実に道路空間の再配分はどのような効果

をもたらすであろうか。2014年に実施した鯉

川筋の交通社会実験は，実際に道路の歩行者

空間を拡げて，オープンカフェなどを設置し，

交通への影響を確認したものである（図－９）。
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図－９　鯉川筋の道路空間再配分社会実験の例
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神戸のまちなかの空間改変において，社会実

験の推進は必要不可欠である。旧居留地には，

ポルティコと呼ばれる，神戸の臨海建築に独

特の柱で支えられた歩道上に屋根がある建築

空間が既にネットワーク化している。このよ

うな質の高い回遊空間を，再配分した道路空

間と一体的に接続するとともに，歩行者動線

の中に，山や海とつながる視点場を明確に配

置することで，神戸の回遊空間の魅力は最大

限発揮されることになるだろう。社会実験時

に行われたプローブパーソン調査を元にして

行ったシナリオシミュレーションによる歩行

者の回遊性効果は，都市内回遊距離は24.9％

現状よりも伸びることが期待できることが明

らかとなった。三宮駅の空間改変と歩調を揃

えた道路の使い方の転換によって，時間消費

型の都市構造への転換が期待される。

５．今，神戸をつくる

　23年前，神戸にいた。中学生と小学生の姉

弟から，倒壊した家屋の下から写真を探して

くださいと言われ，みなが手伝いをしていた。

神戸の未来を考えるとき，寒空の下でみなで

協力して探し出した写真と，気持ちがひとつ

に寄り添っていたあの風景をいつも思い出す。

神戸という町で人々が温かく暮らしていくた

めに今私たちに何ができるだろうか。質の高

い道路空間は，創造性を求める人々や経済的

発展を希求する人々だけではなく，居場所の

ない人々や差別に苦しむ人々を包摂する器と

なることができるのではないか。ニューヨー

クマンハッタンのプラサプロジェクトや，ボ

ローニャの中心市街地におけるロードプライ

シング，ロンドンのエキシビションロードで

は，街路空間の再生がこうした問題解決の切

り札とされ，文化創造や経済発展の影に隠れ

がちな格差や難民といった問題と向き合う取

り組みとして注目されている。

　中世以来の瀬戸内航路の発展から戦災や災

害を乗り越え，神戸は大きく変貌を遂げてき

た。今，その象徴が「駅」という空間である

とするなら，駅を描くことは未来の神戸を描

くことに他ならない。人々の外出率は減少の

一途をたどり，外出率は過去最低の値を示し

ている。鉄道整備の進展に対して，人口特殊

出生率も過去最低の数値を示す中，車中心の

まちづくりから大きな転換に向けて，次世代

の駅まち空間はどう応えうるのか。温かなま

なざしとともに，みなの気持ちの共通項を導

き出し，新たな社会的合意の下で神戸の未来

を描くことが今求められている。

参考文献

１）柴田純花：市街地原形に着目した初期面的整備市街

地の形成および変容に関する研究－神戸市宅地整備型

耕地整理事業地区を事例として－，東京大学都市工学

専攻修士論文，2016.

２）小原啓司：神戸のまちづくりと明治の区画整理，丸

善神戸出版サービスセンター
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１．神戸ウォーターフロント都心の

現在

　2017年11月，神戸市は都心再開発の核とも

なる JR 三ノ宮駅南東のバスターミナルビル

建設計画を発表した。高層ツインタワーとな

るターミナルビルには，西日本最大級の中・

長距離バスターミナル，文化・商業施設の他，

宿泊居住機能も有している。2015年９月に策

定された「三宮地区の『再整備基本構想』」，

「神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］」は，

動き始めた。公民学連携による社会実験など

も既に実施されており，人と公共交通を優先

する三宮クロススクエアを核とする「えき≈ま

ち空間基本計画（案）」も作成された。

　三宮地区を南下した都心圏域に位置する

ウォーターフロントにも変化が見え始めた。

2017年10月，新港突堤西地区再開発事業の優

先交渉権者が決定した。神戸のウォーターフ

ロントの核心部ともいうべき同地区や中突堤

地区は，かつて港湾貨物の荷卸し場であった

が，神戸港将来計画においては「歴史・文化

と新たな魅力が共存・融合する国際集客エリ

ア」と位置づけられている。今回のコンペに

おいて採択された提案は，企業の本社ビルや

集客施設が盛り込まれている。ラストベルト

と化した大阪湾ベイエリアの一角は，大きく

変貌を遂げようとしている。

　2015年にスタートした三宮を中心とする神

戸の都心整備は，３つの特徴を有しているよ

うだ。第一は，都心を通常イメージするCBD

（Central Business District: 中心業地区）と

いったオフィス群が局地的に集中する地区に

加え，北は新神戸，北野地区，南はウォーター

フロント，西は JR 神戸駅・ハーバーランド

をカバーするいわば「広域都心」を想定した

ことにある。かつて，都市の経済を牽引した

旧居留地を中心とする神戸の CBD は，今も

都市経済の核心部を形成している。一方，経

済活動のグローバル化，情報社会における企

業行動の変化，さらには少子高齢化による都

市空間の構造変化等を背景として，都心はそ

の存立基盤を大きく変えようとしている。

CBD一極都心から広域都心への視点のシフト

は不可避と言わなければならない。第二は，

この広域都心の南に位置するウォーターフロ

ントを都心として位置づけたことである。神

戸市の計画においても，都心整備とウォーター

動き始めた都心再編
－知識創造とイノベーションの拠点へ－

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授　　　加 藤　惠 正
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フロント整備は別々に作られているが，内容

的に整合ある記述としても本来統合的に作成

すべきものであろう。古くからの港湾産業都

市は，海外諸都市においても産業用のインフ

ラが都市空間と産業空間を分断し，都市とし

ての統合的展開を妨げていることが多い。「負

のロック・イン」をどのように開錠するのか

は，変革に迫られる産業都市の共通の悩みで

もあった。今回の都心整備は，分断された

ウォーターフロントを都心と位置づけ，神戸

の「顔」として一体的に整備を加速しようと

しているところに大きな特徴がある。第三に，

「三宮地区の『再整備基本構想』」，「神戸の都

心の未来の姿［将来ビジョン］」の進め方につ

いて指摘しておこう。2014年３月，「神戸の都

心の未来の姿」検討委員会がスタートした。

メンバーは，地元組織，市民代表，交通事業

者，経済団体，学識者等から構成されており，

各々から神戸の広域都心像についての自由な

意見交換を行っていった。同年７月，都心会

議と同時並行開催となる「三宮構想会議」が

26名のメンバーでスタートする。ここでは，

三宮周辺に焦点を絞り，「事業化を見据えたよ

り具体的な検討が必要であり，市民の立場や

専門的な見地から，幅広く意見を伺う」とし

た。こうした会議についての市民からの意見

募集，さらには「神戸の未来を創る 300人の

BE KOBE会議」「都心の未来を考えるシンポ

ジウム」等の開催，Web での意見募集など，

きめ細かく市民・事業者との情報共有，意見

交換を行うことに注力してきたことも本計画

づくりの特徴といってよいだろう。構想段階

からの市民・事業者等との参加・共振のプロ

セスをデザインしたことをあげておきたい。

2017年11月，第二回「都心三宮再整備推進会

議」が開催された。「官民が連携して取り組ん

でいく必要があり，都心の再整備を推進する

様々な施策の進捗状況を報告し，広く情報共

有する」として設置された本会議は，計画策

定に関わった２つの会議のメンバーを中心に

構成されており，計画の進捗についての意見

交換を行ってきている。

　本稿では，こうして動き始めた三宮を中心

とする都心整備について，まず，阪神・淡路

大震災のダメージとその後の経緯について概

略したうえで，次世代の神戸都心の機能につ

いてイノベーション拠点という視点から整理

し，これを加速する上での留意点を検討しよ

うとするものである。

２．阪神・淡路大震災からの復興，

そして新たな都心像の提案へ

　都心・三宮再整備は，神戸にとって阪神・

淡路大震災からの復興に関わる最後の再生プ

ロジェクトでもある。1995年，近代都市を襲っ

た巨大地震は，長田区や兵庫区などのインナー

シティを貫通・直撃し，さらに都心地区にも

未曽有の被害をもたらした。三宮を中心に，

JR 東海道線以南にある560棟のうち，166棟

（29.6％）が解体を必要としていた。この他に

も，民間機関等によって当時のオフィスビル

の状況が調査されていたが，都心オフィスの

概ね４分の１以上が機能停止していた。都市

経済に欠かせない経済機能を担うオフィスは，

三宮を中心とする都心に集中していた。震災

当時，都市圏域の広域化や多核心化の潮流の

中で，三宮はなお神戸経済の核心として機能

していた。その背景には，「フェイス・トウ・

フェイス（対面接触）の利益」に象徴される

情報共有やこれに基づく意思決定機能，三宮

という交通結節点のアクセシビリティの高さ，

都心にオフィスを有することによる対外的信

用といった要因も作用していたのである。

　こうした状況の中で，神戸都心再生研究会

（呼びかけ人代表は安田丑作神戸大学教授）は，
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都市機能の回復・復興の鍵となる都心地区再

生について緊急提言を行った（1995年３月）。

　ここでの主な提言は，都心集中交通軽減を

中心とする都心道路体系の再編，自然環境資

源を活用する緑と水のネットワーク形成，建

築デザインや景観に配慮した個性と魅力ある

まちなみ形成，新たな国際ビジネス・ゾーン

形成によるウォーターフロント再編・活性化

であった
１）
。この緊急提言の３カ月後に公刊

された神戸市復興計画では，これら６つの都

心復興プロジェクトを核に駅前空間の再整備

や周辺街区の一体的整備が提案された。こう

してみると，今，動き始めた「三宮地区の『再

整備基本構想』」や「神戸の都心の未来の姿

［将来ビジョン］」は，阪神・淡路大震災直後

からその引き金は準備されていたのかもしれ

ない。

写真１　壊滅的打撃を受けた都心・三宮
写真提供　神戸市

　阪神・淡路大震災以前から，都市経済をめ

ぐる環境は急激な変化を経験していた。高度

経済成長期の神戸の都心は，西日本一円をカ

バーする中枢管理拠点として機能していた。

1980年代に入ると，グローバル化・情報化の

急進の中で，企業の空間組織再編が加速する。

実際，1990年の調査では，三宮のオフィス群

は，中枢管理機能という点でせいぜい兵庫県

を管轄圏域とする役割に縮小し，一方で営業

拠点としての役割が拡大していることが明ら

かとなっていた。こうした変化は，大震災以

降いっそう加速する。この渦中で，神戸の都

心はその機能を停止することとなった
２）
。

　震災後１年を経たとき，筆者は神戸都心再

生に対し次のように展望した。「これまでの都

心像の延長上でオフィス再建を企てることは

実質的に困難である。（中略）第一に都市経済

を牽引する役割は大きい。たとえば，外資系

企業のわが国での拠点としても期待したい。

しかし，その形態は多様化していくだろう。

情報基盤の整備は，大企業のブランチ・オフィ

スのスリム化の一方，神戸の文化的蓄積や生

活基盤を活用したベンチャー・ビジネスなど

多様な業態のビジネス展開を可能にするかも

しれない。（中略）第二に，広義の集客化の拠

点としての役割を考える必要がある。高度情

報化社会の都心像を考えるうえで，やや逆説

的であるが，都心の集客化は不可避である。

都心にはこれを象徴する活動を配置していく

必要がある」
３）
。20年余を経て，いささか古び

た表現もあるが，都市経済のいわばイノベー

ション拠点としての期待をこめた提案であっ

た。

３．都市イノベーション・システム

の核心へ

　2005年６月，『神戸2010ビジョン：豊かさ創

造都市こうべ』が，「第４次神戸市基本計画

（目標年次2010年）」の具体化に向けた最後の

中期計画として，阪神・淡路大震災から10年

を経て策定された（筆者は，副会長として参

加）
４）
。ここでは，「世界的な企業間競争の激

化や人口減少下における生産性・価値創造力

の向上」を目指して，都市イノベーション・

システム構築に向けた先導的事業の推進を位

置づけた。言うまでもなく，この都市イノベー

ション・システムは，都心圏域に限定した仕

組みを指すのではなく，神戸を中心とする経

済圏域でのイノベーション創出に向けた仕組
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みを企図したものであった。本計画では，ア

クション・プランとして，こうした仕組みに

連動する「神戸を先導する都心ゾーン形成プ

ラン」を提示したのである。

　ここでいう都市イノベーション・システム

とは，知識・知恵が集積し，ここで交流・融

合することで新たな価値を創造するインフラ

や仕組み，企業や関連組織間の連動・連携を

意味している。従来，主として企業内部で個

別に行われてきたイノベーションは，現在で

は外部の様々な主体との情報共有を行いなが

らイノベーションの突破口を切り開くいわば

「相互的学習（collective learning）」を通した

スタイルに変わりつつある。それは，プロダ

クト・サイクル・モデルに代表されるイノベー

ションの線形的拡散の視点から主体間の相互

依存的プロセスにその核心がシフトしたこと

を示唆している。フィードバック・ループに

よって多重的に連関性を有し，活動自体がか

かる相互性をより強化するというプロセスこ

そ，ここで言う都市イノベーション・システ

ムの核心である。都市イノベーション・シス

テムは，多様な企業・組織・個人のイノベー

ションを要素としつつ，神戸全体の“good 

business climate”を醸成することを狙いと

して提案されたものである。こうした都市・

イノベーション・システムの核心に，都心が

位置づけられているといってよいだろう
５）
。

　その後，神戸2015ビジョン（2011年２月）

を経て，後継計画として神戸2020ビジョン

（2020年度を目標年次）・神戸創生計画（2016

年３月）がつくられた。これに先立って策定

された２つの都心ビジョン・構想（2015年）

は，神戸市全体の計画において位置づけられ

ることとなったのである。

　ここでの課題は，こうして形成されてきた

都市イノベーション・システムをいかに駆動

するかにある。それは，現在動き始めた都心・

三宮地区を引き金とする構図をどのようにし

て動かすのかということでもある。都市政策

の機動は，その「手法」と政策を牽引する「主

体」にある。「これまでの延長上にはない都心

再建」を目指すためには，従来とは異なる大

胆な手法と主体の提案が必要だ。手法的には，

「制度改革型アプローチ」を，そして主体は

「多様な主体のパートナーシップ」である。筆

者は，こうしたアプローチを，集積のダイナ

ミズムを阻害する「負のロック・イン」解消

に向けた「社会イノベーション型」施策とし

た
６）
。

　日本の都市政策の弱点は２つある。ひとつ

は，都市政策に関わる多様な主体間連携の脆

弱さである。物的改変をともなう都市計画と

これに関わる多様な主体の連携は，都市進化

の両輪である。市民，地域団体，経済団体な

どが情報を共有しつつ，計画づくりや実現に

向けて意見交換を続けるプロセスを重視しな

ければならない。都心再生の試みは，現在，

関わっている人々や組織だけでなく，将来，

神戸を支える市民や企業が快適に，そして豊

かにくらし仕事を続ける環境をつくるモデル

としなければならない。今回の，都心ビジョ

ン策定や三宮整備構想では，様々なチャネル

を通じた参加・共振の過程を経てきていると

考えている。一方，こうしたプロセス指向型

アプローチ，あるいはボトムアップ方式の重

視は，合意形成に時間を要する。社会経済環

境変化への機動的即応を鈍らせ，必要とされ

る迅速な意思決定と齟齬をきたすかもしれな

い。こうした多様な主体の連携が見せる両面

をいかに調整・融合するかが問われることに

なろう。

　第二は，政策や既往制度・仕組みの硬直さ

である。都市計画や地域政策に関わる制度の

多くは政府が所管する制度のため，神戸市が

柔軟に都心再生に向けて適用することは困難
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と言わざるを得ない。現在の地方創生に関わ

る政策進化は，都心再生との接点も多いが，

地元自治体による具体的かつ巧みな施策があ

る一方で，政府が指向する地域政策と地方の

現実との乖離が顕在化しつつある。さらに，

地域政策としての地域創生が，国民経済の成

長・発展にどのように連動しているのか明ら

かではない。政府は，地域政策の「門番」と

しての機能に自らその役割を限定してしまっ

たようだ。

　中央政府の硬直的政策適用が，地域の活力

を棄損した経験を再点検する必要もありそう

だ。三宮都心再生と直接関わる「地方におけ

る企業拠点の強化を促進する税制措置」の問

題について別稿で指摘した
７）
。当初，３大都

市圏の規制都市区域へのオフィス立地規制を

施行したが，結果的には平成30年度 税制改正

に関する内閣府主要望として，「東京一極集中

是正の加速化を図るため，地方拠点強化税制

において，東京一極集中是正に直接的に効果

のある移転型事業について，要件の緩和や支

援対象外地域 の見直し（中部圏・近畿圏を支

援対象地域に追加）を行う」ことが提示され

た。地域政策と国民経済の連携という観点か

らも，かつての工場立地制限三法を彷彿させ

る「制度」進化の失敗に陥ってはならない
８）
。

　阪神・淡路大震災以降の局地的課題に対応

する特区政策は，これまで数次にわたって設

置されてきており，その成果も顕在化させつ

つある。ただ，指定特区から一般化された規

制緩和は，実際には細かな施策に限定されて

おり，本来行うべき大胆な規制緩和が見られ

ないのは課題である
９）
。一方，ハード整備に

ついては，神戸の都心再生については，都市

再生緊急整備地域（2002），さらに特定都市再

生緊急整備地域（2016）の指定を受け，都市

の再生の拠点として，都市開発事業等を通じ

て緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべ

き地域として事業が進められている。いずれ

にしても，政府の適切な地域再生に向けた仕

組みづくり，さらには既往制度の地域特性や

競争力強化に向けた取り組への柔軟な適用な

どは，都心再生プロジェクトには必須の課題

であろう。

４．イノベーション拠点としての都

心形成に向けて

（１）トリプル・ヘリックスとイノベーショ

ン拠点

　三宮都心再開発を先導する高層ツインタ

ワービル（Ⅰ期）には，神戸文化ホールが移

転。また図書館も配置される予定という。こ

れらの機能や役割はこれから検討されるのだ

ろうが，神戸経済圏のイノベーション・シス

テムの核心としての機能を埋め込んでいただ

きたい。その際，神戸圏域に所在する大学・

研究機関，さらには神戸医療産業都市推進機

構などイノベーションに関わる組織群との緊

密な連携が必要だろう。図書館も，多数の大

学が共同運営し，専門的知見の蓄積へのゲー

トであると同時に，起業を志す若者に開放す

るなど，様々な機能を有する都心ならではの

新しいスタイルを期待したい。産官学の連携

は不可避だ。

　2017年７月，神戸市では，産官学金連携

フォーラム「人口減少への対応に取り組む産

官学のあり方について」が，久元喜造神戸市

長，家次恒神戸商工会議所会頭，武田廣神戸

大学学長らの出席を得て開催された（筆者は

コーディネータとして参加）。異なる主体間の

緊密な連携は，近年，トリプル・へリックス

として都市イノベーション・システムの中核

として着目されてきている。トリプル・へリッ

クスとは，企業，大学，公共（政府や地方自

治体）が相互に交流することによって，都市
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イノベーションを創出する関係性を示してい

る，その意味では，都市イノベーション・シ

ステムのソフト・インフラと呼んでよい。神

戸においてもフォーラムを契機とした神戸を

動かす３者の緊密かつ強力な機動力に期待し

たい。

　こうしたトリプル・ヘリックスといった視

点自体は特に目新しいものではないが，異な

る文化の主体が相互に情報共有し，これがイ

ノベーションに結びつく構図の形成がいかに

困難かを示唆するものでもあろう。Etzkowitz

は，トリプル・ヘリックスに至る過程を次の

ように示している。第一段階で，各々の本来

の役割を基軸としつつ，地域の発展や技術協

力に関して仕組みや制度の調整に踏み込む状

況を顕在化させる。実際には，各主体が参加

する協議会の形成などが示唆されている。第

二段階は，各主体が他の領域の機能を新たに

担うプロセスに入ると主張する。たとえば，

大学はその知識保持・伝達という役割に加え，

知識への投資を行うことになる。産業界や政

府・自治体の支援を受けながら，ベンチャー・

キャピタルやインキュベーション機能を担う

ことになる。また，産業界はその特化した領

域において研究機能を加速し，自ら「大学」

機能を有することにもなる。政府・自治体は

経済に関わる制度づくりに加え，創業支援の

ためのベンチャー・キャピタルを設置する
10）
。

こうした，Etzkowitz のトリプリ・ヘリック

ス進化のプロセスも，わが国の主要な都市・

地域，あるいは企業で既に実践段階に入って

いるといってよい。しかし，ここで着目して

おきたいのは，「各主体内部の変化」の必要性

を明示したことである。成熟段階に入ったハ

イテク・クラスターの発展においても，かか

るトリプル・ヘリックスの重要性は指摘され

ているが，ここでも，知識創造に不可避とな

る連携のためには，直接 R&D に関わる企業

と大学の「文化」を変えなければならないと

指摘されている（Uranga etc., 2007）
11）
。ここ

に大きな課題はありそうだ。

　トリプル・ヘリックスは，知識の事業化を

促すインフラである。図１は，大学，産業，

政府・自治体が連動・発展していくスパイラ

ルな過程を人の移動として，垂直方向への進

化と水平方向の循環から統合的に示したもの

である（Etzkowitz，2008）。ここでの，マク

ロ・レベルでの循環は各主体間の移動で示さ

れており，ここからは政策やプロジェクトな

どのコラボレーションの成果が期待される。

異なる主体間の移動は，新たな融合や発明の

源泉であり，社会イノベーションを創出する

可能性は大きい。こうした，マクロ・レベル

での循環は，各主体内部で発生するミクロ・

レベルでの循環と連動することによって，知

識の創出，そしてその事業化へと進化するこ

とになる。

　次世代都心の機能は，こうした神戸におけ

るトリプル・ヘリックスを形成する「場」で

あり，またこれが十全に機能・稼働する「仕

組み」でなくてはならない。

図１　トリプル・ヘリックス内・外循環
（H.Etzkowitz, pp.21,2008）
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Ｕ：大学 

Ｉ：産業 

Ｇ：政府・自治体 

 

（２）外資系企業の誘致促進に向けた都市政

策を

　2018年４月，神戸市に本社を置く日本イー

ライリリー（株）は，本社をこれまでの場所

に近接した新設ビルに移転した。本社ビルが
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手狭になったことから，新たなビルへの移動

となったという。これまでにも，P&Gは六甲

アイランドから三宮に本社を移転してきてい

る。神戸を代表するこうした外資系企業が神

戸の都心に継続して事業を継続する過程では，

神戸市や兵庫県の機動的な立地政策が功を奏

した側面もあるのだろう。国境を越えて事業

展開するグローバル企業が立地選択する上で

は，様々な要素が勘案されると思われるが，

最新のオフィス環境を備えた「場」の需要へ

の即応というハード面に加え，制度・仕組み

などのソフトウェア，人材の育成を含む魅力

的な「働く場」としてのヒューマンウェアと

いった点で，神戸の都心は優位性を持ってい

るのだろうか。

　神戸において都市イノベーション・システ

ムの力を拡大する上で，外資系企業の力は大

きい
12）
。企業活動基本調査（経済産業省）によ

れば，日本企業のTFP（total factor productivity: 

資本と労働の増加によらない生産の増加を表

しており，具体的には，技術進歩，効率化な

どを指す）は，日本企業の水準を100とする

と，外資系企業は148.6と実に1.5倍におよぶ。

当該産業の生産性拡大に加え，都市圏域全体

の生産性が向上する刺激となることも期待で

きる
13）
。また，外資系企業動向調査（経済産

業省）によれば，外資系企業の雇用見通しに

ついては，ほとんどの企業が増員もしくは現

状維持を予定しており，今後１年間の雇用見

通しについて，「現状を維持する」が（61.4％），

「増員する」と回答した企業が 34.8％にのぼ

る。また，過半数の企業が今後の事業拡大を

予定しているという
14）
。現在，神戸市に本社

を置く外資系企業はイーライリリー，ネスレ，

P&G，など67社（ひょうご・神戸投資サポー

トセンター），その他事業所を加えると200以

上に及んでいる（神戸市調べ）。先の外資系企

業動向調査では，日本の中で立地件数が最も

多いのは東京都で2,296（全国の67.3％），次

いで神奈川県336（同9.9％），大阪府177（同

5.2％），そして兵庫県が96社（同2.8％）であっ

た（総数5,859社のうち62.4％が回答）。こう

した状況を過去10年の変化で見ると，全立地

件数が1.5倍程度増加している。このように立

地件数自体は増加しているが，空間的立地パ

ターンにはほとんど変化がなく，東京圏域へ

の集中が続いている。

　もともと日本への対内直接投資は，主要先

進諸国と比較して極めて低い。日本の対内直

接投資残高の対 GDP 比は5.1％（2016年末）。

2014年の国際収支関連統計の年次改訂時にお

いて4.5％であったので，対内直接投資対GDP

比はかなりのスピードで改善しつつあるとみ

てよい。ただ，世界的にみると，アジアでは

シンガポールが300％に及びつつあり，欧米諸

国も20－60％台にあることを鑑みると，なお

「異常」に低いと言わざるを得ない。対内直接

投資は，有形・無形の経営資源の流入を通じ

て，日本経済に，そして都市の経済にプラス

の効果が期待できる。所得収支の黒字が日本

経済を支えているという構図が明確になりつ

つある。国際収支発展段階説からみると，日

本は「未成熟な債権国」に位置づけられる。

人口高齢化等による国の競争力低下からの貿

易収支の赤字化の一方，所得収支の大幅な黒

字化によって経常収支は黒字化を保つ。これ

までの蓄積を対外的に運用して，その収益で

国民の生活水準を維持する「成熟債権大国」

に向かいつつある。林は海外から日本への直

接投資を促し，実物投資を賄うことで海外へ

の投資を行う資本の流れを作ることが必要と

指摘する
15）
。

　対内直接投資の脆弱性という日本経済の「病

弊」は，都市・地域経済に明瞭に顕在化する。

かかるアキレス腱を克服するにはどうしたら

よいのか。日本への対内直接投資がなぜこれ
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ほど少ないのかについては，たとえば「ビジ

ネスコストの高さ」「日本市場の特殊性」「言

葉の障壁」などが指摘されているが，GDP成

長率などからみた「市場としての魅力の低さ」

という指摘は厳しい。しかし，対内直接投資

がこれほどまで停滞する決め手となる明確な

説明はない。上記の要因が輻輳して，日本進

出を企図する企業が算出する「隠れた費用」

が大きいということだろう。あるいは，直接

投資による企業立地に関わる経済システムや

社会的慣行は，ビジネスに見合う対価を得る

ことを困難にしているのではないか。旧来の

取引慣行など多くの制度や仕組みが，新たな

主体の市場への参入を困難にしている側面は

否めない。このかくれた費用の構造は，地域

によって異なる。地域再生に向けた「隠れた

コスト」のスリム化が必要である。外資系企

業の立地促進のためには，税の優遇や大胆な

規制緩和に加え，非制度的障壁を融解する取

り組みが早急に必要である
16）
。

　2017年５月，政府は，「グローバル・ハブを

目指した対日直接投資促進のための政策パッ

ケージ」を公表した
17）
。記述されている内容

は，どちらかというとこれまで指摘されてき

た事項について再整理した印象だが，遅れば

せながらとはいえその具体展開に期待したい。

一方，近年では地方自治体が独自に外資系企

業誘致に焦点を絞った制度を整備したり，グ

レータ・ナゴヤ・イニシアチブや大阪外国企

業誘致センターのように複数自治体が連携し

て誘致に乗り出しているところもある。また，

東京都などは，アジアヘッドクォーター特区，

東京圏国家戦略特区などによる税制優遇や財

政支援のメリットで成果をあげている。

　「企業誘致の戦略性が必要」と指摘するの

は，神戸に立地する外資系企業幹部である。

税制を含めた立地コスト，規制緩和などに関

わる優遇措置だけで外資系企業は立地選択を

しているのではない。グローバルな企業展開

を支える人材の供給，こうした人材が魅力的

と感じるまちづくり，取引先を含む関連産業

の集積など，神戸の経済構造やその風土自体

がそのあり方を問われているといって過言で

はない。本社機能を東京に移転する動きはこ

れまでにもあったが，その理由は国内営業拠

点の形成にあった。日本企業の多くはなお国

内取引重視から逃れられておらず，確かにそ

の意味では，本社部門の東京移転により国内

取引に関わる費用は圧縮される。一方，海外

との取引で成果を上げている関西企業は，東

京への本社等の移転に必ずしも積極的ではな

かった。神戸が，今後ともグローバル都市と

して発展を企図するとすれば，海外とのネッ

トワークを軸に経済活動を行う外資系企業の

立地に焦点を当てることは合理的だ。やや短

絡的だが，神戸都心ウォーターフロントを外

資企業誘致に向けた国家戦略特区にすること

で，神戸圏域のイノベーション力を加速度的

にアップしていくことも検討の余地はあるだ

ろう。

５．次世代神戸の都心：都市イノベー

ション・システムの進化に向けて

　本稿では，三宮都心再生を都市イノベーショ

ン・システムと連動させるための論点を，ト

リプル・ヘリックス構築，さらには外資系企

業など対内直接投資拡大への政策に焦点を当

て整理してきた。近年，都市や地域に形成され

るイノベーション・システムを稼働するにあ

たって，「関連した多様性（related variety）」

をベースとしたプラットフォームの構築が検

討されている。関連した多様性とは，相互に

補完的で一定の共通の関係性を有した関係性

をもっていることを示しており，こうして形

成される集積は新たな知識や情報が生み出さ
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れ，また業種を越えたイノベーションが創発

されるというものである。都市イノベーショ

ン・プラットフォーム（Urban Innovation 

Platform）は，都心を核心としながらこれま

で神戸が醸成してきた医療産業都市クラス

ター，臨海部大規模事業所の連関構造，ある

いはデザイン指向型ファッションビジネス集

積などが，緩やかで柔軟なネットワークを形

成し神戸圏域全体の創造力加速のためのイン

フラを指している
18）
。最後に，都心再生過程

において「まちづくり」という側面から都市

イノベーション・プラットフォームの一翼を

担うことになるエリア・マネジメントについ

て言及しておきたい。

　BIDs（Business Improvement Districts）

は，世界の多くの都市・地域の再生・整備に

おいてきわめて重要な役割を果たしてきてい

る。これは，特定地区における不動産所有者

や事業者から徴収された負担金によって地区

の維持・管理や開発等を資金提供される当該

BID 団体自らが行う仕組みである。日本にお

いても，仕組みや機能についての検討が行わ

れており，大阪市では大阪市エリア・マネジ

メント活動促進制度（大阪版 BID）を設置し

ている
19）
。

　2018年２月３日，「神戸市は三宮駅南東再開

発地区のⅠ期ビル建設の主体となる再開発会

社を設立する方針を固めた」と報じられた（神

戸新聞2018年２月３日朝刊）。神戸の都心は再

生に向けて動き続けている。都心に関わる団

体や組織は多い。これらを組織化し，機動力

を高めることは，都心再生・創生にとっては

不可避の過程であろう。これから，都心は長

期にわたって再生の渦中にある。再開発が行

われる現場は，う回路の設置や一時的な通行

止めなども発生するのだろう。都市はもとも

と「変化」によって進化をとげてきた。こう

した「変化」を，「見える化」している場とし

て都心を位置づけ，これも魅力のひとつとし

て演出していくといった発想も必要なのだろ

う。BIDs を含め，都心再生・創生にむけた

エリア・マネジメントの仕組みづくりに期待

したい。
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１．はじめに

　神戸市の都心地域では，中心部に位置する

三宮地区で大規模な歩行者空間の導入を核と

した再整備計画が提案されている
１）～３）

。歩

行者空間化されるのは鉄道駅に面した幹線道

路の交差点部で，その形状から「三宮クロス

スクエア」と名付けられている。整備される

クロススクエアは，新たに隣接して設けられ

るバスターミナル
４）

と一体となって，交通結

節点としての機能を向上させるだけでなく，

神戸の玄関口としてのシンボリックな空間と

なり，都心における賑わいを創出する場とな

ることが期待されている。また，このクロス

スクエアは，周辺地域との間で歩行者や公共

交通等のネットワークを整備することによっ

て，来街者による回遊拠点としての機能を果

たすことも目指している。一方で，三宮地区

での幹線道路の歩行者空間化はこれまで地区

に流入していた自動車交通に対して大きな影

響を及ぼすことから，この再整備計画の実現

にとっては都心地域全体における自動車交通

のマネジメントが重要な課題となっている。

　本稿では，現在検討中である都心三宮地区

の再整備計画について，交通の視点からその

意義や課題について論じたい。以下では，ま

ず，まちづくりにおける交通戦略の必要性を

指摘し，諸外国におけるその成功事例を紹介

する。次いで，都心三宮地区における再整備

計画の交通戦略としての意義を考えるととも

に，その実現に向けた課題について言及する

こととする。

２．まちづくりのための交通戦略の

必要性

（１）まちづくりのための交通戦略とパッケー

ジ・アプローチ
５）

　わが国では，交通に関わる問題に対処する

ために，これまでは個々の交通施設ごとに計

画が立てられることが多かった。しかしこれ

からは，それぞれの施策を別々に実施するの

ではなく複数の施策を組み合わせて，すなわ

ちパッケージ化して実施することにより，大

きな効果を生みだすことが重要である。この

ためには，従来の問題対応型のボトムアップ

のアプローチより，あるべき姿，ビジョンと

いった「目標」を明確にして，その実現に向

神戸市における都心再生のための交通戦略
―人と公共交通優先のまちづくりの実現に向けて―

神戸大学大学院海事科学研究科教授　　　小 谷　通 泰
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かっていくという戦略型のトップダウンのア

プローチが有効となる。

　このような，目標を実現するために複数の

施策をパッケージ化して実施するという考え

方は「パッケージ・アプローチ」と言われ，

「互いに効果を補強し，利害関係者の合意を得

やすいように，連携した施策を時間的，空間

的に組み合わせて実施すること」と定義され

ている。こうしたパッケージには以下のよう

なものがある。

　まず代表例が，「①モーダルパッケージ」で

ある。これは，歩行者・自転車，公共交通の

利用促進を図る一方で，自動車交通の抑制を

行う，いわば「アメ」と「ムチ」の施策を組

み合わせて実施し，交通手段の転換を図るも

のである。次に，「②補強パッケージ」は，交

通手段の転換はもたらさないが，互いに効果

を補強し合う関係を持たせるものである。た

とえば，路上駐車禁止規制と有料の駐車場整

備の組み合わせなどが考えられる。そして，

「③財源パッケージ」は，一方の規制的施策に

よって得られる財源を，他方の施策を実現す

るための費用に充当するという関係を持たせ

るものであり，道路賦課金制度などがこれに

該当する。さらに，「④合意形成パッケージ」

は，多様な主体間で，施策によって生じる利

益と不利益を上手くバランスさせるという，

痛みわけの関係を持たせようというものであ

る。たとえば，都心への自動車の乗り入れ規

制に対して，不利益を被る都心居住者や商業

者などへの駐車許可証の発行や乗り入れ賦課

金の割引などを組み合わせることが考えられ

る。最後に，「⑤空間パッケージ」は，一方の

施策を導入することによって生み出された都

市空間が，他方の施策の導入にとって必要と

なるという関係を持たせ，組み合わせた施策

が同時に実施される必然性が生まれるように

するものである。たとえば，都心の幹線道路

での路面電車の導入，歩行者空間の拡充と，

都心への自動車の流入規制を組み合わせると

いうもので，これについては以下で詳しく述

べる。

（２）ストラスブールにおける都心再生への

取り組み

　こうした交通戦略とパッケージ・アプロー

チの成功事例として有名なのが，フランスの

ストラスブールでの取り組みである
６）
。スト

ラスブールは，ライン川を挟んでドイツと国

境を接しており，市を中心とする都市圏人口

（ストラスブール都市共同体）は約43万人であ

る。運河で囲まれた都心部（800ｍ×１㎞）に

は，歴史的な建造物が数多く立地し，商業施

設も集中している。しかし，かつては約５万

台の自動車交通（このうちの約40％が通過交

通）が都心部を通行しており，騒音・排ガス

などによる環境悪化からその衰退が問題となっ

ていた。そうした中，1989年，都心の再生を

掲げて市長となったトロットマン氏は，就任

中のわずか５年間で大きな成果をあげた。具

体的には，都心部から自動車交通を排除する

（図－１）とともに，超近代的な路面電車

　都心を貫く幹線道路が遮断され，歩行者専用区
間や交通規制が見直された。この結果，都心に進
入する自動車は環状道路から入り，同じ方向に戻
るようにループ路が形成された。

図－１　都心における交通規制

LRT LRT
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（LRT）の導入と歩行者空間の拡大（写真－

１，２），バスサービスの充実や自転車ネット

ワークの構築などの施策を，パッケージとし

て矢継ぎ早に実施した。図－２は，このよう

なストラスブールにおけるパッケージ・アプ

ローチの考え方を示したものである。

　こうした都心再生の取り組みでは，自動車

から公共交通や徒歩・自転車への交通手段の

転換を促すモーダルパッケージが基本となっ

ているが，道路空間の再配分による空間パッ

ケージが重要な役割を果たしている。すなわ

ち，自動車交通が抑制されたことによって道

路空間に余裕が生まれ，その結果はじめて歩

行者空間の拡大，LRT の導入などが可能とな

　都心部では，歩行者と LRT が共存するトランジッ
トモールが設けられている。斬新なデザインの LRT
は，まちのシンボルになっている。

写真－１　LRT と人が共存する都心の道路空間

　従前は駐車場であった広場は，自動車が締め出さ
れ，市民が憩える広場に改築された。

写真－２　都心の歩行者広場

　出典：“Le plan de deplacement urbain de l’agglomeration de Strasbourg”
　　　　 Strasbourg Communaute Urbaine 

　図中の施策以外にも，自動車交通の都心への流入を抑制するため，郊外部の駐車場で自動車から LRT へ
乗り換えるパークアンドライドの推進，都心部での駐車容量の削減や郊外部での駐車料金の引き下げなど
が行われている。

図－２　都心再生のためのパッケージ・アプローチ（フランス・ストラスブール）

 
 
出典："Le plan de deplacement urbain de l'agglomeration de Strasbourg" 
Strasbourg Communaute Urbaine  
図中の施策以外にも，自動車交通の抑制を図るため，郊外部での自動車から LRT への乗

り換えを促進するパークアンドライドの推進，都心部での駐車容量の削減や郊外部での駐

車料金の引き下げなどが行われている。 
 
図－２ 都心環境再生のためのパッケージ・アプローチ（フランス・ストラスブール） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Step１　環状道路の整備 Step3　LRTの導入Step2  都心部を通過する自動車　　
　　交通の排除

Step4  バスサービスの拡充 Step5  歩行者空間の整備 Step6　自転車道網の整備 Step7  都市活動の展開
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り，都心の魅力が再生されている。このよう

な空間パッケージは，施策間の結びつきの強

さ，パッケージング性を高める要因として有

効に機能しており，施策パッケージに対する

合意形成やそれらの実施を容易にしている。

　ストラスブールでの成功例は，その後，フ

ランス国内の数多くの都市で都心再生の雛形

となっている。

３．神戸市の都心再生に向けた交通

戦略の意義

（１）都心の抱える交通問題と都心再生のた

めの交通戦略

　神戸の都心地域は，山と海に挟まれた比較

的コンパクトな市街地に位置しており，域内

には，三宮，北野，元町，旧居留地，神戸ハー

バーランドなどそれぞれ特色を持った地区が

存在している
７）
（図－３）。最近では，かつて

港湾施設があったウォーターフロント地区で

の開発が急ピッチで進められている
８）
。こう

した中で，現状では以下のような交通問題が

指摘されている。

・三宮地区は，６つの鉄道駅が集中する交通

拠点であるが，乗り換えの経路が複雑で上下

移動を伴う。駅前の幹線道路の横断が，周辺

地域への円滑な移動を妨げている。

・駅前のスペースが狭小なため，路線バス，

タクシーなどによるアクセスが容易ではなく，

周辺の路上で乗降が行われている。また，来

訪者にとって，神戸の玄関口というイメージ

が感じられない。

・三宮地区は中長距離バスなどの起終点となっ

ているが，乗降場が分散しておりわかりにく

い。

・歩行者による回遊範囲が，鉄道駅の周辺の

限られたエリアに留まっている（図－４）。

・現行の公共交通サービスが不便であり，鉄

道駅から離れた目的地への回遊が制限されて

いる。ウォーターフロントの新たな開発エリ

アへの公共交通サービスが不十分である。

・歩道上に自転車が放置されており歩行の妨

げになっている。

・物流車両などによる荷捌きが路上で行われ

ており，道路環境を悪化させている。

　こうした問題の解決を図っていくためには，

個々の問題ごとに対処することには限界があ

り，２．で述べたように，都心地域全体とし

ての交通戦略を打ち立てることが必要である。

すなわち目指すべき目標を明確にして，その

実現に向けてパッケージ・アプローチを取る

ことが不可欠であると言える。現在，神戸の

都心三宮地区で展開されている再整備計画は，

こうした交通戦略として機能することが期待

されている。すなわち，ここでの戦略目標は

「自動車中心の交通システムを見直し，人と公

共交通優先のまちづくりを目指す」ことであ

り，これによって都心に賑わいを創出しよう

というものである。そして，こうした戦略目

標を実現するために掲げられた再整備計画で

は，「えき≈まち空間」の核としての「三宮ク

ロススクエア」の整備と，それを契機とした

　神戸市：三宮周辺地区の『再整備基本構想』，平
成27年９月より転載

図－３　神戸市の都心地域と三宮周辺地区

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   神戸市：神戸の都心の未来の姿 [将来ビジョン]，平成 27 年 9 月より転載 

図－３ 神戸市の都心地域と三宮周辺地区 
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都心地域全体の交通システムの再構築が中心

的課題となっている。

（２）「えき≈まち空間」と「三宮クロススク

エア」

　「えき≈まち空間」は，今回の再整備計画で

新たに提案された考え方であり，三宮地区に

位置する６つの鉄道駅（バス乗降場も含めて）

をあたかも１つの「えき」と捉えて，この「え

き」と周辺の「まち」をつなぐ空間を「えき

≈まち空間」と定義している（図－５）。そし

て，この「えき≈まち空間」の中核となるの

が，幹線道路の交差点部に整備される歩行者

空間であり，その形状から「三宮クロススク

エア」と称されている（図－６）。クロススク

エアは，「新たに隣接して整備されるバスター

ミルと一体となって，交通結節点としての機

能を発揮する」に留まらず，道路空間を歩行

者空間化することによって，「神戸の玄関口と

してシンボルとなるような空間となり，そし

て人々が集い，交わり，憩う場となること」

が目指されている。また同時に，このクロス

スクエアは，周辺地域との間を歩行者や公共

交通等のネットワークにより結びつけること

によって，「都心地域全体への回遊の拠点とし

て機能」させようというものである。

　都心部での道路空間の歩行者空間化は，諸

外国では1970年代より開始されておりその歴

史は長い。特に最近では，ニューヨークの中

心部に位置するタイムズスクエアで歩行者空

間が整備されたのをはじめ
９）
（写真－３），ロ

ンドンで一番の繁華街であるオックスフォー

ドストリートでも歩行者空間化が現在，議論

されている
10）
。このように，大都市の都心部

でも，道路空間を積極的に歩行者空間化しよ

うというのが世界的な潮流となっている。そ

もそも自動車と歩行者が同時に存在すれば，

　都心部への来街者を対象に徒歩による回遊行動を，筆者らが調査した結果である。図中の円の大きさは
箇所ごとの訪問頻度（回答者数338人），線の太さは道路区間ごとの通行頻度（回答者数336人）を示してい
る。１人当たりの都心部での平均の滞在時間は３時間58分，訪問箇所数は3.0箇所，移動距離は1,664ｍで
あった。

図－４　都心地域における歩行者による回遊行動調査の結果

 
 
 
 

 
   
都心部への来街者を対象に徒歩による回遊行動を，筆者らが調査した結果である。図中

の円の大きさは箇所ごとの訪問頻度（回答者数 338 人），線の太さは道路区間ごとの通行頻

度（回答者数 336 人）を示している。1 人当たりの平均の滞在時間は 4 時間，訪問箇所数

は 3.0 箇所，移動距離は 1,664m であった。 
   図－４ 都心地域における歩行者による回遊行動調査の結果  
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その力学的関係から必ず歩行者は道路の片隅

に追いやられてしまう。自動車を締め出しゆっ

たりと安心して歩き回れるような空間があっ

て初めて，賑わいが創出され，人と人との触

れ合いが生まれる。これこそが本来の都心の

姿であるはずである。

　ところで，三宮の駅前では，従来から，３

層の歩行者空間ネットワーク（地下，地上，

デッキレベル）を整備し，鉄道駅間や鉄道駅

と沿道建物との間の結節が図られてきた。し

かしながら，すでに述べているように，現状

では経路が複雑で上下移動を強いられること，

駅前広場が狭小であることが問題であった。

その解決策として，過去には駅前の路上に大

規模なデッキを設ける議論もあった
11）
。しか

し，これでは，いくら歩行者空間が拡大され

たとしても，地上部は自動車交通に占有され

たままであり，歩行者が地下とデッキに追い

　神戸市：神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］，平成27年９月より転載
図－６　三宮クロススクエアのイメージ図

　神戸市：三宮周辺地区の「再整備基本構想」，平成27年９月より転載
図－５　「えき≈まち空間」と「三宮クロススクエア」

 

 

 

 

 

 

 
神戸市：三宮周辺地区の「再整備基本構想」，平成 27 年 9 月より転載 

図－５ 「えき＝まち空間」と「三宮クロススクエア」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

神戸市：神戸の都心の未来の姿 [将来ビジョン]，平成 27 年 9 月より転載 
図－６ 三宮クロススクエアのイメージ図  

中 央 幹 線
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やられることになる。これに対して，今回の

クロススクエアの整備は，３層ネットワーク

を確保しつつ，歩行者の主たる移動経路を地

上部に据え道路空間での歩行者の復権を目指

すものである。これによって，新たに整備さ

れるバスターミナルや沿道の駅舎，商業ビル

の建て替え，改札口の新設等と一体となって，

飛躍的に歩行環境の利便性，快適性が高まる

と期待できる。

（３）都心地域全体における交通システムの

再構築

　こうした三宮地区でのクロススクエアの整

備は，都心地域全体の交通システムの再構築

とともに一連のパッケージとして提案されて

いる。図－７は，その基本的な考え方を示し

たものである。再構築される都心の交通シス

テム全体は，クロススクエアを中心に自動車，

歩行者，公共交通等（自転車などを含む）の

交通手段別ネットワークから構成するものと

している。

　これを上述のストラスブールにおけるパッ

ケージ・アプローチと対比すると，自動車か

ら徒歩や公共交通への交通手段の転換を図る

モーダルパッケージが意図されている。そし

て同時に，一連の施策を空間パッケージとし

て機能させようとしている。すなわち，通過

交通を締め出し都心地域の自動車交通を削減

することによってクロススクエアの整備を可

能にし，また周辺地域との連携を図るための

歩行者や公共交通等のネットワークの導入空

間も生み出そうというものである。

　それぞれのネットワークについては，再整

備計画の中で今後具体化されていくものと考

えられるが，以下ではそれらが具備すべき要

件を私見も交えて述べたい
12）
。

１）まず，三宮地区で歩行者空間を導入する

ために，地区に用事のない通過交通が進入し

てこないような道路ネットワークを構成する

ことが必要である。すなわち，通過交通は外

周道路に誘導し，地区に用事のある車に対し

てもフリンジ駐車場（都心の外縁部に設けら

れた駐車場）の利用を促し，地区内へ進入す

る自動車交通は貨物の集配車両やサービス車

両，緊急車両など必要最小限としなければな

らない。

２）クロススクエアから都心地域全体へと歩

行者による回遊を促すため，安全で快適な歩

行空間を連続して設け，そのネットワーク化

を図る必要がある。歩行空間を整備するにあ

たっては，歩行者が歩きたくなるような仕掛

けが重要である。沿道での魅力ある施設配置，

歩道の拡幅やオープンカフェの設置をはじめ，

立ち話をしたり，休息したりできる滞留空間

を設ける。また，広幅員の幹線道路の横断は

円滑な移動の妨げとなるため，歩道橋などを

スロープ化するといった緩和策も求められる。

３）クロススクエアと周辺地域を繋ぐ公共交

通ネットワークの整備にあたっては，利便性

が高く快適性に優れ，高品質なサービスを提

供できるシステムの導入が不可欠である。車

両は低床であり，路上から容易に乗降でき，

　タイムズスクエアは，格子状の街路網を構成す
る７th アベニューに対して，ブロードウェイが鋭
角で斜めに交差する場所にある。ブロードウェイ
が歩行者空間化され，タイムズスクエアの歩行者
空間は大幅に拡大された。社会実験を経て，2010
年に恒久的な広場化（歩行者空間化）が宣言され，
工事は2016年に竣工。

写真－３　タイムズスクエアの歩行者空間
註１）
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神戸市：神戸三宮「えき ≈ まち空間」基本計画（案），平成29年12月より転載
図－７　神戸市の都心地域における交通システムの再構築
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そして停留所間隔も短く，高頻度で運行され

ることが必須である。都心地域内では，一定

時間内は乗り放題にするといった料金負担の

軽減も求められる。現在，都心地域ではシティ

ループというユニークな循環バスが運行され

ており，観光客を中心に人気が高い。しかし

ながら，一方向の循環ルートであるため一般

市民にとっては必ずしも便利な移動手段とは

言えない。したがって，今後，こうしたサー

ビスを活かすなら上述のように機能の強化を

図ることが必要である。一方，都心地域内で

基軸となる新たな交通手段の導入も検討すべ

きであろう。この際には，個人的には，LRT

が適していると考える。LRT は，専用の通路

空間を走行することにより道路の混雑の影響

を受けず，交差点でも優先通行が確保されれ

ば定時性を高めることができる。また，路上

に軌道が敷かれているので，利用者は走行ルー

トを容易に理解でき，安心して乗車すること

ができる。そして，何よりも建物のエレベー

ターが垂直方向の移動を可能とするように，

まちなかで LRT を水平に動くエレベーター

として機能させることによって，人々の回遊

性を高めることができる。さらに，通路空間

を芝生化することによって，環境や景観への

配慮も可能となるなどの利点もある。

４）こうした歩行環境の向上や公共交通サー

ビスの拡充に加えて，シェア型の自転車やパー

ソナルモビリティなどの活用も回遊行動の拡

大に寄与すると考えられる。特に，シェア型

の自転車は，環境にやさしい移動手段として

国の内外で導入事例が相次いでおり
13）
，また

路上駐輪対策としても駐輪スペースの抑制に

つながることから注目されている。図－８は，

神戸の都心地域で供用中のシェア型の自転車

（コベリン）利用者の走行履歴を示したもので

あるが，これによると先の徒歩の場合（図－

４）と比較して行動範囲が大幅に拡大されて

いることがわかる。今後は，自転車について

も積極的に都市交通手段として位置付けるべ

きであり，このためには自動車交通のマネジ

メントと連携させて，車道上で自転車の走行

空間（自転車は車道の左側通行が原則）を整

備し，そのネットワーク化を図ることが急務

　　　　　　　　　ａ）走行中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ）停止中
　都心部で供用されているコベリンの利用者による走行履歴（2015年10月の土・日曜日の２日間に，GPS に
より３分間隔で記録された位置，サンプル数は202人）

註２）
を，筆者らが走行中と停止中にわけてそれぞれ地

図上に示したしたものである。図中の丸印は，10箇所のサイクルポート（自転車の貸し出し，返却地点）を
示す。１人当たりの平均の利用時間（自転車の貸し出し時間）は３時間６分，走行距離は7.3㎞であった。

図－８　コベリン利用者の走行履歴
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である。

　こうした交通手段別のネットワークはそれ

ぞれを独立して設けるのではなく，相互に連

携させることが重要である。基本的には，空

間的制約があるため，道路区間ごとに優先す

べき機能を明らかにして，道路の使い分けに

より併存させるべきネットワークを選択して

配置することが求められる。また，ネットワー

ク間には相互に連携すべきポイントを設置す

る必要がある。クロススクエアでは，域外か

らの鉄道やバスと，歩行者・自転車，域内公

共交通のネットワークが繋がる。また，公共

交通ネットワークは歩行者ネットワークと結

節させることによって歩行を支援できる。フ

リンジ駐車場は，公共交通の乗降場，シェア

型の自転車の貸し出し・返却地点と隣接させ

たり，歩行者ネットワークと結節させたりす

ることによって，自動車から公共交通，徒歩・

自転車などへの転換を促すことができる。こ

うした連携すべきポイントを域内に適切に配

置することによって，自動車からの交通手段

の転換，回遊行動の拡大を図ることが求めら

れる。

４．神戸市における都心再生のため

の交通戦略の実現に向けた課題

　最後に，今回のこうした都心三宮地区にお

ける再整備計画を実現する上での課題につい

て述べたい。

１）再整備計画では大規模な歩行者空間の導

入が核となっていることから，その成否の鍵

を握るのは自動車交通のマネジメントといっ

ても過言ではない。このため，交通マネジメ

ントを適切に実施していくことが重要である

が，その際考慮すべき点として将来の自動車

交通量に対する想定があげられる。この将来

の想定に対しては，以下のような要因につい

て検討することが必要であろう。

　まず，人口減少，若者のクルマ離れなどを

背景に，現状では都心部の観測交通量は減少

傾向にあることから，その要因も含めて今後

の自動車交通量の推移を継続的に見極める必

要がある。

　また，外周道路での交差点改良や臨海部で

の湾岸道路の整備といったハード対策，公共

交通の利用促進，郊外部でのパークアンドラ

イドの推進などのソフト対策による効果が，

都心の交通流動に及ぼす変化を予測すること

も肝要である。

　さらに，現状の自動車交通量を前提として

交通容量の削減を検討するなら，迂回経路が

なければ交通渋滞の発生は避けられないと一

般的には考えられている。しかしながら，現

実にはドライバーが交通行動を調整し，短期

的には交通渋滞も発生するが時間の経過とと

もに安定的な状況に推移していくことが多く

の都市の事例で報告されており
14）
，こうした

現象についても考慮することが重要である。

２）諸外国では，都心部の歩行者空間におい

て，歩行者と LRT，バスなどの公共交通機関

のみが通行できるトランジットモールを導入

しており，同時に良質な商業空間を整備する

ことによって，市街地の活性化を図っている
15）

（写真－４）。特に LRT は，その優れたデザ

インの車両が都市景観を向上させ，まちのイ

メージを一新させている。また，公共交通機

関と歩行者を同じ道路空間上に存在させるこ

とによって，都心の真っただ中に人々を運ぶ

ことができる。しかしながら，このように多

くのメリットがあるにもかかわらず，わが国

では交通の混在による安全性への危惧から反

対意見が根強く，このような道路形態が法的

にも担保されていないことから現時点では導

入は困難である。諸外国では，交通の安全性

について特段問題視されておらず，今後，わ
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が国でも導入の可能性を検討していくことが

必要である。

３）道路空間を歩行者空間化したり，LRT を

導入したりする際に，反対意見として必ず出

てくるのは荷捌き交通をどのように確保する

かということである。歩行者専用空間では，

多くの場合，時間帯を限って許可車両の進入

を認めるといった方式がとられる。また，規

模の大きい建物では荷捌き場の設置を義務化

する一方で，小規模な建物では路外に共同の

荷捌き場を設置したり，沿道で停車を認める

場合は荷捌きスペースを設置し停車時間を限

定したりするなどの措置が必要である。さら

に，沿道の歩道に空間的に余裕がある場合に

は歩道上で場所を限定して，歩行者交通量の

少ない時間帯に荷捌きスペースを設けるといっ

た方法も諸外国では取られている。一方，荷

捌き交通そのものを減らす工夫も必要であり，

そのためには地域内に立地する事業者が個別

に荷受けや発送を行うのではなく，域外に拠

点を設けてそこから共同で貨物を集配送する

仕組みを設けることが効果的である。こうし

た集配送の共同化については，地域の関係者

によるエリアマネジメント
註３）

としての取り

組みが求められる
16）
。

４）再整備計画は，実現までに長期間を要す

るとともに，その対象地域はクロススクエア

と周辺地域も含めれば広範囲となり，またき

わめて多数の施策から組み立てられている。

こうしたことから，２．で述べたパッケージ・

アプローチの観点から考えると，計画の実施

に当たっては，施策間の連携の強さ（パッケー

ジング性）を見定め，時間的な前後関係，空

間的な位置関係を把握しながら，段階的に整

備していくことが必要であり，計画の進捗管

理を適切に行うことが重要となる。

　こうした進捗管理を行う上では，「人の交

通」と「ものの輸送」の両面から，ビッグデー

タ等
註４）

も活用しながら，交通流動の変化や

個人単位での交通行動の変化を継続的にモニ

タリングする仕組みを整備することが有効で

ある。そしてこれらのデータにもとづき，施

策による実施効果を科学的に予測できるツー

ルを開発し，常にその評価を行える方法を確

立しておくことが必要である
註５）

。

５）計画の実施に向けては，関係者との合意

形成をいかに進めるかが極めて重要である。

ストラスブールの事例においてもこの点には

　都心部の中央駅から湖畔にいたる1.2㎞のトランジットモールは，沿道に商業施設やレストラン等が立ち
並び，多くの歩行者で賑わっている。（人口：約39万人）

写真－４　トランジットモール（スイス・チューリッヒ）
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多大な労力が注がれており，絶えず施策をパッ

ケージとして一体的に議論するとともに，市

民全体を対象とした，あるいは特定の利害関

係者グループごとの協議を並行して行うなど

の様々な工夫を凝らしている。また計画内容

を広報周知するために，関係者の理解を得や

すいように整備前後のイメージの違いをフォ

トモンタージュなどにより具体的に提示して

いる。近年では，しばしば CG を使った動画

で整備前後のイメージを再現したりすること

で効果を上げており，その活用を図ることが

必要である。また，一定の期間（なるべく長期

間），多くの市民が参加できる形で社会実験
17）

（写真－５）を繰り返すことによって効果を検

証していくことも有効な手段である。

　両方向の車道を１車線ずつ削減し，歩道を拡幅
する実験が2007年に行われた。その後，2014年，
歩道の拡幅工事に着手，翌年10月に完成した。そ
の間，関係者との間で協議が続けられた。

写真－５　京都市四条通りでの交通社会実験

５．おわりに

　本稿では，神戸の都心三宮地区で現在進行

中である再整備計画について，交通戦略とし

ての意義や実現に向けた課題を私見も交えな

がら論じてきた。

　この再整備計画は，交通結節点としての機

能強化，神戸の玄関口としてのシンボル空間

や賑わい空間の創出，都心地域全体への回遊

行動の拡大など様々な効果を生み出すものと

考えられる。こうした直接的な効果に加えて，

今後は，都市が直面する様々な課題，モビリ

ティ格差（高齢者・年少者，障がい者など）

の解消，環境負荷の低減，健康増進への寄与，

自然災害・都市型災害への備え，グローバル

化への対応などの観点からも，この再整備計

画の効果を評価することが必要である。

　また，新たに生まれ変わった都心で，いか

に神戸らしさを生み出すかが重要であり，何

よりも市民にとって誇りとなる，愛着が感じ

られる都心となることが求められる。今後も，

都心再生に向けて，市民，企業・商業者，事

業者，行政をはじめ，来訪者も含めた幅広い

関係者の間での活発な議論を期待したい。
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都市がなぜあるか

　なぜ人は集まって住むのであろうか。一言

でいえば，それはバラバラでいるよりも集まっ

た方が良いという「集積の効果」があるから

である。具体的に言うと，規模の経済と無視

できない移動費用の存在である。もし規模の

経済がない世界だと，各世帯はそれぞれが自

分の裏庭で生産活動をし，それぞれが離れて

住んでいても自家生産・自家消費をしている

のでデメリットはない。

　他方，生産活動には規模の経済を伴うもの

が多い。大きな工場の存在はその典型である。

また，地域資源を活用した地場産業や伝統産

業も産業レベルで規模の経済が存在する。こ

れは個々の中小の事業所には規模の経済がな

いのではあるが，特定地域に同業種が集積す

ることで，互いの近接性を利点として地域全

体としての生産活動の効率性が高まることが

期待される。つまり，一つの産業集積として

規模の経済を享受できるのである。光学レン

ズ（眼鏡）の事業所の集積する福井県鯖江市

や金属洋食器製造事業所が多く立地する新潟

県燕市などはその典型例である。いわゆる地

場産業のまちである。西脇市周辺に集積する

播州織物や三木市の金物，かばんの豊岡市な

ど移出産業としての地場産業を持っているま

ちが多くある。また，神戸市内にも長田区に

集積するケミカルシューズ製造企業のように

同業種が集積することで，個々の事業所が享

受する外部経済を産業全体としての規模の経

済として内部化することで生産性が高まり，

さらなる集積を呼ぶことで人口集積が形成さ

れるのである。

　ただ，これだけでは商業やサービス業を雇

用の中心としてまちが形成されている現代の

都市の存在を説明することは困難である。他

にも生活の糧を生み出す基幹となる産業の存

在が必要である。それは交易が可能なサービ

ス業の存在である。これが移出産業としての

役割も担っていることに意味がある。商業も

含んだ広義のサービス業，あるいは第三次産

業の特徴は，ものの移動ではなく人の移動に

よって収入がもたらされることである。そう

いった消費機会を享受するには，基本的にそ

の場所に赴かないとできないのであれば，そ

こで人口集積の効果が発揮されるのである。

地方創生の視点から見た
都心再整備の意義と展望
　

岡山大学大学院社会文化科学研究科・経済学部　特任教授　　中 村　良 平
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都市のライフサイクル

　都市の発展衰退というライフサイクル仮説

に従うとまず中心部（都心部）への人口の絶

対的な集中が起こり都市化の進展を促すので

あるが，都心部の高密度化・高地価によって，

その後に人口の郊外化現象が始まる。しかし，

この郊外化現象の進展は，年月の経過ととも

にやがては都市中心部の高齢化と空洞化をも

たらすのである。さらに時間が経過すると，

郊外でも高齢化や世代交代の波によって人口

増加の兆候が低下し，しだいに都市全体とし

て人口停滞期に入ると考えられる。そして，

これが一層進むと，都心部・郊外地域ともに

人口が減少し都市が衰退期に入ってくると考

えられる。現実問題として，我が国の地方都

市では，このような状況に陥っているところ

が少なくない。

　問題はここからである。このまま消滅可能

な都市になっていくのか，それとも再生なっ

てリバイバル・シティとなるのか。都市全体

としては人口が増えない中，都心部の地価の

下落などで都心部での居住用マンションの建

設が進み，若年世帯だけでなく郊外居住者で

あった高齢者の都心回帰を促している。

　確かに高齢化時代のなか，現在のような分

散した都市形態では人々の生活面で，また都

市経営の観点でも多くの問題が生じるであろ

う。こういった観点から，都市政策面でも中

心部の積極的な再開発は重要な意義を持って

くる。これによって，都市のリバイタリゼー

ションが出現すれば，都市のライフサイクル

という真の循環が成立する。

　図１は，神戸市の都心部である中央区の昼

夜間人口の推移を1970年以降見たものである。

夜間人口（常住人口）については，震災後は

比較的順調に回復し，2015年では1975年の水

準にまで回復している。これに対して昼間人

口の方では，1995年では震災の影響で2.3万人

以上の減少し，その後も2000年頃まで回復の

兆しはなかった。しかし，2015年になって５

年前に比べて8,670人の増加となり，昼夜間人

図１　神戸市中央区の昼間人口と昼夜間人口比率の推移

注）各年の「国勢調査」（総務省）より作成
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口で見る限り都心部再生が現れつつある。た

だし，その間一貫して昼夜間人口比率も低下

してきているが，いずれにしても都市のライ

フサイクルとしては，都心居住の増加で再都

市化の方向に向かっていると考えることもで

きよう。

地方創生と都市

　過去を振り返ると，高度経済成長を支えた

地方の新産業都市の政策やポスト石油危機の

テクノポリス計画，そして比較的最近だと地

方再生など何度も地域活性化のスローガンは

掲げられてきた。そして，それらの多くは地

域の生産額を増やすとともに，まちの人口も

増加につながる（はずの）施策であった。

　しかしながら，これからの人口減少期を迎

えつつある時代における地方創生を考えると，

まち全体での生産額を伸ばす政策よりも「一

人当たりの生産性，もしくは所得」をいかに

維持し，さらに高めていくかの施策の方が意

義を持ってくる。このためには新たな付加価

値をまちが生み出すことが重要となる。それ

には，都市中心部で創造的なアイディアを打

ち出す人材，新たな財・サービスを生み出す

イノベイティブな企業の存在，それらと新機

軸の政策のシナジー効果が不可欠である。こ

れによってまちの稼ぐ力と雇用力が向上する。

都市の高齢化

　理屈の上では可能だが，現実はそう簡単に

はいかない。特に少子化現象による人口減少

と相まって，まち全体が様々な意味で高齢化

してきているからである。それは住んでいる

人たちの年齢の高さだけでなく，都市にある

諸々の施設の年代化も進んでいることを意味

する。

　高度経済成長期から道路や橋梁をはじめ上

下水道やなど生産と生活基盤のインフラが整

備され，また市民会館や図書館，体育館，さ

らにゴミ処理施設など次々と公共施設も建て

られてきたのだが，それらが年月を経て高齢

化してきているのである。もちろん，インフ

ラについては更新投資も行っているわけだが，

更新が追いついていかないのが現実である。

また，公共施設等に対しては，ファシリティ・

マネージメントという考えを用いて，地区の

人口減少とともに公共施設を縮小や閉鎖する

こと，あるいはその再配置を考えてようとし

ている。小中学校の閉鎖や統合がその典型例

である。

　もちろん全ての市町村において人口が減少

しているわけではない。人口が増えている市

町村も存在する。ただ，そういった市町村も

やがては自然減が社会増を上回る時代がやっ

てくる。また，都市の内部構造を見ると，合

併した自治体では，中心部の人口維持に反し

て縁辺部の人口減も進んできているところが

多い。
１）

郊外に向けてインフラ整備を行って

きた都市が，これからは維持管理費の増大と

特に縁辺部の人口減少に伴い，人口のみなら

ず施設などの集約方向に向かわざるをえなく

なってきている。縮小する（shrinking）都

市の時代ともいえよう。

都市政策の課題

　都市政策としての具体的手段として，施設

を再配置する，あるいは事業所の立地を誘導

することを考える。人の住む場所を変えると

いう再立地への誘導は容易ではないけれど，

まだ事業所の誘導や施設の再配置はやりやす

いであろう。その施策自体は，都市自体が再

生産を繰り返してやっていけるようにこれか

らも長持ちしていく，延いては持続可能なま
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ちづくりにつながっていくことになろう。

　長い年月をかけて縁辺部から中心部へと人

が移動し，縁辺部の人口が減ってくるとなる

と，解決すべき課題として，そういう状況下

で土地を切り捨てないようなコンパクト化が

必要となってくる。それは人々がいなくなっ

てきたところで，かつて投資したところを自

然に戻すとか，何らかの土地利用の活用法を

考えていくことである。

　そして，都市は生業の場所でもあることか

ら，どのような土地利用を計画すれば都市全

体にとって経済の活性化につながるかを目指

すべきであり，これは都市計画と都市経済と

いう計画と経済を連動して考える必要性を意

味している。冒頭に述べたことを具現化する

必要条件でもある。

都市計画と都市経済のシンクロ

　「都市政策」という語感からは，それは国

や地方自治体がおこなうまちづくりの具体的

な方針をいうものとイメージできるが，その

意味するところは，「住みやすいまちづくり」，

「働けるまちづくり」（稼げる都市）を実現し

ていくためのものである。建築規制や線引き，

用途規制などを実施する「都市計画」はその

１つの具体的手段ともいえよう。

　最近，数多くの自治体がその策定に取り組

んできている「立地適正化計画」は都市の人

口減少とコンパクト化を考えた「都市機能の

再配置計画」という「都市計画」である。
２）

そ

して，「立地適正化計画」は，居住機能や医

療・福祉・商業，公共交通等のさまざまな都

市機能の誘導により，都市全域を見渡した計

画として位置づけられる市町村マスタープラ

ンの高度化版と位置付けられている。

　コンパクトシティも都市計画の１つの理念

だが，むしろ「まちづくり」の考えともいえ

る。そして，「都市計画」は，我々が住んでい

るところの道路状況とか景観，土地利用といっ

た「まちの内部構造」を見ることが中心となっ

ており，もう１つまちづくりにとって重要な

「まちの活性化」とか「産業振興」ということ

を積極的に見るものではない。

　たとえば，土地利用の線引きにしても比較

的現状追随型が多く，線引きをすることでの

不動産価格に与える影響がどの様なものかを

見るものでは本来的に異なる。実際，土地利

用規制をすることによって規制をしないとき

よりも土地の価値が上回ることはない。規制

は，最高に土地評価をする潜在的利用主体を

排除する可能性があるからだ。しかし，これ

は土地利用の主体間に外部不経済がないこと

が条件である。もし規制によって外部不経済

が軽減される場合だと，環境改善によって土

地の評価が場所によっては上昇する場合も出

てくる。こういったことは都市の中での経済

活動に大きな影響を与え，同時に都市の稼ぐ

力にも関係してくる。このような経済効果の

理解と計測なくしては，意味のある土地用計

画とはいえない。

　一般に，まちの産業振興というと，個々の

企業の頑張りも当然必要なのだが，基本は「ま

ちのマクロ経済」を見るものである。言い換

えると，前者（都市計画）では「まちのなか」

の空間的位置，つまり距離の概念が明示的に

扱われることが多いのに対して，後者も「ま

ち」と「まち」という地域間距離は扱うのだ

が，まちを単体としてとらえることが多い。

　都市計画の考えのコンパクトシティが人口

減少や高齢化といった今後の「まちづくりの

必要条件」であることは，多くが認めるとこ

ろである。しかし，それで「まちの経済がど

うなる」というイメージは出てこない。そう

なるには，都市計画の手法に都市経済学的な

分析を導入する必要がある。たとえば，「コン
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パクト化で，新しい仕事を生み出すにはどう

いう空間立地（配置）が良いのか」という発

想をもつことが必要となってくるであろう。

都市が「どのような産業に重点をおき，稼ぐ

力を顕在化していくか」という「まちの産業

振興の都市政策」を考えるときには，都市計

画と都市経済の考え方を連動させる必要性が

あると考えられる。

　どのような土地利用を実施すれば，まち全

体にとって経済が活性化するのか。こう考え

ると，土地利用という都市計画と産業振興と

いう都市経済がどこかで連動して，リンクし

て考えていかないといけないことがわかる。

　そうすると都市計画の土地利用で今後考え

ないといけない都市政策は，都市の価値を高

めるための土地利用のあり方であり，そこに

は産業振興につながる都市経済学の分析が必

要となってくるのである。また，産業振興の

方でも地域の付加価値を高める（これは，ま

ちの価値を高めることと同義）には，「資本投

資」の企業誘致だけでなくて，どれだけ良い

人材を持ってくるかという「人材投資」にも

政策がつながってくる。
３）

これまでは，付加

価値の拡大は必ずしも雇用を創出することと

同値ではなかった。また，都市計画から流れ

てくる都市政策とは相容れないところもあっ

た。しかしながら，都市の住む魅力と働く魅

力を同時に追求する政策では，都市計画と都

市経済のシンクロナイズが不可欠となること

は必然な帰結である。

　図２は，横軸に DID 人口密度，縦軸に労働

生産性のそれぞれ自然対数をとったものをプ

ロットしたものである。ここでは，両者に高

い相関関係があることが発見できよう。この

ことは，人口集中地区の集積密度が高いとサー

ビス業の効率的な生産性が高まることを示唆

しているといえよう。

　福岡市については，データ上の問題がある

と推察されるが，東京区部についての生産性

の高さが象徴的である。

図２　DID 人口密度と労働生産性の関係

注）「経済センサス活動調査」（総務省，2012年）から作成。

破線は，点の縦方向の中央を通る回帰線。
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まちのストック価値を高める：ポー

トランドの都心政策

　都市の価値を何で計ることができるだろう

か？一つにはそのまちに住みたいという人が

沢山いれば，そのまちの価値は高いと言って

もよいであろう。といってもなかなかそれは

客観的に指標化できない。最も分かりやすい

指標として，これは土地の評価（価値）が考

えられる。そこの土地に住みたい，そこの土

地を利用したいという人が沢山いれば，そこ

の土地の評価，価格は上がるはずだ。つまり

土地価格を適切に高めることが必要な都市開

発，都市計画のあり方が政策として大切になっ

てくるのである。土地の価値が高いと収益還

元のため土地が高度に利用されることにつな

がる。もちろん，土地は移動することができ

ないことから外部経済と不経済がつきものな

ので，誘導と規制といった公共政策も必要と

なってくる。

　そのまちの価値を高める手段に TIF（Tax 

Increment Financing）という「税収増加を

前提とした公債発行による資金調達」という

ものがある。アメリカで取り入れられている

都市開発の経済的手法であるが，なかでもオ

レゴン州ポートランド市開発公社は，これに

よっていくつか成功を収めている。まず，一

定のエリアを定め，そこの環境改善を図るプ

ロジェクトを実施するのであるが，それに対

して自らが債権を発行して資金調達をするこ

とで基盤整備を行いつつ，域外からの投資を

呼び込み，地区の不動産価値を上げるのであ

る。そこでの債券発行は，不動産価値上昇か

ら来る固定資産税の増収分を先取りして実行

される。もちろん，すべての対象地区でうま

くいったわけではないが，少なくとも（ポー

トランドでは）対象地区住民との間での「地

区の価値を高める」には金銭投資以外にも具

体的に何をすれば良いかということが話し合

われていることに意義がある。まさに地域を

経営するという感覚がある施策といえよう。

　実際，ポートランドのまち中心部を歩くと，

とても歩きやすい，車が少ないことに気づ

く。
４）

これには，１ブロックが61メートルと

短く，アメリカ一般の半分であることが一因

である。また，多くは一方通行でありながら，

ストリートカーと呼ばれる路面電車，バス，

MAXと呼ばれるLRTが頻繁に走っているこ

と，高層ビルが少ないことなども理由として

考えられる（写真１はポートランド州立大学

構内を走る路面電車である。右奥の建物には，

都市開発や公共政策の大学院が入っている。）。

　都心再開発の具体例として，1990年代末か

ら再開発されたダウンタウンの北側に当たる

地区（351エーカー）がある。この再開発ス

キームには上記に述べた開発による税収増を

担保とした公的資金提供（TIF）と，それを

呼び水とした民間出資の組み合わせが用いら

れた。

　再開発の結果，工場跡地の面的開発，既存

のビルのリノベーション等を組み合わせた複

合用途開発，職・住の近接の「歩けるまちづ

くり」，近郊の住宅地と接続する路面電車（タ

ウンカー）も併せて開発者負担を入れて整備

がなされた。

　写真１はポーランドのシンボル，路面電車

であり，写真２はそれが大学構内を走る姿で

ある。

　また，写真３～６はダウンタウン北部の最

初の再開発地区 Pearl District のリノベー

ションビルのいくつかである。平日の朝であっ

たので人通りは多くはないが，休日の夕方と

もなれば観光客も含めた多くの人で賑わって

いる。

　そしてこの都市計画は，まちの新産業の進

展と大きな関係をもたらしたのである。中心
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市街地の活性化により，新しいレストラン，

ファッション，スポーツ＆アウトドア用品，

クラフトなどが立地し，若者による個性的な

店が多数開業。地域の中心企業インテル，ナ

イキ，コロンビア等を中心に，新たなスター

トアップ企業が2000年ごろを境に急増した。
５）

これにはポートランド開発公社も７年くらい

前から産業開発に重点を置いて活動し始めた

のである。2010年～15年の GDP 成長率も全

米都市の中で第10位の2.4％となっている。

　こういった考え方は，今や多くの市町村に

とって喫緊の課題である空き家問題に対して

も，不動産証券化やクラウドファンディング

写真１　路面電車で行こう！

写真２　ポートランド州立大学の中を走る路面電車

写真３　Pearl District の案内

写真４　Pearl District 再開発住宅

写真５　リノベーションによる商業施設
　　　（Patagonia も入居）

写真６　リノベーションによる商業施設・住宅
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といった手法を取り入れて応用できるのでは

ないだろうか。

まちづくりの方向
６）

　従来から地域経済活性化（あるいは地域振

興）の定番は，公共事業と工場の誘致の二本

柱であった。公共事業は，言うまでもなくイ

ンフラ投資であり，需要を刺激してまちの所

得を底上げしようとする施策である。これに

対して工場誘致は雇用の創出，固定資産税，

供給によってまちの所得を高める施策である

が，そこには雇用の創出や立地による固定資

産税の増収などの効果も大いに期待されてき

た。しかしながら，インフラの更新投資は必

要であっても，公的資金に依存する新規投資

は多くは望めないし，また同時にまちの経済

の外部依存度を強めることになる。企業誘致

も重要な施策ではあるが，それにまちの活性

化を依存しすぎることは危険である。

　それでは，これからはどういったまちを目

指せばいいのであろうか。「まち」には三つの

要素が必要である。「暮らしやすい」まちづく

り，「働きがいのある」まちづくり，「訪れて

楽しい」まちづくりの三つである。「暮らしや

すいまち」とは，安全・安心，利便性の観点

で客観化できる。「働きがいのあるまち」と

は，雇用機会に多様性のみならず，仕事環境

も重要な要素である。そして，「訪れて楽しい

まち」は，観光資源だけではなく，消費機会

の多様性も忘れてはならない要素である。

　これまでのまちづくりは，基盤産業が一次

産業や製造業に立脚することがほとんどであっ

た。しかし，高齢者が社会の多数を占める時

代になって，まちは消費サービスの差別化と

多様性で外貨を稼ぎ，それを循環させていか

ねばならない。これは，ものの生産からサー

ビスの生産都市への移行を意味する。サービ

スの消費はコトの消費であり，それは人間の

五感と関係がある。食べる，見る，聞く，触

れる，香る，これらに関わるサービスの提供

である。また加えて，食べる，休む（寝る），

動く（通勤・通学，散歩，運動）についても

新たなサービスを創造することは，上流の製

造業や建設業，農林水産業への波及効果を生

み出すのである。これが都市中心部の果たす

大きな役割であるといえよう。

注釈

１）2010年～2015年の常住人口（国勢調査）の変化では，

神戸市における郊外地域（縁辺的地域）としての北区で

7,031人，西区で3,516人のそれぞれ減少となっている。

２）国土交通省のウェブサイトによれば，2017年３月31

日時点で348都市が立地適正化計画について具体的な

取組を行っていて，このうち112都市が同年７月１日

までに計画を作成・公表ということである。

３）生産額は，技術を所与とすれば資本と労働の投入量

によって規定される。企業誘致は資本投入が増えるこ

とを意味するが，人材の誘致は労働の質を高め生産性

を向上させる役割を持つ。

４）中心部（ダウンタウン）は東西1.5㎞，南北3.5㎞で，

徒歩で20分のまちである。

５）流入する若者がこのムーブメントの中心である。

６）本節は拙書「地方創生の本質⑪」（ひょうご自治３

月号）の一部を参照している。
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１．はじめに

　第１期開業予定は７年後の2025年。その頃

の神戸のまちはどんな姿になっているだろう

か。バスがまちの活性化に役立ち，国内外関

わらず様々な人々が自由に行き来している。

そんな様子を浮かべながら考えたい。

２．バス事業の現状

　全国のバスの輸送人員は昭和43年の101億人

をピークに，現在は全盛期の約４割まで落ち

込んでいる。兵庫県内もほぼ同様であり，特

に地方部における輸送人員は減少の一途をた

どっている。これは少子高齢化や世代の移り

変わりに伴う日常（通勤通学）利用の減少に

よるものが大きく，この傾向はまだまだ続く

と考えている。一方で都市部は下げ止まりと

なっており，都心回帰の傾向やバス事業者に

おけるサービス向上の取組みが一定の効果を

出した結果ではないかと考えている。

  また，昭和40年以降，高速道路網整備の進

捗にあわせて，主要都市間を結ぶ輸送手段と

して高速バスが拡大してきたが，平成12年の

バス事業の規制緩和以降，貸切バスを活用し

た募集型企画旅行としての拠点間輸送いわゆ

る「高速ツアーバス」が台頭する。インター

ネットをフル活用し，安い・簡単・乗換不要

の移動手段として学生層を中心に需要が急速

に拡大してきた。しかし，既存の乗合型「高

速バス」と，バス停の確保等を必要としない

貸切型「高速ツアーバス」の実質的な一国二

制度状態になってしまい，利用者への混乱を

招くだけでなく，平成24年のゴールデンウィー

クに発生した関越道を走行していた高速ツアー

バス乗務員の居眠り運転による事故もきっか

けとなり，平成25年８月に乗合型を発展させ

た「新高速バス」に制度を一本化。安全性の

確保とサービスの多様化の両方に対応する形

となった。そしてこの時に必要条件であるバ

ス停の確保に向けて調整が行われ，神戸三宮

では旧高速ツアーバス事業者は三宮高架商店

街の南側に乗降場所を集約し，現在に至って

いる。

　今後のバス事業は，地方部での運営がます

ます厳しくなる中で，自治体と連携して交通

ネットワーク維持に努めていくが，事業の主

軸は高速乗合バスを含めた幹線輸送にシフト

新バスターミナルへの
期待と展望
　

公益社団法人兵庫県バス協会　会長　　　長 尾　　 真
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していくのではないかと考えている。

３．神戸市の現状と課題

　神戸市中心部の地形は六甲山系から海岸部

までの距離が近く，南北約３㎞の幅に市街地

が東西に広がっている。そのため，新幹線・

在来線・私鉄・道路が密集し，相互の連携が

しやすい環境にある。あわせてポートアイラ

ンドや神戸空港を代表とする人工島の開発も

積極的に行われた。空港と市街地の距離も近

く，アクセスの面では非常に利便性が高い。

　しかし神戸三宮には駅前に公共バスターミ

ナルがない。市バスを中心として繁華街や駅

などに近い位置にバス停が点在しているだけ

でなく，他のバス事業者もそれぞれの都合で

乗降場所を確保しており，結果としてバス乗

り場が分散した形になっている。そのため，

同じ「三宮」と名前のつくバス停だけでも10

箇所以上あるなど，わかりにくさが際立って

いる。そのような課題は以前から指摘されて

おり，阪神・淡路大震災で被害のあった旧神

戸新聞会館跡地に，平成18年10月にオープン

したミント神戸の１階にバスターミナルを整

備し，JR バスを中心に周辺のバス乗り場の

み集約されている。

　ところが，バスの利便性がさらに向上する

なかで需要も比例して拡大したため，ミント

神戸には入れず，神戸市や公安委員会を中心

に調整はしているものの，乗り場が不足して

いる状態となっており，根本的な解決策には

至っていない。

　さらに，平成30年４月からは，関西・伊丹

に続いて神戸空港の民間運営も開始される予

定である。空港発着枠が拡大し利用者が増え

るという話もあるが，それにあわせてアクセ

スの課題もクローズアップされている。唯一

のアクセスと言えるポートライナーも，ポー

トアイランド内の開発が進み大学や企業が増

えているなかで，さらに混雑が進んでいる。

増強が困難なポートライナーを補完する手段

として，バスに対する期待も膨らんでいる。

４．バスターミナルが果たすべき役

割

　バスターミナルの本来の役割はバス乗降場

所であるが，交通結節点としてバスどうしあ

るいは鉄道など他交通との接続も重要視され

ていることは間違いない。また，その乗継が

シームレスかつバリアフリーであることを最

近は求められている。あわせて「安全性」「わ

かりやすさ」も必要条件として求められる。

　まずは「安全性」の面では，人と車が交錯

しないような動線と仕組みが必要で，例えば

ターミナル内の歩行者の横断が発生しないよ

うにホームドアを設置するなど，ハード面の

対策は必要と考える。また各社様々な車両が

交差することになるため，車両接触等の事故

を防止するための走行軌跡のシミュレーショ

ンも様々なパターンを想定した設計にしない

といけない。また最終的には実走による確認

も望まれる。

　次に「わかりやすさ」の面では，神戸三宮

エリア全体での案内サインの統一化はもちろ

んだが，積極的な情報発信も求められている。

例えば駅を降りた時点でバスの出発時刻や乗

り場の案内を示すことで，動線をあらかじめ

誘導でき，混雑を緩和させることも可能にな

る。最近はデジタルサイネージも充実しつつ

あり，案内の多様化に向けた環境整備は進ん

でいる。

　さらに今後はインバウンド（外国人観光客）

の個人利用が当たり前になる。多言語表記は

もちろん，案内ができるスタッフの配置，乗

り場や路線のナンバリングやピクトグラムに
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よる「誰が見てもわかる」案内の整備を行っ

ていかねばならない。また，バス到着後すぐ

に観光ができるよう，大きめのコインロッカー

の整備や手荷物を預かり宿泊先へ直接託送す

るサービスなども必要と考える。

５．他都市における事例

　ここで，今回の計画に参考となると思われ

る主要都市および兵庫県内のバスターミナル

取組みについて，その特徴をふまえて紹介し

たい。

①バスタ新宿（約14,700㎡，15バース）

　高速バス専用のバスターミナルとして2016

年４月に完成した。毎日約1,600便が発着して

おり，中長距離高速バスが主だが神戸三宮と

同等規模である。

　駅と直結していることが特徴で，雨天時も

ホームから濡れずに乗換えができる点は大き

い。他には発売窓口や券売機の配置，待合ス

ペースの座席配置，案内サインや発着案内の

多言語対応など，最新の取組み事例として参

考になる。

　一方で設備面では，ベンチやトイレの不足，

コンビニエンスストアのオープン遅れ，周辺

の路上待機の増加や渋滞など，様々な問題が

マスコミに取り上げられたことは広く知られ

ている。それだけ一般市民の注目が高いわけ

であり，同様の問題が起こらないような対策

が必要である。

　また，先述の通り新高速バス制度への一本

化に伴って当初設計を大きく超えるバス発着

便数となったことから，特に夜行バスが発車

する20時以降や繁忙期は，続行（同時発で複

数台数運行）便を設定することが困難となっ

ている。増便を行ったとしても２号車はバス

タから数百ｍ離れたバス停から発車せざるを

得なくなっており，特に不慣れなお客様との

トラブルは絶えないと聞いている。

　お客様にはサービスダウンになるとともに，

バス事業者にとってもニーズに対応できず機

会損失となっている。

（国土交通省関東整備局東京国道事務所HPより抜粋）

②博多バスターミナル（延床面積8,991㎡）

　JR 博多駅に隣接するバスターミナルビル

にあり，九州島内の高速バスと福岡市内の路

線バスが発着する。平成27年12月にリニュー

アルが行われた。１階が路線バス乗り場，２

階が高速バス降車場（一部乗車扱あり），３階

が高速バス乗り場となっている。①駅に隣接

していること，②ビル内に商業施設がある，

③路線バスと中長距離バスが混在すること，

以上の３要素が揃っているため参考になる。

なお路線バスの降車場所は博多駅周辺の道路

沿いに設けられている。

　駅との接続は地下街や２階デッキでの接続

が可能だが，駅の改札は１階にあるため，主

な動線は１階での接続が多く，ターミナルに

入るための横断歩道と信号機が設けられてい

るが，人とバスの動線が完全に分離されてい

ないのが残念である。また，ビル内に入る店

舗の業態や取扱商品は参考になる。比較的コ

ンパクトにまとまっているが，販売窓口や待

合所，パウダールーム，多目的トイレなど必

要な機能は揃っており，多言語案内も４か国

に対応しているなど充実している。
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③姫路駅前（北口）バスターミナル

　姫路駅の北側に平成27年４月に再整備が完

了したバスターミナルで，市長の強いリーダー

シップのもと，歩行者と公共交通を中心とし

た駅前広場が整備された。その特徴は広大な

歩行空間と，ターミナル周辺が路線バス・タ

クシーのみ乗り入れ可能という点で，日本型

のトランジットモールと言える。商業施設が

増えたこともあるが，駅前空間が広がったこ

とによって回遊性が高まり，賑わいを取り戻

すことができたのではないかと思われる。駅

前にあるデッキからお城側を見通すと，人と

公共交通を優先していることを，目の当たり

にすることができる。

（神姫バスより提供）

６．神戸三宮バスターミナル設計に

あたり

　三宮を中心とする神戸市は兵庫県の県庁所

在地であり，兵庫県の中心地である。高速バ

スは関東・中部・中国・山陰・四国・九州な

ど各方面を結んでいるが，主に関西の西方面

を結ぶ高速バスが充実している。また鉄道も

京都・梅田・難波・奈良・姫路などを一直線

で結ぶ。近畿圏における玄関口の１つとして

も役割を担っている。

　その他の特徴として，三宮へは県外を結ぶ

高速バスだけでなく，淡路島など県内各地を

結ぶ中距離路線も相当数運行しており，実質

的に生活交通路線の一面も担っている。これ

らの路線は事前予約が不要で先着順の定員制

が基本であり，事前予約が可能で座席が確保

できる県外高速バスとは全く性質が異なる。

　つまり，バスターミナルを訪れる乗客の客

層が非常に幅広く，日常利用と非日常利用が

常時混在する。先ほど事例に挙げたバスタ新

宿は全国主要都市を結ぶ高速バスがメインの

ターミナルであり，ほとんどが事前予約制と

なっている（一部の中距離バスや空港リムジ

ンバス等は予約が不要）。お客様案内や運用面

では新宿を超える複雑さが想定されることは

認識しておかねばならない。

　また，まちづくりという点では，単なる乗

継拠点としてではなく，地域の情報等を発信

する場所として位置付けることも重要である。

例えば，姫路駅前バスターミナル北側には「バ

スの八百屋」という店舗があり沿線の野菜な

どを発売している。昨今は客貨混載の取組み

も本格化しつつある。バスはほぼ毎日各地か

ら三宮に集まるため，これを活かして例えば

沿線の特産品を集めた店舗と観光案内施設を

併設することで，情報発信だけでなく県内で

採れた特産物を日常のお買い物や旅行のお土

産として販売することもできる。これはまさ

に地域活性化のモデルになり得る。

　その他，平成７年１月に発生した阪神・淡

路大震災では三宮周辺は壊滅的な被害を受け，

復旧まで相当な期間を要した。特に鉄道の罹

災状況が激しく長期間の運休を余儀なくされ

たが，その時の代替輸送手段としてバスが活

躍している。これらの経験なども踏まえ，災

害に強いバスターミナルであることも必須で

ある。
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７．神戸市の整備計画案について

　今回神戸市が公表している再整備基本計画

について，見解を示したい。

（１）評価すべき点

　①　まちづくりと一体となった計画

　　　今回の整備計画が三宮まちづくりと一

体となった計画となっていることは評価

したい。バスターミナル内だけが統一感

を持たせたとしても，周辺の他施設との

連携がなければ利用者は不便であり，一

定のコンセプトのもとで開発や改良が順

次進められていくことは重要と考える。

　②　人と公共交通優先

　　　 まちが賑わうためには人々の交流が重

要であり，回遊性を優先した設計は評価

したい。これまではモータリゼーション

の進展にあわせて自家用車を中心とした

街の整備が行われてきたが，高齢化が進

む中で公共交通利用への転換を進めるた

めにも，誰もが利用しやすい環境整備は

必要と考える。

（２）指摘する点

　①　発着バースの少なさ

　　　最大の目的である中長距離バスの乗り

場集約という点から言えば，確保するバー

ス数があまりにも少ない。集中する時間

＝利用者が必要とする時間帯であり，現

状最大限の時間帯に確保すべき数をまず

は算定しておく必要がある。また算定に

あたっては定期便のダイヤのみで検討し

ていることも気がかりである。繁忙期は

続行便の設定が必須であり，バスの柔軟

性の大きな要素と言える。再整備基本構

想の内容では，定期便だけでも厳しい。

さらに将来を見据えた設計にしておかね

ば，今後見込む需要にも応えられない。

集約により効率運用は図れるが，せめて

現状と同程度の数は最低限確保しておか

ねばならない。限られた面積の中で安全

面も考えると整備可能なバース数は決

まっていくが，収容できない場合は施設

周辺の活用も念頭に置くべきであり，例

えば，南側の国道２号線の１ブロックを

降車または待機専用バースとして設ける

などの対応は必要と思う。

バース数比較表
【現行バース数】

のりば 現行

三宮高架下商店街  3

交通センタービル前  2

三宮バスターミナル  7.5

そごう前  1.5

阪神三宮東口  1

神姫バス神戸三宮バスターミナル 16

（合計） 31

【神戸市計画案バース数】

方　面 計画

三宮発

山陰，岡山，広島，九州  2

名古屋，東京，仙台，長野  3

北近畿（城崎，湯村，舞鶴）  1

四国（高松，高知，徳島）  3

淡路島（洲本，五色）  2

三田  2

西脇，三木，宍粟  2

空港バス（大阪，関西国際）  2

ホテル  1

観光バス（有馬温泉，USJ，ネスタ）  2

合計 20

三宮着 降車バース  6

　②　待機スペースの設置

　　　一般的にはバスターミナルは乗降場所

のみ確保すれば良いように見えるが，待

機バースの確保が重要である。具体的に

述べると，到着後すぐの折返し運用，先

発便の遅延，乗務員の緊急連絡対応等，

05長尾 真④.indd   51 2018/03/16   12:03:10



52
・

道路事情の影響を受けやすい交通機関で

あるがゆえに，予定通りにいかないこと

が多い。計画上ではある程度の余裕を持

たせているが，このような状況が日常茶

飯事なので，現実的にはこれらの余裕を

吸収させるために待機バースが必要であ

る。もし乗降のみのターミナルがあれば，

恐らく近くに待機場が確保されていると

思われる。事業者により事情が異なるの

で，十分に確認してほしい。

（３）その他，考慮願いたい点

　①　利用者の姿を思い描く

　　　先述のとおり，三宮バスターミナルを

利用する中長距離バスの客層は，日常利

用と非日常利用が混在することになる。

動線及び乗り場配置の計画策定にあたっ

ては，例えば，地下鉄三宮駅から新バス

ターミナルまで，ビジネス利用の場合ど

う誘導すればストレスなく移動できるか，

観光利用ならどうか，異常時はどうか等，

より具体的にシミュレーションを行って

ほしい。

　　　もちろん全てを網羅することは難しい。

一定の線引き（目的別・方面別の議論は

必要）を行ったうえで，集中すべきとこ

ろ，分散すべきところを明確にする必要

はある。十分に想定したうえで設計しな

いと，運用後の混乱は避けられない。

　②　経験や事例を活かす

　　　バスタ新宿オープン後に問題となった

様々な事象について，同様の事態が起こ

ることのないように配慮しておかねばな

らない。新宿と三宮では異なる事情もあ

るが，今まで利用者と向き合い多くの事

例と経験を持っているバス事業者の意見

にも耳を傾け，想定される問題について

は可能な限り対策を講じていただきたい。

８．さいごに（今後の展望）

　バスタ新宿に続き，関西地区では大規模な

バスターミナル整備ということで，今後も注

目が高まると予想される。

　バスは柔軟な対応ができることがメリット

であり，需要に応じた路線便数設定等が可能

である。これらに順応できる機能を持った設

計にしないと神戸の発展に結びつかないと言っ

ても過言ではない。

　実際に施設が完成する時期は10年後と相当

先であるが，その具体的な計画はこの１年程

度で決定することになる。10年後いや20年後

の神戸三宮をどんな絵に描くのか。さらなる

先を見据えたうえでの計画策定が重要である。

既存の枠組みにとらわれず，時代の流れに応

え，後世に禍根を残すことのないよう，しっ

かりと議論していきたい。
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１．はじめに

　阪神・淡路大震災から23年を経過し，新た

なステージを歩み始めた神戸は，市民と民間

事業者，行政が協働し，世界に貢献できる国

際都市として発展していくことを目指し，現

在，都心・三宮の再整備を推進している。

　神戸の都心が目指すべき姿として，平成27

年９月に新神戸から三宮，元町，神戸・ハー

バーランドまでの範囲を対象とした，神戸の

都心の未来の姿［将来ビジョン］（以下，将来

ビジョン）と，三宮周辺地区の『再整備基本

構想』（以下，再整備基本構想）を策定した。

２．策定過程と「神戸らしさ」

　策定にあたっては，多くの方の意見や想い

をいかに盛り込めるのかを意識し，骨格やた

たき台を作る前に，まずは神戸の都心の良い

ところ，良くないところ，未来への提案など

市民意見を募集することからスタートした。

　次に，神戸の未来を考える市民参加型イベ

ントとして300人規模のワールドカフェを開催

し，集まった７歳から89歳までの方々から「神

戸らしさ，神戸の強み」について意見をいた

だいた。また，市民が市長と直接対話する

フォーラム，市民が有識者等とテーマごとに

意見交換を行うシンポジウムなどを開催し，

戦略的に都心の再生を進めるために，「神戸ら

しさ」とは何かを模索してきた。

　その過程を経て，神戸独自に「人が主役の

まち」，人の目線に立った「居心地が良いま

ち」を創っていくというコンセプトを掲げた。

３．神戸の都心の未来の姿　　　　

　　　　　　　　［将来ビジョン］

　神戸の都心の将来像を表現するため①心地

都心・三宮再整備の取り組み
　

神戸市住宅都市局長　　　岩 橋　哲 哉

図１　対象範囲
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良いデザイン，②出会い，イノベーション，

そして文化，③しなやかで強いインフラの３

つの柱を立てている。

（１）心地良いデザイン

　神戸独自の海と山が身近に感じられるコン

パクトな都心とその中にモザイク状に広がる

特色あるエリア，これらが特色を際立たせな

がら調和し，景観のつくりこみやわかりやす

いまちの情報により誰もが心地良く過ごし，

働き，活動できる都心を表現している。

　例えば，図２のように，まちなかの通りの

空間イメージを示し，それを実現させるため

の「景観デザインコード」を設定して，まち

なみを美しく調和したものに誘導していくな

ど，人を主役にした神戸らしい景観と，それ

を感じながら歩いて楽しむまちを実現してい

く。また，都心にある公園や広場をうまく利

活用し，たくさんの人が楽しめるような場と

してにぎわいづくりに取り組んでいく。

図２　景観デザインコード

（２）出会い，イノベーション，そして文化

　神戸の特色であり魅力である進取の気性を

活かし，多様な文化と新しい気風を取り入れ

ながら，個性豊かな人やまちが育ち，様々な

人々が交流・融合することで技術革新や新産

業の創出が起こることを表現している。

　例えば，起業家の初期活動を支える拠点「神

戸スタートアップオフィス」の設立や，シリ

コンバレーにある世界トップレベルのスター

トアップ育成支援団体である500Startups を

誘致し，事業を支援する仕組み「アクセラレー

ションプログラム」を実施している。

（３）しなやかで強いインフラ

　阪神・淡路大震災を経験した神戸市として，

復興の過程で培われてきた防災力や，環境負

荷の小さいエネルギーシステム，そして誰も

が動きやすく人にやさしい交通体系を備える

ことを表現している。

　具体的な取り組みとしては，緊急時に自動

販売機や電話ボックスを利用して多言語で情

報発信できるインフラの整備や，ビル間で電

気や熱を融通するシステムの導入，そして交

通体系として LRT やパーソナルモビリティ

などの新たな交通手段やゾーン内均一料金制

度などの導入を検討していく。

４．三宮周辺地区の『再整備基本構想』

　神戸の玄関口である三宮周辺地区の再整備

は，その波及効果の高さから神戸のまちや経

済全体を活性化するうえで不可欠である。

　三宮駅周辺は「乗り換え動線がわかりにく

い」「駅から周辺のまちへのつながりが弱い」

「玄関口にふさわしい特色ある景観がない」等

の課題がある。再整備基本構想は，三宮駅を

中心とした半径500ｍ程度の範囲を対象とし

て，目指すべき将来像「美しき港町・神戸の

玄関口“三宮”」をコンセプトに，概ね30年後

を見据えた段階的な再整備を進めていく。ま

ちづくりの方針として「１．笑顔で歩く」「２．

気持ちよく動ける」「３．誘う魅力が溢れる」

「４．海・山，神戸らしさを感じる」「５．支

え，まもり育て，発信する」の５つを立て，

民間活力の導入を図りながら，「えき≈まち空
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間」を中心とした地区全体の魅力向上を図っ

ていくこととしている。

（１）神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画（案）

　特に三宮駅前については，神戸の象徴空間

となる新しい駅前空間「えき≈まち空間」の創

出と，それを中心とした地区全体の魅力向上

を目指す。これは，６つの鉄道駅が散在し，

乗り換え動線がわかりにくく，周辺のまちへ

のつながりが弱いと言われている三宮駅前に

おいて，あたかも１つの大きな駅のように利

用できるようにするものである。その「えき

≈まち空間」を実現するための骨格となるもの

が「三宮クロススクエア」であり，南北幹線

のフラワーロードと東西幹線の中央幹線から

なる三宮駅前交差点（１日当たりの交通量約

６万台）を，人と公共交通優先の空間として

整備していく（図３）。このことにより，地上

部分を歩行者が自由に往来し，６つの鉄道駅

にも容易にアクセスできるようになり，にぎ

わいの中で気軽に滞在できる場所につくりこ

んでいく（図４）。

　「三宮クロススクエア」をはじめとする公

共施設の計画や，民間施設に期待される機能

や設えなどについて，官民共通の具体的な目

標像及び，その実現に必要な取り組みを示す

ことを目的に神戸三宮「えき≈まち空間」基本

計画の作成を進めている。基本計画（案）で

は，「えき≈まち空間」の整備の考え方として，

特に重要となる「空間」「交通」「景観」及び

エリアマネジメントなど「えき≈まち空間」を

図４　三宮クロススクエア整備イメージ

図３　三宮クロススクエア　イメージ 写真１　現在の三宮交差点
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活かす協働のしくみについてまとめている。

（行政資料参照　Ｐ．72）

（２）新たなバスターミナルの整備

　再整備基本構想にも位置づけ，現在，市と

して先行的に取り組みを進めているのが，西

日本最大級の新たなバスターミナルの整備で

ある（図５）。三宮駅周辺に分散している１日

当たり約1,400便（平成29年５月時点）が発着

する中・長距離バスを集約する（図６）もの

であり，既存のバスターミナルと一体運用し，

誰にでもわかりやすい交通結節点となるよう

整備する。平成30年３月に策定した基本計画

は，「再整備の進め方」「バス乗降場集約の考

え方」「再整備ビル全体のイメージ」等，新た

なバスターミナルと対象エリアの再整備の事

業化に向けた基本的事項について市がまとめ

たものである。今後，この計画に沿って，地

元地権者が中心となり，行政や公共施設管理

者等の協力を得ながら，民間事業者の技術や

ノウハウを活用しつつ事業化を進めていく。

（行政資料参照　Ｐ．82）

５．都心の公共空間の活用

　都心では，道路や公園を都市の貴重な公共

空間ととらえ，将来ビジョンに基づいて，利

用状況に見合った再整備を進めている。

　道路においては，「道路のリデザイン」を掲

げ，市民ニーズや地域課題に対応するために，

道路の利用環境や周辺の土地利用状況を十分

に分析し，「交通機能の最適化」と「空間機能

の向上」を図ることで，道路から「暮らしの

豊かさ」を感じられる公共空間の整備を目指

し取り組んでいる。

　また，まちなかの賑わいや憩いの創出を図

るため，待合せやちょっとした休憩などがで

きる「まちなか拠点」の整備を進めている。

「交通の役割に重点を置かれたみち」に「空間

の役割を付加する」ことで，単なる「通行す

るみち」から「回遊の拠点となるみち」「歩い

て楽しいみち」「都市の魅力を発信するみち」

へつくり変える整備に取り組んでいる。

（１）葺合南54号線

　２車線と停車帯で構成されていた葺
ふき

合
あい

南54

号線（写真２）を，１車線だけ残し，新たに

生み出した道路空間を人優先に再配分するこ

とで，安全で快適な歩行者環境を創出する取

り組みを行っている。さまざまな種類のベン

チや景観に潤いを与える植栽を配置すること

により，多くの人が利用する賑わいと憩いの

図６　新たなバスターミナル集約のイメージ

図５　新たなバスターミナル乗降場のイメージ

写真２　葺合南54号線（整備前）
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空間に生まれ変わっている。（写真３）。

写真３　葺合南54号線（整備後）

（２）KOBE パークレット

　三宮駅と元町駅を結び歩行者の回遊性に

とって重要な路線である三宮中央通りにおい

て，「KOBE パークレット」を３基設置して

いる。

　パークレットとは，サンフランシスコが発

祥で世界各国に設置されており，道路空間を

活用して憩いや賑わいの場を創出する施設と

して活用されている。車道の一部を利用した

パークレットの設置は，日本では初めての取

り組みであり，平成28年10月から社会実験と

して開始した。日常管理を担う地元まちづく

り協議会との連携や，「デザイン都市・神戸」

として沿道の景観にあった設えとなるように

神戸芸術工科大学の協力を頂きながら民学官

の連携により進めるとともに，ガードパイプ

内蔵型の囲いや視認性に配慮した形状にする

など，安全性や交通の円滑化にも配慮してい

る。

図７　KOBE パークレットの構造

　設置後は，子育て世代の家族連れ・ご年配

の夫婦・学生・サラリーマンなどの様々な方々

の利用が見られ，アンケートでは「こうした

道路上の休憩施設が神戸の街にもっとあれば

いい」という回答が多数得られるなど，利用

者を中心に大変好評をいただいている。その

他，設置した区間では，歩行者交通量が増加

するなど，様々な効果が確認できた。

　また，休憩施設としての「憩い」機能だけ

でなく，「賑わい」機能として，神戸マラソン

における応援ジャズ演奏のステージや，「神戸

ティーフェスティバル supported by Sir 

Thomas Lipton」における紅茶の無料配布ス

タンドとして，２ヶ年に渡り活用され，盛況

を得ている（写真５）。

（３）JR 元町駅東口の整備

　JR 元町駅東口は，旧居留地や南京町など

写真４　KOBE パークレット 写真５　活用の様子

06岩橋哲哉④.indd   57 2018/03/16   11:49:55



58
・

59
・

の観光地，メリケンパークなどのウォーター

フロントエリアの玄関口であり，駅前にふさ

わしい公共空間となるよう整備イメージを公

募した。大学生の応募作品（図８）を選定し，

六甲の稜線と港の泊（とまり）を模した階段

状のベンチの整備を進めている。

図８　整備イメージ

（４）三宮プラッツ

　また，三宮中央通り地下駐車場と地上部を

つなぐ，半地下広場「三宮プラッツ」では，

都心の新しいランドマークとなるよう，立地

条件や形状をうまく利用し，音楽ライブなど

のイベントを行っている。さらに「賑わい」

「憩い」拠点に相応しい施設となるよう改修に

向けて取り組んでいく（図９）。

図９　三宮プラッツ改修イメージ

（５）東遊園地の再整備

　公園においては，市役所の南に位置する東

遊園地において，土のグラウンドを芝生化す

る実験（写真６）と，ライブラリーの設置や

演奏会の開催など広場を活用した公園の魅力

を高めるプログラムを展開している。

　広く市民の方々へ情報を発信・共有し，さ

らに様々なアイディアや意見，想いなどを取

り込みながら，進めて行く。

　今後も，人のための憩いの場となり，都心

活性化や回遊性向上の拠点としての役割を担

うことが期待される。

写真６　芝生化された東遊園地

６．ウォーターフロントの再整備

　平成29年に神戸港が開港150年を迎えるにあ

たり，様々な記念事業の一つとしてメリケン

パークを再整備した。

　メリケンパークは，昭和62年の神戸開港120

年に合わせて完成した公園であり，近傍に神

戸ポートタワーや神戸海洋博物館を有し，み

なと神戸を代表するウォーターフロントの公

園である。リニューアルにあたっては，芝生

広場の拡張や夜間景観の演出に加えて，新た

なフォトスポットとして水際に神戸市民のシ

ビックプライドを表す「BE KOBE」のモニュ

メントを設置した（写真７）。また新たな飲食

店として，西日本最大級かつ関西エリアで初

となる公園内店舗のスターバックス出店など，

快適でにぎわいのある公園へリニューアルし

た。再整備後，「神戸開港150年音楽祭」や「海

フェスタ神戸」，「港都KOBE芸術祭」等のイ

ベントが実施され，市民をはじめ多くの方々

に利用されている。
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　他にも，新たな魅力と活力ある都心・ウォー

ターフロントの創出に向け，新港突堤西地区

（第１突堤基部）において，文化・集客・業

務・商業・住機能等の複合再開発を自ら実施

する事業者の公募を行い，住友不動産株式会

社を代表企業とするグループを，優先交渉権

者として決定した。「海・港から生まれる

ニュー神戸ライフスタイル―日本・アジア・

世界へ発信―」をコンセプトとして進めてい

く。

７．新たな公共交通の導入について

　まちの回遊性や魅力を高める交通手段とし

て，新たな公共交通システム（LRT・BRT）

の導入可能性や，神戸空港へのアクセス向上

の検討も進めている。その一環として，平成

29年７月に神戸港150年の事業である海フェス

タ神戸に合わせ，連節バスの運行社会実験（５

日間）を実施した（写真９）。延べ約3,000人

の方にご乗車いただき，利用者アンケートで

も多くの方からご好評をいただいた。

　社会実験の結果をふまえ，今年度は運行期

間を増加するなど，引き続き新たな公共交通

システム（LRT・BRT）の導入可能性を検討

していく。

写真９　連節バスの社会実験

８．民間の取り組み

　都心・三宮の再整備は，周辺の民間施設と

も連携し神戸の玄関口として魅力的な駅前空

間となるよう協議・検討を進めている。

　具体的には，阪急電鉄株式会社が，阪神・

淡路大震災以後の仮設であった駅ビルの建替

えに着手しており，平成33年度の完成を目指

している。駅の整備を一体的に行うことで，

駅間の乗り換え利便性の向上や公共的空間の

創出を行い，神戸の玄関口として新たなラン

ドマークとなることが期待されている。図10　整備イメージ

写真７　「BE KOBE」モニュメント

写真８　海フェスタ神戸
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　平成28年度に「特定都市再生緊急整備地域」

の指定も受けており，今後も民間事業者の参

画や事業の誘発を促す取り組みを進め，都心

の再生に向けた動きを確実に神戸の発展へと

つなげていく。

図11　阪急外観パース（阪急電鉄㈱提供）

９．その他

（１）新たなまちの魅力づくり

　「地域がまちを成長させる」ことを目指し，

地元協議会と連携したエリアマネジメントに

よる特色あるまちづくりの実践を進めている。

「ホワイトディナー」「EAT LOCAL KOBE

（ファーマーズマーケット）」や「アーバンピ

クニック」など，公共空間を市民が活用する

取り組みが既に行われている。

　また，平成29年５月６日，７日には，創造

都市としての知名度や魅力の向上，実験都市

を体験できる場の提供と発信などを目的とし

たクロスメディアイベント「078」が開催さ

れ，国内外から36,500名が参加した。２回目

となる今年は，４月27日～29日の開催を予定

しており，都市で楽しむ「音楽」「映画」「ア

ニメ」「ファッション」に，社会変化を加速さ

せる「IT」，上質な「食」文化，次世代の「子

ども」をテーマとしたものを掛け合わせ，ラ

イブ，カンファレンス，展示会（トレード

ショー）等を実施する。

（２）ナイトタイムエコノミー

　昼間だけではなく，夜の時間帯においての

魅力創出にも取り組んでおり，ナイトタイム

エコノミーの活性化に向けた社会実験として

“旧居留地　大丸横　Night Market”が平成

写真12　クロスメディアイベント「078」（KIITO）

写真10　ホワイトディナー

写真11　ファーマーズマーケットの様子
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29年11月25日に開催された。神戸・旧居留地

の玄関口である大丸の東側道路を歩行者天国

に変えてナイトタイムでは初のマーケットイ

ベントを実施し，ドリンクやグッズ等，様々

なマルシェイベントが繰り広げられた。また，

行政においても，神戸市立博物館が，旧居留

地にあるミュージアム群と連携し，プレミア

ムフライデーにあわせて開館時間を延長や，

街角コンサートの開催などの取り組みを行っ

た。

写真14　Night Market

（３）1000SMiLE プロジェクト

　将来ビジョン，再整備基本構想を，多くの

方に知っていただくために，神戸にゆかりの

ある1,000組が，神戸の未来を想い自身が出演

する動画や写真を通じて，「神戸の都心が変わ

る！」ということをプロモーションする

1000SMiLEプロジェクトを実施してきた。約

２年という長期間にわたり，継続的に1,000組

が出演する1,000本ものCM動画を作成してき

たという点では，他に類をみないプロモーショ

ンである。今後も，様々な機会を捉え継続的

に広報活動を実施していくとともに，1000 

SMiLEによって生まれた繋がり等を活かした

プロモーションを検討していく。

10．おわりに

　官民共に既に動き始めた事業があり，今後

さらに目に見える形で加速度的に「人が主役

となる」魅力的な神戸のまちの実現に向けて，

積極果敢に取り組みを進めていきます。

写真13　クロスメディアイベント「078」（東遊園地）

写真15　1000SMiLE プロジェクト
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関連図書紹介

　本書は，土木学会土木計画学研究会に設置された交通まちづくり小委員会
において，交通関係の研究者20名による７年間に及ぶ活動成果である。
　著者によると，わが国のまちづくりの弱点の１つは土地利用と交通の連携
の弱さにあるとのこと。そのため，交通の専門家がまちづくりを解ること
と，まちづくりの専門家が交通を解ることとではどちらが早いのか，あるい
はどちらが良いのだろうか，と自問する。
　従来，交通計画では，経済成長を支えるために将来交通量を予測しそれを
円滑かつ安全に処理するに足る交通網を計画し整備する「予測して供給す
る」であった。その後の大気汚染問題などを背景に，予測の前提としている
土地利用を含めて精査し，問題を回避する方策を探る「予測して予防する」
交通計画への転換が行われた。まちづくりに貢献する交通計画すなわち交通

需要マネジメントや成長管理という考えが主流となった。
　望ましい都市構造を描きその実現のために土地利用と交通の連携を強めた施策を展開すること
が必要とされている。交通まちづくりは，目先の交通問題の対応に追われることなく，暮らしや
すいまちの実現に向けて何ができるのかを考えて交通問題を解決していく新しいアプローチ，「交
通と一体になって進めるまちづくり」を意味する。
　本書は４部から構成されている。第Ⅰ部は「序論」として交通まちづくりとは何かをその時代
背景とともに説明している。第Ⅱ部は「交通まちづくりの理論」として４つの視座―①ビジョン
の構築と合意形成，②調査方法，③制度，④担い手とその育成―を論じている。第Ⅲ部は「交通
まちづくりの実践」として金沢市ほか８都市の事例を取り上げて事例ごとの実践ポイントを解説
している。第Ⅳ部は「交通まちづくりの未来」として，今後の展望の方向性を提示している。
　海外や日本の多くの都市が公共交通機関や歩行者空間を重視した交通政策を展開している。こ
れらの都市が取り組む「交通まちづくり」について，理論から実践そして今後の展開に至るまで
網羅されている。専門用語やトピックスなどを解説するコラム欄を随所に織り込むなど工夫がな
されており，まちづくりに関心のあるみなさんにぜひ手にとっていただきたい一冊である。

鹿島出版会

本体2,200円＋税

交通まちづくり　地方都市からの挑戦	 原田　昇	編著

　全国各地で地域経済の活性化に向けた取り組みが行われているが，これま
での政策の主流であった企業や工場を誘致しても地域経済が活性化したとい
う実感を持ちにくいという声をよく聞く。著者は，こうしたミスマッチは，
地域におけるモノやサービスの流れ，マネーフローに問題があるとする。こ
れらを変えずして，まちづくりは成功しないし，地域振興も長続きはしな
い。
　本書は，２つの意味でまちづくり構造改革を実行する必要性を説いてい
る。１つは，「まちづくり」の考え方を変えるという意味，もう１つは「ま
ち」の構造を変えるというものである。まちの構造を変えるためには，経済
主体間（企業，消費者など）のつながりを産業連関表等を活用して把握する
必要がある。

　これまでの地域振興に関する指南書は，現場での成功体験の紹介や資料や統計データの解釈，
地域振興の理念や概念を整理するものにとどまることが多く，客観的検証に基づく具体的提案に
触れられたものが少ない。本書は，産業連関表等を活用した地域経済構造の分析を行った後に，
どのように各自治体が具体的に政策として取り組んだのかが紹介されており，汎用性のある事例
として参考となる。（豊岡市，佐賀市，真庭市等）
　今後，地域活性化を目指すうえで，本書に示されている①地元成長志向企業の重視，②長期的
視点での産業振興予算の継続・担当者の継続性，③企業間連携・産官学連携，④データベースの
提供・情報分析・GIS活用・マーケティング等は重要な視点であり，多くの自治体関係者に一読
いただきたい書である。

日本加除出版

本体1,800円＋税

まちづくり構造改革～地域経済構造をデザインする	 中村良平	著
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人間の街　公共空間のデザイン	 ヤン・ゲール	著

　著者のヤン・ゲール氏は，それまで主流であった近代的なトップダウンの

都市計画の世界の中，全く逆の発想を用いて，公共空間を“人間的次元”か

ら見直し，正しくデザインすることの重要性を唱えてまちづくりに取り組ん

でいるデンマーク出身の建築家である。

　「街の主役は人。私たちが街をつくり，街が私たちをつくる。」。この本の

中で筆者は，人間的スケールの「生き生きした，安全で，持続可能で，健康

的な街」を実現するために必要な，街路・広場・ファサード・街のエッジ・

交通計画などのデザイン手法を具体的に紹介している。

　また，これまで携わってきたメルボルンやコペンハーゲン，ニューヨーク

等の事例を散りばめながら，街の最大の魅力は人であると説く。

　本書はグローバルな視野に立ちつつ，地域の特性を踏まえた計画とデザインのあり方を説き，

実践に裏づけされた総合的な理論に基づき，「人間の街」への道筋を示している。

　そして，街にアクティビティを生み出すデザインについて，良い事例，悪い事例が写真で分か

りやすく示され，長年の調査から得られたデータも分かりやすく掲載されており，都市デザイン

やまちづくりに関わる人向けのまさに教科書的な一冊である。

　パブリックライフとパブリックスペースの相互作用，その調査方法について書かれた，著者の

「パブリックライフ学入門」（鹿島出版会）と併せて読んでいただくと更に理解が深まると思われ

る。

鹿島出版会

本体3,200円＋税

　わが国では，人口減少が進むなか，大都市への人口集中が続いている。多

くの自治体は移住支援策を打ち出しているが，貯金などの蓄えや年金で生活

する以外の人は生活のために仕事が必要であり，そのためには，地域経済を

活性化させ，仕事を増やすことが重要である。

　著者は環境問題の専門家であり，次なる金融・エネルギー・気候変動など

の危機に対する「しなやかに立ち直る力（レジリエンス）」は地域にあると

し，そのためには，地域経済をきちんと回し，お金や雇用を外部に依存する

割合を低減することが重要だという。

　そこで，著者はまず初めに，地域経済を考える前提として，「漏れバケツ

理論」という概念を紹介している。ある地域で公共事業等のプロジェクトが

実施されても，地域外部の事業者や資材を使えば，当該地域に一旦入ってきた資金は地域外部に

流出する。このような状態を，地域に入る資金を「水」，地域経済を「バケツ」に例え，「バケツ」

から「水」が漏れている状態に例えて説明している。地域経済活性化のためには，地域内に入っ

てくる資金の流れを把握し，いかに地域で資金を循環，滞留させるかが重要である。

　本書は，まず，地域経済の資金の循環を明らかにし，外部に漏れている資金の流れを把握する

ツールとして産業連関表や地域経済分析システム（RESAS）などの活用方法を紹介している。

その上で，著者も関与した島根県隠岐郡中ノ島の海士町の取り組みなど，地域経済を強化し，持

続可能で幸せな地域づくりへつなげていこうとしている国内外の優れた取り組みの実例を紹介し

ている。

　読み進めるにつれ，地域で経済が循環するとはどういったことなのか，そのために必要なこと

は何かが具体的に理解できる。本書は，自治体関係者は勿論，これからの日本のあり方に関心が

ある多くの人に読んでいただきたい一冊である。

岩波新書

本体780円＋税

地元経済を創りなおす－分析・診断・対策	 枝廣淳子	著
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北神の恩人・山脇延吉
　

甲南大学名誉教授　高 寄　昇 三

明治初期の有馬街道整備

　神戸と北部農村さらに三田・有馬との連絡

は，文字どおり生命線であった。神戸そのも

のは東西道路交通に関心があり，兵庫県も六

甲山を越えた北神への道路は無視していた。

　明治７年９月に神戸・兵庫地区の奥平野・

坂本・荒田・山田などに加えて，三田までの

沿線町村が，有馬街道の修築事業に着工する。

　当時，旧街道の幅員は，市内で2.72ｍ，山

間部はわずか1.81ｍしかなかった。兵庫・三

田間延長27㎞を改修して，13.4㎞を新道とし

て，残余は旧街道修築で幅員7.24ｍに拡げ，

工事費4,900円で同年11月に完成させている。

しかし，工事費回収のため有料方式を適用と

いう苦肉の策を採用している。

　大正期になると電気鉄道が発達し，神戸・

北神の連絡は急務となる。この山岳部に鉄道

敷設は至難と考えられていたが，山脇延吉は

孤軍奮闘でこの難事業に挑戦した。経済的打

算を超越した郷土愛の一念であった。

地域貢献型の名望家

　山脇延吉は典型的な地域貢献型の人物で，

戦前多くみられた個人的犠牲を惜しまない明

治の地方名望家であった。その企業家能力・

経営センスにもかかわらず，産業資本家とし

て成功できなかったのは，神戸では経済発展

には不利な現在の北神地区が活動の場であっ

たからであった。

　明治８（1875）年に有馬郡道場に生まれ東

京帝大工学部に学んだが，父の死去で大学を

中退し故郷に帰り，県議会議員を務めながら，

土木開発・農業振興によって地域振興を図っ

ていこうとした。

　しかし，現在の神戸北神地区は当時鉄道が

なく，神戸の僻地であり，自力更生といって

も，から念仏であり，まず鉄道敷設が不可欠

であった。三田－有馬間の鉄道を，京都府の

片岡直温（後の大蔵大臣）らと資本金50万円

で有馬鉄道を設立し，その社長に就任した。

鉄道は大正４年４月に完成したが，鉄道院が

完成と同時に借り受け営業を開始した。

　大正８年３月，鉄道院（国鉄）は価格38万

4,772円で買収し，昭和18年６月には篠山線

新設のため移設される数奇な運命を辿る。

神戸・有馬鉄道の創設

　三田・有馬鉄道（神有電車）は，北神開発

にとってまわり道であった。次は当然，神戸・

有馬を直接に結ぶ鉄道で，山脇延吉は大正15

年３月，資本金500万円の神戸有馬電気鉄道

歴史コラム
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08歴史コラム⑥.indd   64 2018/03/16   12:06:47



64
・

65
・

株式会社を立ち上げる。

　しかし，関東大震災・経済不況などで出資

金は難航するがなんとか調達し，平野－鈴蘭

台は急勾配であるので諦め，湊川－鈴蘭台に

変更した。しかし，山岳地域の鉄道にはかわ

りなく，難工事であり，建設コストも850万

円と膨らんだ。そのため川西清兵衛などの支

援者も出資を辞退するなど窮地に立たされる

が，工事を請け負った日本工業合資会社の支

援もあり，山脇延吉本人も自らオーナーであ

る道場銀行を閉鎖し，私財を注いで神有電鉄

建設に全て投入し，難関を切抜け，やっと昭

和３年11月に開通させた。その強靭な精神力

には驚嘆される。

神戸の軽井沢・鈴蘭台の開発

　鉄道は開通したが，有馬の湯治客だけで収

支が償えるものでなく，山脇延吉は，小部地

区（鈴蘭台）を関西の軽井沢として開発を目

論んだ。まず電燈会社を15万円で設立し，駅

中心に約130万㎡を買収，宅地開発に乗り出

した。電気鉄道の複合開発への展開で，電鉄

敷設による土地付加価値の上昇を見込んだ卓

抜した民間デべロッパーの典型的戦略であっ

た。

　「神戸又神日報」（昭和４年３月21日）に，

「神戸の中心地から僅か10分の理想的住宅地，

３年経てば地価３倍，電車賃たった９銭」と

いった刺激的広告で，７割の分譲契約を結ぶ

好成績をあげた。

　それでも経営は苦しく，不況でその後の売

却は進まず，宇治川電気の系列会社に宅地を

売却するなどして窮地を脱しようとしたが，

株価も８円（額面50円）にまで暴落し，遂に

会長を退いた。

悲運の電鉄経営者

　このような苦難の地域開発を振り返ると，

もし表六甲の有利な地域であれば，阪急・阪

神電鉄をしのぐ，電鉄王国をつくりあげてい

たであろう。裏六甲という不利を省みず，地

元繁栄に情熱を注いだ生涯は，人々に強い感

銘を与えずにはおかなかった。

　「この地区の開発に力を注いだ山脇を，住

民は忘れていない。その後の裏六甲の発展を

みれば，開拓者としての山脇の功績は明らか

で，住民の発起で道場川原駅裏に，頌徳碑が

建てられた」（神戸新聞社『海鳴りやまず』

176頁）のである。

　神田兵右衛門と同様に，地域というしがら

みがあり，脱皮して地域外で雄飛することは

容易であるが，低迷する地域・貧困に苦しむ

住民を見捨てることができない，地域名望家

の生き様に，人々は深い感銘を感じずにはい

られなかったのであろう。

　なお忘れてはならない功績は，山脇延吉は

帝国農会副会長・兵庫県議会議長などの要職

を務め，農民の生活・事業の救済に尽力した

ことで，県農会会長として「自力更生」運動

を提唱・実践し，政府はこの発想を全国的「農

村経済更正運動」へ発展させている。

　山脇延吉は，農村救済・郊外開発・電鉄経

営と，多彩な施策・事業に能力を発揮した，

類まれな地域経営者であった。戦後，神戸は

北神地区を合併するが，神戸電鉄がなければ，

過疎対策費として巨額の基盤整備を余儀なく

されたであろう。

　また高度成長期の人口郊外化の受け皿とし

て，北神地区の果たした役割は極めて大きい。

有野団地・藤原団地などをみると，山脇延吉

の描いた北神開発の理想図がやっと実現した

が，それも神戸電鉄が敷設されていたからで

ある。神戸市も山脇延吉の労苦に感謝すべき

といえる。

参考文献
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■ 人づくり革命　 　

　第２次安倍政権が成立以来，アベノミクスと呼

ばれる積極的な金融緩和，財政出動，規制緩和を

行ってきた結果，マクロ経済は概ね順調に成長を

続けている。一方，少子高齢化等により働き手が

少なくなり，人手不足は経済成長を阻害する大き

な要因となりつつある。我が国の構造的な問題で

ある少子高齢化に真正面から挑み，「希望を生み

出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」「安心に

つながる社会保障」の「新・三本の矢」の実現を

目指した「一億総活躍社会」の実現に向けて，幼

児から小・中・高校，大学，更には社会人の学び

直しに至るまで，生涯を通じて切れ目なく質の高

い教育を受けられいつでも有用なスキルを身につ

けられる学び直しの場を提供しようとする「人づ

くり革命」が進められている。

　昨年12月に，国は「新しい経済政策パッケージ」

を閣議決定し，その中で人づくり革命の方針と５

つの主な施策から構成される内容を示した。まず

第１に「幼児教育の無償化」が挙げられている。

３～５歳までの子どもたちの多くは幼稚園，保育

園，認定こども園に通っているが，これらを原則

として無償化するという政策である。2019年４月

から一部をスタートさせ，2020年を目途に全面実

施が目指されている。

　第２に「待機児童の解消」が挙げられている。

2020年までに「子育て安心プラン」を実現し，女

性就業率80％に対応した32万人分の保育の受け皿

を整備しようとするものである。また未就学児だ

けでなく，小学生を対象とした「放課後子ども総

合プラン」を同時に進めていくこととしている。

第３に低所得者層に対する「高等教育の無償化」

が挙げられている。授業料の減免や給付型奨学金

の拡充を行うこととしている。第４に「私立高校

の授業料の実質無償化」が挙げられている。第５

に「介護人材の処遇改善」が挙げられている。介

護離職ゼロに向けて，2020年代初頭までに50万人

分の介護の受け皿を確保するため，介護職員の処

遇改善を進めようとするものである。

　これらの施策を実現するため，2019年10月に予

定される消費税10％への引き上げで生まれる増収

の一部を活用することとしている。

　今後，さらに労働力の減少が見込まれる中で，

働き方等を変える「生産性革命」とともに，迅速

かつ確実な実施が求められている。

■ NHK 受信料最高裁大法廷合憲判決 　 　

　家にテレビがある者は NHK と受信契約を結ば

なければならないーと定める放送法64条の規定が

「契約の自由」などを保障する憲法に反するかが

争われた上告審判決で最高裁大法廷は2017年12月

６日「合憲」と判断した。NHK が受信契約に応じ

ない相手に起こした裁判で，最高裁の出した判決

は「受信契約を結び，受信料を支払うのは法的義務」

というもので，裁判官14人の多数意見であった。

　大法廷は判決理由で，受信料制度について「財

政面で国などの影響を受けずに国民の知る権利を

充足する公共放送の目的にかなうもの合理的なも

の」などと指摘し，憲法の規定に反しないとした。

　判断の根底にあるのは，公共放送の重要性に対

する認識である。特定の個人や国の機関などの支

配・影響が及ばないようにするため，受信料につ

いて放送を受信できる者全てに広く公平に負担を

求める仕組みにしているのは合理的だと結論づけ

た。

　一方，契約を拒む人との受信契約が成立する時

期について「裁判で NHK 勝訴の判決が確定すれ

ば成立する」とし，「NHK が契約を申し込んだ

時点で自動的に成立する」との NHK 側の主張は

退けられた。契約を拒む人から徴収するには，今

後も個別に裁判を起こさなければならない。受信

料を徴収できる期間については「テレビ設置時期

まで遡って支払い義務がある」とした。

　NHK の公共放送としての役割を定めた放送法

ができた1950年に比べて，放送や通信をめぐる環

境は大きく変わっている。変化をふまえて，NHK

のあり方について議論を深める必要がある。

　受信料制度について最高裁が憲法判断を示すの

は初めてのことである。NHK の経営を支える受

信料の徴収業務だけでなく，公共放送のあり方を

めぐる議論にも影響を与えそうだ。

潮　　流
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■ 仮想通貨流出 　 　

　2018年１月26日，登録申請中の仮想通貨交換業

者コインチェックから，580億円相当の仮想通貨

NEM（ネム）が外部からの不正アクセスにより

流出した。利用者から預る多額のネムの保管を外

部ネットワークと常時接続している「ホットウォ

レット」で行うなど管理体制の甘さが指摘される。

　リーマンショック後の財政危機により国家の信

用が落ち法定通貨の価値も損なわれた状況下で登

場したのが，国家から独立した通貨として考慮さ

れ貨幣的価値の交換手段となるソフトウェアのビッ

トコインである。仮想通貨ビットコイン登場の

2009年以降，今回のネムを含め，新たな仮想通貨

が次々に誕生し現在1400種類以上が存在する。

　円やドルなどの法定通貨は国や中央銀行が発行

し，紙切れやコインとしての実体に信頼のある国

などがお墨付きを与えることで価値が生まれ，売

買などの取引に活用される。

　一方，仮想通貨は物としての実体もなければ国

や中央銀行という信頼の裏付けもない。あくまで

も「価値がある」と認めた人や事業者の間で，①

モノ・サービスの対価として受け渡し，②譲渡，

③仮想通貨交換業者により法定通貨と交換―によっ

て取引が成立し流通する通貨である。

　仮想通貨は国を超えた通信の世界での取引なの

で時間を問わず瞬時に行われ，かかる手数料も安

価である。また，仮想通貨は取引する人の思惑次

第なので価格が変動しやすく変動幅も大きい。改

正資金決済法では仮想通貨を支払い手段とするが，

価格の乱高下を背景にハイリスクで利益を狙う投

機商品の色合いを濃くする。

　金融庁は2017年４月に改正資金決済法を施行し，

世界に先駆けて登録制を導入し一定の要件を満た

した交換業者を登録業者とした。運営体制に不備

のある業者に対しては業務改善命令など行政処分

を出せる。現在，登録業者はビットフライヤーや

テックビューローなど16社である。このほか法施

行前から運営し登録申請中の業者も「みなし業者」

として事業継続を認めており，コインチェックを

含め16社ある。

　流出事件を受け金融庁は，コインチェックに対

して１月29日に業務改善命令を出し立ち入り検査

をした。また，国内すべての交換業者に対しマネー

ロンダリング（資金洗浄）対策状況についての報

告徴求命令を出し，順次立ち入り検査する。処分

を受ける「みなし業者」は，要件を満たす登録を

目指すか，申請を取り下げるか対応を迫られる。

　また登録業者の業界も動き出した。登録業者16
社は，統一の自主規制団体を４月に発足させ自主

規制ルールづくりを行い業界の態勢整備を急ぐ。

　仮想通貨の取引が急拡大する中，中国，韓国な

ど世界では規制を強化する動きが出てきている。

３月にアルゼンチンで開催されたＧ20では独仏な

どが主導し仮想通貨への規制がテーマのひとつに

なった。

　金融庁は新たに仮想通貨の制度改正を検討する

研究会を設置する。事業規模の急速な広がりに安

全投資が追いついていなかった反省に立ち，利用

者の信頼回復と健全な取引環境の再整備に向けた

官民での規制強化のルールづくりに注目が集まる。

■ 米国，税制改革法案可決 　 　

　2017年12月20日，米国のトランプ政権が経済政

策の柱と位置づける大型減税を含む税制改革法案

が，米議会で可決された。これを受けて12月22日，

トランプ米大統領は同法案に署名し，これにより

同法案は成立した。

　抜本的な税制改革は1986年レーガン政権下で行

われて以来，約30年ぶりとなる。今回の税制改革

法案の焦点は，連邦法人税率を2018年に35％から

21％に，所得税の最高税率を39.6％から37％に引

き下げるという大幅な減税にある。全体の減税規

模は10年間で約1.5兆ドル（約170兆円）になる。

今回の減税で，連邦法人税と地方税を合わせた米

国の法人実効税率は約41％から約28％に下がり，

日本やドイツを下回る見通しである。

　英国やフランスでも税率の引き下げを検討中で，

各国の法人税引き下げ競争に拍車がかかる可能性

がある。

　米企業が海外にため込んだ利益も，減税により

米国に戻ってくる可能性が高い。米企業は減税を

歓迎しており，航空機大手ボーイングは人材育成

などに３億ドルを投資すると発表した。

　トランプ政権は，減税を通じて，消費や設備投

資を増やし，国内総生産（GDP）成長率を現在

の年２％から３％超に引き上げたい考えである。

同政権は，経済成長によって税収が増え，財政健

全化も進むとのシナリオを描いている。

　しかし，経済成長率が想定どおりに上がらなけ

れば，税収分を穴埋めするために，国債の発行を

増やさざるを得ず，連邦政府の借金が膨らむ可能

性が高い。また，減税によって米経済が過熱すれ

ば，中央銀行にあたる連邦準備制度理事会（FRB）

は利上げを急ぐ必要が生じる。長期金利が上昇す

れば，ドル高を招き，米輸出企業に打撃を与える

可能性がある。

　減税が米国経済にとって，どのような影響を与

えるのか，今後の行方が注目される。
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■ 羽生善治氏，井山裕太氏に国民栄誉賞を授与 　 　

　政府は，２月13日，将棋で史上初の「永世七冠」

を達成した羽生善治氏と，囲碁で初めて七冠を２

度達成した井山裕太氏に国民栄誉賞を授与した。

前人未踏の偉業で将棋界と囲碁界の発展に寄与し

たふたりの功績を評価した。将棋・囲碁の棋士の

受賞は，1977年の賞創設以来初めてとなる。

　羽生氏は，昨年12月，将棋の第30期竜王戦を制

し，通算７期目となる同タイトルを獲得して，「永

世竜王」の資格を得た。日本将棋連盟が主催する

タイトルは竜王，名人，叡王，王位，王座，棋王，

王将，棋聖の８つあり，最も歴史があるのは，

1935年に創設された名人戦である。八大タイトル

のうち，７つのタイトルで「永世称号」があり，

羽生氏は，永世規定のある竜王，名人，王位，王

座，棋王，王将，棋聖の全７タイトルで称号を獲

得する「永世七冠」を史上初めて達成した。羽生

氏に続く七冠達成者がいない中で，さらなる金字

塔を打ち立て，棋界をリードしてきた貢献も授与

の理由となった。

　井山氏は，2016年４月に棋聖，名人，本因坊，

王座，天元，碁聖，十段の七大タイトルを史上初

めて独占した。26歳の若さでの快挙は大きな話題

を呼んだ。その後，名人の座を奪われたものの，

昨年10月に第42期名人戦で勝利し，タイトルを奪

還した。囲碁・将棋界を通じて初となる２度目の

七冠達成が大きく評価された。

　ふたりが受賞した国民栄誉賞は，「広く国民に

敬愛され，社会に明るい希望を与えることに顕著

な業績があった者」が対象で，1977年の創設以来，

プロ野球の王貞治氏をはじめ衣笠祥雄氏，歌手の

美空ひばり氏やサッカー女子ワールドカップドイ

ツ大会の日本代表チームなど，スポーツや文化・

芸能関係の23個人・１団体が受賞している。

　過去のダブル受賞は，2013年５月にプロ野球読

売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄氏と，巨人と大

リーグ・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏の

２人が野球界から選ばれた例がある。

■ 草津白根山が噴火 　 　

　２月23日，群馬県にある草津白根山の本白根山

が噴火した。この噴火により，山頂付近から麓に

広がる草津国際スキー場で，噴石などによって１

人が死亡し，12人が重軽傷を負うという被害を受

けた。草津白根山で噴火が確認されるのは1983年

以来となる。

　火山の噴火の予測は難しく，国内に活火山が

111もあるわが国は，それぞれを監視するのはと

ても困難であると考えられる。噴火は噴火前に前

兆現象を伴うとされ，その前兆現象を観測した火

山を監視する事によって予測し注意を促している。

主な前兆現象は，地形の変化，地中の電磁波の変

化，火山付近の地下水の温度変化，噴煙の量の変

化，排出されるガスの変化などである。これに加

え，火山には噴火警戒レベルがしかれている。噴

火警戒レベルは１から５まで５段階あり，レベル

１「活火山であることを留意」，レベル２「火口

周辺規制」，レベル３「入山規制」，レベル４「避

難準備」，レベル５「避難」となっており，今回

噴火した草津白根山の噴火警戒レベルは１であっ

た。今回の噴火により，レベルを１から３（入山

規制）に引き上げた。

　2014年に発生した御嶽山（長野県・岐阜県境）

の噴火を教訓に，発生直後に噴火を携帯端末への

メールなどで速報し，登山者の避難に活かすべく

気象庁が新設した「噴火速報」は，今回の噴火で

は出されなかった。

　また，御嶽山の噴火を受けて，当時，活動火山

対策特別措置法が改正された。周辺の自治体が専

門家を交えて話し合う火山防災協議会を設置し，

協議会が意見聴取して各自治体が地域防災計画を

策定するように義務付けている。同計画の中では，

避難計画として①情報や警報の伝達②噴火警戒レ

ベルに対応した避難指示・勧告③避難場所と経路

④避難訓練⑤救助などについて定める必要がある。

　今後，草津白根山については，草津，中之条，

長野原の３町と嬬恋村に義務付けられた避難計画

の策定が，待たれるところである。
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■ 世界最小級ロケット打ち上げ成功 　 　

　2018年２月３日，宇宙航空研究機構（JAXA）
は，人口衛星を軌道に投入できるロケットとして
は世界最小の「SS－520」５号機を鹿児島県の内
之浦宇宙空間観測所から打ち上げた。同５号機は
搭載していた東京大学の小型衛星「TRICOM－
１Ｒ（トリコム・ワンアール）」を約７分半後に
分離し，予定の軌道に投入することに成功した。
　「SS－520」５号機は，全長約10ｍ，直径約50
センチの電柱サイズで重さは2.6トン。主力のＨ
２Ａロケットの約５分の１で，衛星を投入できる
ロケットとしては，世界最小クラスになる。
　現在，世界の宇宙ビジネスでは超小型衛星の打
ち上げ需要が高まっており，JAXA はこうした
需要に対応することを目的に既存の小型固体燃料
ロケット「SS－520」（１号機は1998年に打ち上げ）
を大幅に改良した。キヤノン電子など民間企業の
協力を得ながら多くの民生部品を活用して低コス
ト改良型「SS－520」を開発した。改良型として
初の４号機は2017年１月に打ち上げ失敗し，今回
の５号機が２度目の挑戦であった。
　今回打ち上げられた超小型衛星「TRICOM－
１Ｒ」は縦横10センチ，高さ約30センチ，重さは
わずか約３キロだが，地球を周回しながら，地上

とデータのやり取りや，広い範囲の地表の撮影を
行うことができる。
　今回の打ち上げは，民間の宇宙ビジネス拡大の
契機になる。重さ数百キログラム以下の小型衛星
は，短期間に低価格で開発でき，企業や大学にも
手が届く。ミニロケットはこうした小型衛星の打
ち上げに特化しており，低コストで頻繁に打ち上
げることができる。
　キャノン電子は IHIエアロスペース，清水建設，
日本政策投資銀行と設立した共同出資会社を通じ，
ロケット打ち上げサービスの事業化を目指してい
る。ロケットは超小型や小型の衛星を単独で運ぶ
ことができる固体燃料式を想定している。また，
同共同出資会社は民営のロケット発射場を和歌山
県串本町に建設する方針で，地質調査などを経て
正式に場所を決め，2021年の完成を目指している。
現在，日本のロケット発射場は JAXA が保有す
る内之浦宇宙空間観測所と種子島宇宙センターの
２拠点のみで，民間のロケット発射場が完成する
ことにより，政府の予定に左右されずに打ち上げ
が可能になり，コスト削減にもつながると期待さ
れている。

■ 平昌オリンピック 　 　

　本年２月に第23回冬季オリンピックが，大韓民
国の平昌郡を中心とする地域で開催された。史上
最多の92か国が参加し，日本も史上最多の13のメ
ダルを獲得するなど日本選手の活躍が目立った一
方，ロシアによる国家ぐるみのドーピング問題を
理由とした国家としての参加不認可や北朝鮮の参
加及び南北合同チームの結成など，様々な話題を
提供した。
　平昌郡は韓国北東部の山岳地にあり，スキーリ
ゾートなど多くの観光客が訪れる観光地である。
一方，比較的小規模な都市であることからオリン
ピック全ての施設を整備することは難しく，海岸
部の江陵市等との共催で開催にこぎつけた。15競
技・100超の種目が行われ，約3,000名の選手がエ
ントリーを行った。
　日本代表チームは，スキー，スケート，カーリ
ングなど，約270名の選手，役員が参加した。フィ
ギュアスケートの男子シングルで羽生結弦選手が
ソチオリンピックに継いで金メダルを獲得したほ
か，女子スピードスケート500ｍで小平奈緒，マ
ススタートで髙木菜那，女子パシュートチームが
それぞれ金メダルを獲得するなど，金４，銀５，
銅４と合計13のメダルを獲得し，史上最多の獲得
数となった。
　一方，メダル以外でも話題の多い大会となった。
１つは，ロシアが国家として参加が認められなかっ
た点である。昨年12月に IOC は理事会を開き，

組織的なドーピングを行ってきたロシアに対し，
ロシア選手団の参加を認めないとする決定をした。
ただ，ドーピング歴のない選手については，個人
資格で参加を認めることとし，ロシア国旗や国歌
は使わせないこととした。ドーピング問題で，国
家が参加を認められないのは，史上初めてのケー
スとなった。ドーピングに対する IOC の厳しい
姿勢が，ドーピングへの抑止効果となることが期
待される。
　２つ目の話題として，北朝鮮の参加及び南北合
同チームの結成がある。昨今の北朝鮮による核ミ
サイル問題により国際社会の中で孤立が深まり，
オリンピック不参加が確実視される中で，開催直
前になって参加を表明し，選手のほか政権幹部や
応援団を送り込んできた。また，アイスホッケー
において南北合同チームが結成され，試合では，
北朝鮮の応援団による応援がなされるなど注目さ
れた。IOC をはじめオリンピック関係者には概
ね平和の祭典にふさわしい行為として肯定的に受
け止められたが，国際的な包囲網の打破など政治
的な目的による参加ではなかったのではないかと
する指摘もなされている。
　厳しい気候条件の中で運営上の問題なども指摘
されたが，各競技とも概ね順調に実施された。一
方，開催予算が約90億ドル（約１兆円）に膨らむ
など，オリンピック開催にあたっての経費が膨張
するなど，今後に課題を残した。
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■ 都市型創造産業の集積に向けた取り組み 　 　

　創造性を持った「人的資本（クリエイター）」

の集積により，既存産業の高付加価値化やイノベー

ションを誘発することができる産業分野を都市型

創造産業と定義し，集積に向けた取り組みを進め

ることとしている。

　都市型創造産業は，都市部に集中する傾向があ

り，実際に東京やブロックの中核都市である大阪

や福岡などには集積がみられるのに対し，神戸の

産業構造や取引構造を分析すると，ものづくり産

業や食に関連する産業には強みがある一方で，都

市型創造産業のマーケットは市内の需要を市内の

生産ではまかないきれておらず，3,000億円以上

の資金が市外に流出している状況にある。この資

金流出を食い止め，市内で循環させ，神戸経済活

性化につなげていく必要がある。

　平成30年度は，事業推進の中核となる「統括プ

ロデューサー」を公募により民間から登用し，そ

の統括プロデューサーを核に市内外のクリエイター

や企業が参画する事業推進のためのネットワーク

である「クリエイターズプラットフォーム」の構

築をめざすとともに，「仕事の創出」「環境の創出」

「人材の供給」を事業の３本柱に据えて展開して

いくこととしている。

　例えば，市内企業への訪問などを通じてクリエ

イティブな観点で課題やニーズを抽出し，クリエ

イターが貢献できる業務とマッチングを行うほか，

市内で活動するクリエイターの情報収集・整理に

よるクリエイター同士のネットワーキングやビジ

ネスマッチングへの活用，イベント等を通じたク

リエイターのコミュニティ形成などを行う。さら

に，会員制の交流型事業創造サロン「神戸起業操

練所」なども活用し，クリエイター向けの資金調

達や販路開拓等の経営ノウハウに関する講座の展

開や中小製造業のデザインを活用した商品の高付

加価値化やデザイン人材の活用に向けたデザイ

ナー・クリエイター向けの市内企業工場見学の実

施を検討している。

　都市型創造産業は「集積が集積をうむ」という

性質を有しており，担い手であるクリエイターの

集積が，市内外の才能ある若者をひきつけ，まち

の賑わいにもつながっていくものと考えている。

　神戸市は，統括プロデューサーの新しい発想も

柔軟に取り入れながら，市内企業等のデザイン思

考を醸成することやクリエイターに神戸への関心

を高めてもらうことに取り組んでいくことにより

神戸経済の活性化に加え，神戸の都市ブランドの

向上や若者が集うまちの実現をめざしている。

■ 新名神高速道路（川西 IC～神戸 JCT）開通 　 　

　新名神高速道路の川西インターチェンジ（IC）

～神戸ジャンクション（JCT）（延長16.9㎞）が，

平成30年３月18日に開通した。今回の開通で，新

名神高速道路の並行区間である中国自動車道にお

ける宝塚トンネル付近の慢性的な渋滞の緩和や，

人流・物流の円滑化に伴う企業集積などが期待さ

れる他，この区間が多重化されることで，所要時

間の短縮，時間信頼性の向上，事故・災害時にお

ける代替路の確保といった効果が期待される。

　高速道路の歴史をひも解けば，日本初の高速道

路は名神高速道路であり，昭和40年に全線開通し

た。その後，昭和44年に東名高速道路が全線開通

し，これらの道路は関西圏・中京圏・首都圏を結

ぶ基幹的な役割を果たす高速道路として，わが国

の産業・経済・文化の発展に多くの貢献をしてき

た。しかし，経済の発展や人口の増加により，渋

滞や交通混雑が頻繁に見られるようになった。こ

うした背景のもと，建設省（現・国土交通省）で

は，総延長14,000㎞の高規格幹線道路網計画を策

定した。そして，新名神高速道路もこの計画に定

められた路線の一つとしてスタートを切り，平成

10年に箕面～神戸間の，11年には高槻～箕面間の

施工命令が出され，計画は動き出した。

　しかし，その流れも平成13年に発足した第１次

小泉内閣による「聖域なき構造改革」の一環とし

て始まった道路関係四公団民営化の議論により転

機を迎える。京滋バイパスや第二京阪道路と重複

し，交通需要が低く採算性が見込めない区間とさ

れる滋賀県大津市－京都府城陽市間約25㎞と京都

府八幡市－大阪府高槻市間約10㎞については着工

が凍結された。また，本線部分の暫定４車線での

施工など，大幅な整備計画変更（コスト削減）が

決定された。その後，一時は建設中止の声も上がっ

たが，周辺自治体や経済団体の要望に加え，周辺

交通の悪化などから必要性が叫ばれ，平成24年に

ようやく凍結解除となり，事業が再開された。今

回の高槻 JCT～神戸 JCT の開通で，新名神高速

道路総延長174㎞の６割強が完成したこととなる。

　今後，平成30年度中に三重県の亀山西 JCT～

新四日市 JCT の供用が控えており，凍結により

遅れていた大津 JCT～城陽 JCT と八幡京田辺

JCT～高槻 JCT についても平成35年度の完成が

予定されている。
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■ 空家特措法に基づく政令市初の代執行 　 　

　平成27年５月に「空家等対策の推進に関する特

別措置法」（以下「特措法」という）が施行され

たことを受け，神戸市では，平成28年２月に市の

基本方針等を定めた「空家等対策計画」を策定し，

同年４月から適切な管理が行われていない空家所

有者への指導が始まった。さらに，同年10月には

特措法を補完する「神戸市空家空地対策の推進に

関する条例」（以下「空家空地対策条例」という）

を施行し，総合的な空家対策が推進されている。

神戸市では市民の生活環境を守り，安心・安全な

まちづくりを推進するため，本年２月に中央区熊

内橋通と中央区神若通の危険な空家について代執

行による除却を開始した。

　神戸市ではこれまで建築基準法に基づく代執行

を行ってきたが，特措法に基づく代執行は初めて

で，政令市においても初めてのケースとなった。

　老朽危険家屋の問題については，平成13年に建

築基準法に基づく危険家屋対策が開始されたが，

その後も危険家屋が増加し対策が必要となったこ

とから，平成25年には「神戸市建築物の安全性の

確保等に関する条例」を改正して，危険家屋への

指導，勧告，氏名公表，応急的回避措置等に取り

組んできた。一方で，危険家屋だけでなく立木が

繁茂しているような周囲に悪影響を与える空家や

空地についての問題に対応する必要が生じていた

が，特措法の施行により，固定資産税の情報を内

部利用できるようになるなど所有者への勧告や勧

告後に固定資産税の住宅用地特例を解除する仕組

みが整備されたり，条例により特措法で対象とな

らない一部の空家や空地も対象に加えて氏名公表

措置等ができるようにしたことで，総合的な空家

空地対策を推進する体制が整ってきた。

　実際の業務の流れとして，市民等から空家等に

関する通報が寄せられ，所有者が判明している場

合は，状況により所有者に改善指導，勧告，氏名

公表，命令，代執行を行うこととなる。例えば，

著しい危険を及ぼす場合は勧告，それが切迫した

場合は命令，放置できない場合は代執行となる。

また，所有者が判明しない時に行政が，危害防止

のため緊急の必要がある場合は最低限の応急的回

避措置（条例に基づく）を行い，著しい危険が切

迫し放置できない場合は，公告を経て代執行を行

うこととしている。

　今後も，対応が必要な危険な空家等が生じると

考えられるが，まちの安心・安全を確保するため

に一刻の猶予も許されない場合は，代執行等の措

置が適切に執行されることが望まれる。

■ 神戸港のコンテナ取扱量，過去最高更新 　 　

　開港150年となる平成29年，神戸港のコンテナ

取扱個数は，これまでの過去最高であった平成６

年の291.6万 TEU（20フィートコンテナ換算個数）

を上回る291.7万 TEU（速報値）となり，過去最

高を更新した。

　昭和40年代から急速なコンテナ化が進む中，神

戸港は世界に先駆けてコンテナターミナルを整備

し，昭和51年，52年には，コンテナ取扱量でニュー

ヨークに次いで世界２位の，世界を代表する国際

貿易港となった。

　しかし，コンテナ貨物取扱量国内１位の国際貿

易港として，日本経済，産業を支え発展を続けて

きた神戸港は，平成７年の阪神・淡路大震災によ

り壊滅的な被害を受ける。

　さらに，アジア諸港の大規模な港湾整備の進展

や，国内の製造業の海外シフトなどにより，神戸

港のみならず，日本の港湾全体が，世界の港の中

で，相対的な地位を著しく低下させていく。

　そこで，釜山港等海外に流れた貨物を取り戻す

ために，国が国際コンテナ戦略港湾政策をスター

トさせ，神戸港は大水深，耐震機能を備えた高規

格コンテナターミナルの整備を進めるとともに，

平成26年から本格的に西日本からの内航船を活用

した集貨等を進め，官民が一体となった取り組み

を展開した。その結果，開港150年の節目の年に，

震災前の取扱量を超え，過去最高を更新すること

となった。

　神戸市は，アジア諸港との協力関係を築くため，

開港150年を機に，平成29年に「神戸国際港湾会議」

を開催し，アジア諸港と連携協定を締結した。平

成30年にも，海外の荷主や物流事業者を招き，「ア

ジア物流・ビジネス・フォーラム（仮称）」の開

催を予定しており，今後も，連携協定を締結した

12港を中心に，アジア諸港との連携を深め，集貨

につなげていく。

　さらに，世界の中で神戸港の存在感を高めるた

めには，貨物量の増加とともに，貨物の質を高め

ていくことが重要である。そのため，神戸市では，

平成29年に発表した「神戸港将来構想」に基づき，

官民一体となって，世界的に評価されている神戸

港の優れた荷役技術などを活用した，貨物の高付

加価値化の仕組みづくりを実現させ，国際トラン

シップ貨物の誘致に取り組んでいく。
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はじめに

　震災から23年を経過し，新たなステージを歩み始めた神戸市は，市民と民間事業者，行政が協働で都心

の再生を実現し，世界に貢献できる国際都市として発展していくことを目指して，平成27年９月に神戸の

都心の未来の姿［将来ビジョン］及び三宮周辺地区の『再整備基本構想』（以下，「基本構想」）を策定しま

した。

　基本構想では，三宮周辺地区全体の魅力向上のために，三宮交差点を中心とした既存の道路空間を，人

と公共交通優先の空間に再編する「三宮クロススクエア」を創出し，三宮に存在する６つの「えき」と周

辺の「まち」をつなぐ空間を「えき≈まち空間」と名付け，神戸の新たな象徴となる空間として整備するこ

とを位置付けています。

　また，基本構想には「えき≈まち空間」の整備と合わせて，三宮駅周辺に分散している中・長距離バス乗

降場を集約した新たなバスターミナルを整備することも位置付け，国際都市神戸の玄関口にふさわしい交

通結節機能の充実を図ることとしており，このたび「えき≈まち空間」の実現に向けて基本計画（案）を作

成し，新たなバスターミナルの整備に向けた基本計画を策定しました。

神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画（案）

１．基本計画策定の背景と目的

（１）基本計画策定の背景

　三宮駅周辺は「乗り換え動線がわかりにくい」

「駅から周辺のまちへのつながりが弱い」「玄関

口にふさわしい特色ある景観がない」等の課題

があります。

　そのような中，基本構想では，目指すべき将

来像「美しき港町・神戸の玄関口“三宮”」を掲

げ，まちづくりの５つの方針に沿って，快適で

利便性が高く，美しい景観が備わり，様々な市

民活動が展開される「えき≈まち空間」を創出

し，三宮周辺地区の魅力向上を図ります。この

ことにより，神戸に広くから人やモノが集まり，

新たな需要が生まれ，都心のポテンシャルを向

上させることで，三宮周辺地区だけでなく，神

戸全体のまちの活性化を図ります。

神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画（案）（概要）

新たな中・長距離バスターミナルの整備に
向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画（概要）

行政資料

平成30年４月

神戸市住宅都市局
［問い合わせ先：都心再整備本部　TEL 078-322-6934］

＜まちづくりの５つの方針＞

神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画（概要） 
新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通 5・6 丁目再整備基本計画（概要） 

 
平成 30 年 4 月 

神戸市住宅都市局 
[問い合わせ先：都心再整備本部 078-322-6934] 

はじめに 

 

 震災から 23 年を経過し，新たなステージを歩み始めた神戸市は，市民と民間事業者，行政が協働で都

心の再生を実現し，世界に貢献できる国際都市として発展していくことを目指して，平成 27 年 9 月に神

戸の都心の未来の姿[将来ビジョン]及び三宮周辺地区の『再整備基本構想』（以下，「基本構想」）を策定

しました。 
 基本構想では，三宮周辺地区全体の魅力向上のために，三宮交差点を中心とした既存の道路空間を，

人と公共交通優先の空間に再編する「三宮クロススクエア」を創出し，三宮に存在する 6 つの「えき」

と周辺の「まち」をつなぐ空間を「えき≈まち空間」と名付け，神戸の新たな象徴となる空間として整備

することを位置付けています。 
 また，基本構想には「えき≈まち空間」の整備と合わせて，三宮駅周辺に分散している中・長距離バス

乗降場を集約した新たなバスターミナルを整備することも位置付け，国際都市神戸の玄関口にふさわし

い交通結節機能の充実を図ることとしており，このたび「えき≈まち空間」や新たなバスターミナルの整

備に向けた基本計画を策定しました。 
 
神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画 

 

1.基本計画策定の背景と目的 

（1）基本計画策定の背景 

三宮駅周辺は「乗り換え動線がわかりにくい」「駅から周辺のまちへのつながりが弱い」「玄関口にふさ

わしい特色ある景観がない」等の課題があります。 
そのような中，基本構想では，目指すべき将来像

「美しき港町・神戸の玄関口“三宮”」を掲げ，ま

ちづくりの５つの方針に沿って，快適で利便性が

高く，美しい景観が備わり，様々な市民活動が展

開される「えき≈まち空間」を創出し，三宮周辺地

区の魅力向上を図ります。このことにより，神戸

に広くから人やモノが集まり，新たな需要が生ま

れ，都心のポテンシャルを向上させることで，三

宮周辺地区だけでなく，神戸全体のまちの活性化

を図ります。 

   笑顔で歩く 
 歩くことが楽しく巡りたくなるまちへ1

   気持ちよく動ける 
 誰にでもわかりやすい交通結節点へ2

   誘う魅力が溢れる 
 いつ来てもときめく出会いと発見を3

   海・山，神戸らしさを感じる 
 人を惹きつけ心に残るまちへ 4

   支え，まもり育て，発信する 
 地域がまちを成長させる 5

●不測の災害に対しても対応可能な，確かな防災力
●環境に優しく持続可能なまち 

＜まちづくりの５つの方針＞ 
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（２）「えき≈まち空間」とは

　三宮周辺地区全体の魅力向上のためには，６つの駅

を含む中心エリアの再整備が不可欠です。そのため，

「えき」（６つの駅とバス乗降場）と「まち」をつなぐ

空間を「えき≈まち空間」と名付け，誰にとっても使い

やすい，神戸の玄関口にふさわしい空間として整備し

ます。

　また，「えき≈まち空間」の核として，三宮交差点を

中心に税関線（フラワーロード）と中央幹線の一部に

おいて，人と公共交通優先の空間「三宮クロススクエ

ア」を創出します。

「えき≈まち空間」の目標像

（2）「えき≈まち空間」とは 

三宮周辺地区全体の魅力向上のためには，６つの駅を含む中心

エリアの再整備が不可欠です。そのため，「えき」（６つの駅とバ

ス乗降場）と「まち」をつなぐ空間を「えき≈まち空間」と名付

け，誰にとっても使いやすい，神戸の玄関口にふさわしい空間と

して整備します。 

また，「えき≈まち空間」の核として，三宮交差点を中心に税関

線（フラワーロード）と中央幹線の一部において，人と公共交通

優先の空間「三宮クロススクエア」を創出します。 

 

 

 

（3）基本計画策定の目的と構成 

「えき≈まち空間」の実現には，行政と民間事業者が今

後整備する施設や公共空間について，相互に空間計画を

調整し，設計に反映させていくとともに，その空間をど

のように利活用，管理運営していくかが重要です。その

ため，「三宮クロススクエア」をはじめとする公共施設の

計画や，民間施設に期待される機能や設えなどについて，

官民共通の具体的な目標像及びその実現に必要な取り組

みを示すことを目的に神戸三宮「えき≈まち空間」基本計

画を策定しました。 

基本計画では，「えき≈まち空間」の整備の考え方とし

て，特に重要な視点となる「空間」「交通」「景観」につ

いて考え方をまとめるとともに，エリアマネジメントな

ど「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組みについてまと

めています。 

 

２．「えき≈まち空間」の構成と特性  
「えき≈まち空間」は，東西方向の中央幹線，南北方向の税関線（フラワーロード）をまちの骨格とな

る都市軸とし，この２つの都市軸の中心の「三宮クロススクエア」と個性あふれる魅力的な「まち」で

構成されます。「三宮クロススクエア」はこれらの空間をつなげる重要な役割を担い，「えき」と「まち」

とのつながりを強化し，５つの「まち」の特性を活かした魅力的な「まち」づくりを，地域との協働と

参画により進めてまいります。 

1. 三宮の６つの駅があたかも一つの大きな「えき」となるような空間 
2. 「えき」と「まち」が⾏き来しやすく，より便利で回遊性を⾼める空間 
3. 美しき港町・神⼾の⽞関⼝にふさわしい象徴となる空間 

３．「えき≈まち空間」の整備の考え方

１．基本計画策定の背景と目的 

２．「えき≈まち空間」の構成と特性

３－１ 空間の考え方 

３－２ 交通の考え方 

３－３ 景観の考え方 

４． を活かす協働の仕組み

５．今後の進め方 

６．その他考慮すべき事項 

＜神⼾三宮「えき≈まち空間」基本計画の構成＞

「えき≈まち空間」の目標像 

（３）基本計画策定の目的と構成

　「えき≈まち空間」の実現には，行政と民間

事業者が今後整備する施設や公共空間につい

て，相互に空間計画を調整し，設計に反映さ

せていくとともに，その空間をどのように利

活用，管理運営していくかが重要です。その

ため，「三宮クロススクエア」をはじめとする

公共施設の計画や，民間施設に期待される機

能や設えなどについて，官民共通の具体的な

目標像及びその実現に必要な取り組みを示す

ことを目的に神戸三宮「えき≈まち空間」基本

計画を作成します。

　基本計画では，「えき≈まち空間」の整備の

考え方として，特に重要な視点となる「空間」

「交通」「景観」について考え方をまとめると

ともに，エリアマネジメントなど「えき≈まち

空間」を活かす協働の仕組みについてまとめ

ています。

２．「えき≈まち空間」の構成と特性 

　「えき≈まち空間」は，東西方向の中央幹線，南北方向の税関線（フラワーロード）をまちの骨格となる

都市軸とし，この２つの都市軸の中心の「三宮クロススクエア」と個性あふれる魅力的な「まち」で構成

されます。「三宮クロススクエア」はこれらの空間をつなげる重要な役割を担い，「えき」と「まち」との

つながりを強化し，各「まち」の特性を活かした魅力的な「まち」づくりを，地域との協働と参画により

進めてまいります。

（2）「えき≈まち空間」とは 

三宮周辺地区全体の魅力向上のためには，６つの駅を含む中心

エリアの再整備が不可欠です。そのため，「えき」（６つの駅とバ

ス乗降場）と「まち」をつなぐ空間を「えき≈まち空間」と名付

け，誰にとっても使いやすい，神戸の玄関口にふさわしい空間と

して整備します。 

また，「えき≈まち空間」の核として，三宮交差点を中心に税関

線（フラワーロード）と中央幹線の一部において，人と公共交通

優先の空間「三宮クロススクエア」を創出します。 

 

 

 

（3）基本計画策定の目的と構成 

「えき≈まち空間」の実現には，行政と民間事業者が今

後整備する施設や公共空間について，相互に空間計画を

調整し，設計に反映させていくとともに，その空間をど

のように利活用，管理運営していくかが重要です。その

ため，「三宮クロススクエア」をはじめとする公共施設の

計画や，民間施設に期待される機能や設えなどについて，

官民共通の具体的な目標像及びその実現に必要な取り組

みを示すことを目的に神戸三宮「えき≈まち空間」基本計

画を策定しました。 

基本計画では，「えき≈まち空間」の整備の考え方とし

て，特に重要な視点となる「空間」「交通」「景観」につ

いて考え方をまとめるとともに，エリアマネジメントな

ど「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組みについてまと

めています。 

 

２．「えき≈まち空間」の構成と特性  
「えき≈まち空間」は，東西方向の中央幹線，南北方向の税関線（フラワーロード）をまちの骨格とな

る都市軸とし，この２つの都市軸の中心の「三宮クロススクエア」と個性あふれる魅力的な「まち」で

構成されます。「三宮クロススクエア」はこれらの空間をつなげる重要な役割を担い，「えき」と「まち」

とのつながりを強化し，５つの「まち」の特性を活かした魅力的な「まち」づくりを，地域との協働と

参画により進めてまいります。 

1. 三宮の６つの駅があたかも一つの大きな「えき」となるような空間 
2. 「えき」と「まち」が⾏き来しやすく，より便利で回遊性を⾼める空間 
3. 美しき港町・神⼾の⽞関⼝にふさわしい象徴となる空間 

３．「えき≈まち空間」の整備の考え方

１．基本計画策定の背景と目的 

２．「えき≈まち空間」の構成と特性

３－１ 空間の考え方 

３－２ 交通の考え方 

３－３ 景観の考え方 

４． を活かす協働の仕組み

５．今後の進め方 

６．その他考慮すべき事項 

＜神⼾三宮「えき≈まち空間」基本計画の構成＞

「えき≈まち空間」の目標像 

（2）「えき≈まち空間」とは 

三宮周辺地区全体の魅力向上のためには，６つの駅を含む中心

エリアの再整備が不可欠です。そのため，「えき」（６つの駅とバ

ス乗降場）と「まち」をつなぐ空間を「えき≈まち空間」と名付

け，誰にとっても使いやすい，神戸の玄関口にふさわしい空間と

して整備します。 

また，「えき≈まち空間」の核として，三宮交差点を中心に税関

線（フラワーロード）と中央幹線の一部において，人と公共交通

優先の空間「三宮クロススクエア」を創出します。 

 

 

 

（3）基本計画策定の目的と構成 

「えき≈まち空間」の実現には，行政と民間事業者が今

後整備する施設や公共空間について，相互に空間計画を

調整し，設計に反映させていくとともに，その空間をど

のように利活用，管理運営していくかが重要です。その

ため，「三宮クロススクエア」をはじめとする公共施設の

計画や，民間施設に期待される機能や設えなどについて，

官民共通の具体的な目標像及びその実現に必要な取り組

みを示すことを目的に神戸三宮「えき≈まち空間」基本計

画を策定しました。 

基本計画では，「えき≈まち空間」の整備の考え方とし

て，特に重要な視点となる「空間」「交通」「景観」につ

いて考え方をまとめるとともに，エリアマネジメントな

ど「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組みについてまと

めています。 

 

２．「えき≈まち空間」の構成と特性  
「えき≈まち空間」は，東西方向の中央幹線，南北方向の税関線（フラワーロード）をまちの骨格とな

る都市軸とし，この２つの都市軸の中心の「三宮クロススクエア」と個性あふれる魅力的な「まち」で

構成されます。「三宮クロススクエア」はこれらの空間をつなげる重要な役割を担い，「えき」と「まち」

とのつながりを強化し，５つの「まち」の特性を活かした魅力的な「まち」づくりを，地域との協働と

参画により進めてまいります。 

1. 三宮の６つの駅があたかも一つの大きな「えき」となるような空間 
2. 「えき」と「まち」が⾏き来しやすく，より便利で回遊性を⾼める空間 
3. 美しき港町・神⼾の⽞関⼝にふさわしい象徴となる空間 

３．「えき≈まち空間」の整備の考え方

１．基本計画策定の背景と目的 

２．「えき≈まち空間」の構成と特性

３－１ 空間の考え方 

３－２ 交通の考え方 

３－３ 景観の考え方 

４． を活かす協働の仕組み

５．今後の進め方 

６．その他考慮すべき事項 

＜神⼾三宮「えき≈まち空間」基本計画の構成＞

「えき≈まち空間」の目標像 
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３．「えき≈まち空間」の整備の考え方

（１）空間の考え方

　「えき≈まち空間」は，快

適で利便性が高く，美しい

景観が備わり，様々な市民

活動が展開される場としま

す。

ここでは，行政が中心と

なって整備する道路や広場

等の「公共施設」と周辺の

「民間施設」の公共的な空間
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【「三宮クロススクエア」のゾーニングとイメージ】

　公共空間と沿道建築物が一体となった，にぎわい空間の創出を図るため，都市軸や，周辺の「まち」の

特性を踏まえ，「三宮クロススクエア」を５つにゾーニングします。

＜公共施設の整備イメージ＞

新たなバスターミナル
の新設 

JR 南駅前広場の
再編 

JR 北駅前広場の
拡充 

JR 東駅前広場の
新設

「三宮クロススクエア」の創出 

阪急北駅前広場の
拡充 

阪急⻄駅前広場の
新設 
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【「三宮クロススクエア」のゾーニングとイメージ】 

公共空間と沿道建築物が一体となった，にぎわい空間の創出を図るため，都市軸や，周辺の「まち」

の特性を踏まえ，「三宮クロススクエア」を５つにゾーニングします。 

 

＜公共施設の整備イメージ＞ 

デッキや地下の歩⾏者空間ネットワークの再構築 

山を望む待ち合わせ空間 

花と緑が連続する空間

日常的なにぎわいや 

大規模なイベントの広場 

人が集い憩う広場 
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「三宮クロススクエア」の５つのゾーニング

東側 日常的なにぎわいや大規模なイベントにも対応できる「にぎわいゾーン」

西側 元町方面へつながる通り空間として人が集い憩うための「うるおいと集いゾーン」

北側
六甲山を望む新たな視点場を設けるとともに，北野方面へのアプローチ空間として
「山を感じる自然ゾーン」

中央
神戸の玄関口“三宮”を印象づける場として，神戸の「顔」にふさわしい空間を形成する
「象徴ゾーン」

南側
東遊園地を経てウォーターフロントへ誘う空間を確保し，花と緑の連続や海へのつながりを意識した「海
へつながる環境ゾーン」

（２）交通の考え方

　「えき≈まち空間」では，地上においては人と公共交通優先の空間である「三宮クロススクエア」を創出

します。さらに，民間施設も活用しながら地下・地上・デッキの３層をボイド
※
でつなぐことにより，上

下移動しやすい空間とします。その結果，「えき」と「まち」が平面的にも立体的にもつながることで，６

つの駅があたかも１つの大きな「えき」となり，「えき」と「まち」が行き来しやすく，高齢者や子育て世

代の方等，誰にとってもより便利で回遊性の高い空間となります。

　「えき≈まち空間」を含む都心を歩行者が中心のまちにするため，総合的な交通体系を，「自動車」，「歩

行者」及び「公共交通」の３つの視点から考えます。

　ここでは，「えき≈まち空間」の交通について，「歩行者交通」，「公共交通・自動車交通」に分類して考え

方を示すとともに，「都心における交通体系」をまとめて示します。

［※ボイド：わかりやすい縦動線（EV ＋エスカレーター）＋滞留空間］

【歩行者交通】

　・「えき」から「えき」への乗り換えをわかりやすくし，誰もが移動しやすい動線を確保します。

　・歩行者空間を充実し，「えき」から「まち」への回遊性を向上させます。

＜「えき」から「まち」への回遊性のイメージ＞

「三宮クロススクエア」の５つのゾーニング 
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した「海へつながる環境ゾーン」 
 

（2）交通の考え方 

基本的な考え方として，「えき≈まち空間」は，ユニバーサルデザインに配慮した空間とし，地上にお

いては人と公共交通優先の空間である「三宮クロススクエア」を創出します。さらに，民間施設も活用

しながら地下・地上・デッキの３層をボイド※でつなぐことにより，上下移動しやすい空間とします。そ

の結果，「えき」と「まち」が平面的にも立体的にもつながることで，６つの駅があたかも１つの大きな

「えき」となり，「えき」と「まち」が行き来しやすく，高齢者や子育て世代の方等，誰にとってもより

便利で回遊性の高い空間となります。 

「えき≈まち空間」を含む都心を歩行者が中心のまちにするため，総合的な交通体系を，「自動車」，「歩

行者」及び「公共交通」の３つの視点から考えます。 

ここでは，「えき≈まち空間」の交通について，「歩行者交通」，「公共交通・自動車交通」に分類して考え

方を示すとともに，「都心における交通体系」をまとめて示します。 

[※ボイド空間：わかりやすい縦動線（EV＋エスカレーター）＋滞留空間] 
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【公共交通・自動車交通】

　・駅前広場を再編，拡充，新設し，「えき≈まち空間」や交通結節点である駅まで近寄りやすい環境を整

備します。

　・「えき≈まち空間」内に移動支援の拠点を設け，誰もが移動しやすい環境を整備します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都心における交通体系】

　「えき≈まち空間」を含む都心を歩行者が中

心のまちにするため，総合的な交通体系を３

つの視点から考えます。「自動車交通のマネジ

メント」，「歩行環境の向上」及び「公共交通

など多様な交通手段の確保」に取り組みます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄り付き交通…「えき≈まち空間」内，またはその周辺施設を目的地とする交通 

モビリティ・スポット…「情報発信」「休憩施設」他の交通手段との「結節機能」を兼ね備えた拠点 
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（３）景観の考え方

　基本的な考え方として，「都市と自然が調和する景観」「神戸らしさを感じる“まちなみ形成”」「温かみ

のある“夜間景観”」の３つのコンセプトを掲げて取り組みます。

＜「景観デザインコード」の設定＞

　「えき≈まち空間」では，高質で洗練された一体的な都市空間を実現するため，景観デザインコードを設

定します。この景観デザインコードは，「建築物」「公共空間」「夜間景観」「屋外広告物」の４つの視点の

もと，「景観形成方針」「景観形成基準」「ガイドライン」により構成します。

＜「三宮クロススクエア」での景観形成イメージ＞

＜「三宮クロススクエア」での景観形成イメージ＞ 

（3）景観の考え方 

基本的な考え方として，「都市と自然が調和する景観」「神戸らしさを感じる“まちなみ形成”」「温かみ

のある“夜間景観”」の３つのコンセプトを掲げて取り組みます。 

 

＜「景観デザインコード」の設定＞ 

「えき≈まち空間」では，高質で洗練された一体的な都市空間を実現するため，景観デザインコードを

設定します。この景観デザインコードは，「建築物」「公共空間」「夜間景観」「屋外広告物」の４つの視

点のもと，「景観形成方針」「景観形成基準」「ガイドライン」により構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共空間の景観形成方針】 

都市軸としての特性や，沿道の「まち」の多彩な特性や将来のあり方を踏まえた空間デザインを行

います。 

空間構成 

・訪れる人へのおもてなしが感じられる居心地の良い空間 

・沿道の建築計画，エリアマネジメント等を踏まえた空間 

・段階的な整備にも対応できる空間 等 

デザイン 

・様々な構成要素（舗装，植栽，照明柱，ベンチ等）の配置やデザインの相互調整 

・利用する人，周囲のまちなみ，自然環境を引き立たせるシンプルなデザイン，素材

・空間の使われ方に応じたベンチの配置 等 

●遠景，中景，近景に配
慮した建築物のデザイン 

●公共空間と沿道建築物
で構成するにぎわい 

●海や山，空への⾒通し景
観に配慮したまちなみづくり 

●壁面線の統一と軒線の設定によ
る統一感のあるまちなみづくり 

●高層部のセットバックによる圧迫感
の軽減や空間的な広がりの確保 

●沿道の「まち」の個性を踏まえた，ゾーンごとの公共空間デザイン

公 共 空 間 建 築 物 

夜 間 景 観 屋 外 広 告 物 

景観デザインコード 

・景観形成方針 
  基準やガイドライン等の前提となる 

コンセプト 
・景観形成基準 
  法令に基づく⾏為の制限事項等 
 （主に⾏政による運⽤を想定） 
・ガイドライン 
  基準化になじまない誘導事項等 
 

＜「三宮クロススクエア」での景観形成イメージ＞ 

（3）景観の考え方 

基本的な考え方として，「都市と自然が調和する景観」「神戸らしさを感じる“まちなみ形成”」「温かみ

のある“夜間景観”」の３つのコンセプトを掲げて取り組みます。 

 

＜「景観デザインコード」の設定＞ 

「えき≈まち空間」では，高質で洗練された一体的な都市空間を実現するため，景観デザインコードを

設定します。この景観デザインコードは，「建築物」「公共空間」「夜間景観」「屋外広告物」の４つの視

点のもと，「景観形成方針」「景観形成基準」「ガイドライン」により構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共空間の景観形成方針】 

都市軸としての特性や，沿道の「まち」の多彩な特性や将来のあり方を踏まえた空間デザインを行

います。 

空間構成 

・訪れる人へのおもてなしが感じられる居心地の良い空間 

・沿道の建築計画，エリアマネジメント等を踏まえた空間 

・段階的な整備にも対応できる空間 等 

デザイン 

・様々な構成要素（舗装，植栽，照明柱，ベンチ等）の配置やデザインの相互調整 

・利用する人，周囲のまちなみ，自然環境を引き立たせるシンプルなデザイン，素材

・空間の使われ方に応じたベンチの配置 等 

●遠景，中景，近景に配
慮した建築物のデザイン 

●公共空間と沿道建築物
で構成するにぎわい 

●海や山，空への⾒通し景
観に配慮したまちなみづくり 

●壁面線の統一と軒線の設定によ
る統一感のあるまちなみづくり 

●高層部のセットバックによる圧迫感
の軽減や空間的な広がりの確保 

●沿道の「まち」の個性を踏まえた，ゾーンごとの公共空間デザイン

公 共 空 間 建 築 物 

夜 間 景 観 屋 外 広 告 物 

景観デザインコード 

・景観形成方針 
  基準やガイドライン等の前提となる 

コンセプト 
・景観形成基準 
  法令に基づく⾏為の制限事項等 
 （主に⾏政による運⽤を想定） 
・ガイドライン 
  基準化になじまない誘導事項等 
 

【公共空間の景観形成方針】

　都市軸としての特性や，沿道の「まち」の多彩な特性や将来のあり方を踏まえた空間デザインを行いま

す。

空間構成
・訪れる人へのおもてなしが感じられる居心地の良い空間
・沿道の建築計画，エリアマネジメント等を踏まえた空間
・段階的な整備にも対応できる空間　等

デザイン
・様々な構成要素（舗装，植栽，照明柱，ベンチ等）の配置やデザインの相互調整
・利用する人，周囲のまちなみ，自然環境を引き立たせるシンプルなデザイン，素材
・空間の使われ方に応じたベンチの配置　等
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【建築物の景観形成方針】

　公共空間と沿道建築物が一体的な都市空間を構成することで相互ににぎわいを呼び込むことができるよ

う，また玄関口にふさわしい，ゆとりある神戸らしさが感じられるまちなみを形成するよう誘導します。

　①壁面線の統一と軒線の設定による一体感のあるまちなみづくり

　　　「三宮クロススクエア」では，公共空間と建築物相互のにぎわい形成をより密接にし，かつ壁面位

置の統一を図るため，道路境界線から建築物低中層部の壁面までの距離が小さくなるように誘導しま

す。また，一体感のあるまちなみの形成と大規模建築物による圧迫感の軽減，空間的な広がりを確保

するために，建築物の高層部の壁面位置や軒線の高さを誘導します。

　②低層部のにぎわいづくり

　　　「三宮クロススクエア」と沿道建築物が接

する中間領域では，建築物低層部に回廊状の

ピロティを確保するとともに，デザインの連

続性を確保する等，道路境界線を意識させな

い一体的な空間を構成するよう誘導します。

　③高層部・中層部・低層部のデザイン

　　　建築物内部のにぎわいが外部からも感じ取れるよう開口部

を大きく確保する，風格あるまちなみに調和する穏やかで親

しみやすい配色や外壁デザインで構成する等，建築物の高層

部，中層部，低層部それぞれの部位できめ細やかな景観形成

に取り組みます。

　④三宮交差点の顔づくり

　　　交差点を形成する沿道建築物は，それぞれの「まち」への

玄関口となるため，「三宮クロススクエア」に対しての顔づく

りや魅力的なコーナーデザインの創出等，「えき≈まち空間」

の象徴となるような景観形成に取り組みます。

【夜間景観の景観形成方針】

　おもてなし感あふれる温かみのある景観が夜間も感じられるよ

う，夜間景観の形成に取り組みます。

方

針

・建築デザインの個性を活かす照明で，メリハリのある夜間景観
・温かみのある色温度照明（3000ケルビン程度）
・公共空間，建築物，外構の照明計画にかかる相互調整　　　等

【屋外広告物のコントロール方針】

　景観の阻害要因とならないよう，地区や通りの景観特性を意識した設置形態，デザイン，内容とするこ

とで，建築物とあわせて魅力的な駅前景観の形成に取り組みます。

＜地域との協働と参画による景観づくり＞

　「えき≈まち空間」にかかる様々な空間構成について，計画段階

から完成後の将来形まで，調整の仕組みづくりも含めて，地域の

方々との協働と参画による，「えき≈まち空間」の形成に取り組ん

でいきます。

【建築物の景観形成方針】 

公共空間と沿道建築物が一体的な

都市空間を構成することで相互にに

ぎわいを呼び込むことができるよう，

また玄関口にふさわしいゆとりある

神戸らしさが感じられるまちなみを

形成するよう誘導します。 

①壁面線の統一と軒線の設定による

一体感のあるまちなみづくり 

②低層部のにぎわいづくり 

③高層部・中層部・低層部のデザイン 

④三宮交差点の顔づくり 

 

 

 

【夜間景観の景観形成方針】 

おもてなし感あふれる温かみのある景観が夜間も感じられるよう，

夜間景観の形成に取り組みます。 

方 

針 

・建築デザインの個性を活かす照明で，メリハリのある夜間景観

・温かみのある色温度照明（３０００ケルビン程度） 

・公共空間，建築物，外構の照明計画にかかる相互調整   等

 

【屋外広告物のコントロール方針】 

景観の阻害要因とならないよう，地区や通りの景観特性を意識した設置形態，デザイン，内容とす

ることで，建築物と併せて魅力的な駅前景観の形成に取り組みます。 

 

＜地域との協働と参画による景観づくり＞ 

 「えき≈まち空間」にかかる様々な空間構成について，計画段階か

ら完成後の将来形まで，調整の仕組みづくりも含めて，地域の方々と

の協働と参画による，「えき≈まち空間」の形成に取り組んでいきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「壁面線の統一と軒線の設定による一体感のあるまちなみづくり」

「低層部のにぎわいづくり」イメージ＞ 

＜ピロティ空間の活用例＞

【建築物の景観形成方針】 

公共空間と沿道建築物が一体的な

都市空間を構成することで相互にに

ぎわいを呼び込むことができるよう，

また玄関口にふさわしいゆとりある

神戸らしさが感じられるまちなみを

形成するよう誘導します。 

①壁面線の統一と軒線の設定による

一体感のあるまちなみづくり 

②低層部のにぎわいづくり 

③高層部・中層部・低層部のデザイン 

④三宮交差点の顔づくり 

 

 

 

【夜間景観の景観形成方針】 

おもてなし感あふれる温かみのある景観が夜間も感じられるよう，

夜間景観の形成に取り組みます。 

方 

針 

・建築デザインの個性を活かす照明で，メリハリのある夜間景観

・温かみのある色温度照明（３０００ケルビン程度） 

・公共空間，建築物，外構の照明計画にかかる相互調整   等

 

【屋外広告物のコントロール方針】 

景観の阻害要因とならないよう，地区や通りの景観特性を意識した設置形態，デザイン，内容とす

ることで，建築物と併せて魅力的な駅前景観の形成に取り組みます。 

 

＜地域との協働と参画による景観づくり＞ 

 「えき≈まち空間」にかかる様々な空間構成について，計画段階か

ら完成後の将来形まで，調整の仕組みづくりも含めて，地域の方々と

の協働と参画による，「えき≈まち空間」の形成に取り組んでいきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「壁面線の統一と軒線の設定による一体感のあるまちなみづくり」

「低層部のにぎわいづくり」イメージ＞ 
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４．「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組み

（１）「えき≈まち空間」の公共空間の利活用・管理運営の考え方

　「えき≈まち空間」を神戸の玄関口にふさわしいにぎわいのある空間とするために，市民，民間事業者，

行政等が連携して，公共空間の利活用，管理運営を行う「エリアマネジメント」に取り組みます。

　　　多様な関係者の協働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提供されるサービスの種類

４．「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組み 

（1）「えき≈まち空間」の公共空間の利活用・管理運営の考え方 

「えき≈まち空間」を神戸の玄関口にふさわしいにぎわいのある空間とするために，市民，民間事業者，

行政等が連携して，公共空間の利活用，管理運営を行う「エリアマネジメント」に取り組みます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「えき≈まち空間」でのエリアマネジメントのコンセプト】 

 

 

 

 

 

（2）民間事業者との協働の仕組み 

官民の協働によりスピード感を持って都心の再整備を推進していく必要があるため，民間事業者との

協働の仕組みを民間事業者等のご意見も伺いながら検討を進めます。 

【エリアマネジメントによる民間事業の促進・誘導のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「えき≈まち空間」の整備に資する民間事業を促進・誘導する方策について】 

「えき≈まち空間」の整備に民間事業者の積極的な参画を促すために，民間事業者が公共空間を創出

しやすくするための方策や「えき≈まち空間」にふさわしい建物更新を促進する方策などを検討します。 

 

 

エリアマネジ

メント組織 

まちづくり 
協議会 

経済活動団体 市⺠

専門家 神⼾市
⺠間事業者 

公共空間の 

利活⽤・ 

管理運営 
環境
防災
防犯

ルール
づくり

広報 にぎわい 
（利⽤） 

公共空間
管理 

交通 

小さなゴールを積み重ねた 

成功体験型のプロセスづくり 
場所が完成する前から 

始める活動づくり 

ハードの進捗に合わせた 

成⻑型の組織づくり 

  

多様な関係者の協働 提供されるサービスの種類 

「三宮クロススクエア」を中心とした「えき≈まち空間」の魅⼒アップから 

「えき≈まち空間」 周辺 神⼾市全体
神⼾の⽞関⼝としての

魅⼒が向上 
周辺エリアへの波及 神⼾市全体での活性化 

『⺠間事業の促進・誘導』 

・快適な環境や美しいまちなみの形成による資産価値の保全・増進 
・ブランド⼒の形成や安全・安心な地域づくり 等

効果 
（メリット） 

【「えき≈まち空間」でのエリアマネジメントのコンセプト】

４．「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組み 

（1）「えき≈まち空間」の公共空間の利活用・管理運営の考え方 

「えき≈まち空間」を神戸の玄関口にふさわしいにぎわいのある空間とするために，市民，民間事業者，

行政等が連携して，公共空間の利活用，管理運営を行う「エリアマネジメント」に取り組みます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「えき≈まち空間」でのエリアマネジメントのコンセプト】 

 

 

 

 

 

（2）民間事業者との協働の仕組み 

官民の協働によりスピード感を持って都心の再整備を推進していく必要があるため，民間事業者との

協働の仕組みを民間事業者等のご意見も伺いながら検討を進めます。 

【エリアマネジメントによる民間事業の促進・誘導のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「えき≈まち空間」の整備に資する民間事業を促進・誘導する方策について】 

「えき≈まち空間」の整備に民間事業者の積極的な参画を促すために，民間事業者が公共空間を創出

しやすくするための方策や「えき≈まち空間」にふさわしい建物更新を促進する方策などを検討します。 

 

 

エリアマネジ

メント組織 

まちづくり 
協議会 

経済活動団体 市⺠

専門家 神⼾市
⺠間事業者 

公共空間の 

利活⽤・ 

管理運営 
環境
防災
防犯

ルール
づくり

広報 にぎわい 
（利⽤） 

公共空間
管理 

交通 

小さなゴールを積み重ねた 

成功体験型のプロセスづくり 
場所が完成する前から 

始める活動づくり 

ハードの進捗に合わせた 

成⻑型の組織づくり 

  

多様な関係者の協働 提供されるサービスの種類 

「三宮クロススクエア」を中心とした「えき≈まち空間」の魅⼒アップから 

「えき≈まち空間」 周辺 神⼾市全体
神⼾の⽞関⼝としての

魅⼒が向上 
周辺エリアへの波及 神⼾市全体での活性化 

『⺠間事業の促進・誘導』 

・快適な環境や美しいまちなみの形成による資産価値の保全・増進 
・ブランド⼒の形成や安全・安心な地域づくり 等

効果 
（メリット） 

（２）民間事業者との協働の仕組み

官民の協働によりスピード感を持って都心の再整備を推進していく必要があるため，民間事業者との協働

の仕組みを民間事業者等のご意見も伺いながら検討を進めます。

【エリアマネジメントによる民間事業の促進・誘導のイメージ】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三宮クロススクエア」を中⼼とした「えき≈まち空間」の魅⼒アップから 

「えき≈まち空間」 神⼾市全体
神⼾の⽞関⼝としての

魅⼒が向上 
周辺エリアへの波及 神⼾市全体での活性化 

『⺠間事業の促進・誘導』 

周辺

・快適な環境や美しいまちなみの形成による資産価値の保全・増進 
・ブランド⼒の形成や安全・安⼼な地域づくり 等

効果 
(メリット) 

【民間事業を促進・誘導する方策について】

　民間事業をより促進・誘導するために，建物更新を促進することや民間事業者が公共空間を創り出しや

すくするための方策を検討します。

10行政資料（住宅都市）⑦.indd   80 2018/03/16   16:43:10



80
・

81
・

５．今後の進め方

　「えき≈まち空間」は，公共事業，民間事業ともに段階的に進んでいきます。なかでも，「三宮クロスス

クエア」については，社会実験や周辺の交通対策を行いながら，徐々に車線を減少し歩道を拡幅していく

等，段階的に進めていきます。

「段階整備のイメージ」は，主に公共施設部分を示したものです。
今後，関係者と協議・調整の上，変更になる場合があります。　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「三宮クロススクエア」を中⼼とした「えき≈まち空間」の魅⼒アップから 

「えき≈まち空間」 周辺 神⼾市全体
神⼾の⽞関⼝としての

魅⼒が向上 
周辺エリアへの波及 神⼾市全体での活性化 

『⺠間事業の促進・誘導』 

・快適な環境や美しいまちなみの形成による資産価値の保全・増進 
・ブランド⼒の形成や安全・安⼼な地域づくり 等

効果 
(メリット) 
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新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画

１．基本計画策定の背景と目的

　三宮駅周辺の中・長距離バスについては，駅の東西６箇所に乗り場が分散し，利便性や交通弱者への配

慮が十分でないことや，一部の交差点にバスが集中して慢性的に渋滞が発生しているなどの課題がありま

す。

　そこで，これらの課題を解消しつつ，交通結節点としての大幅な強化を図るため，基本構想において，

現在，分散している中・長距離バス乗降場を，既存の三宮バスターミナルとの一体的利用や高速道路から

の交通アクセス性の良さ等の理由から，中央区雲井通５・６丁目エリアに集約し，新たなバスターミナル

を整備することを位置づけました。

　また同エリアは，JR 三ノ宮駅の東の直近に位置しており，ポテンシャルが高く，神戸の活性化に寄与

する有効的な利用を行うことが求められるエリアでもあります。

　そこで，新たなバスターミナルの整備に加え，都市間競争において選ばれるための魅力・活力を創造す

る都心にふさわしい高質な都市機能の集積を図ることで，世界に貢献する国際都市神戸としての発展に繋

げていきます。

　今回，策定した『新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画（以

下，基本計画）』（平成30年３月）は，神戸市が新たなバスターミナルと対象エリアの再整備の事業化に向

けた基本的事項についてまとめたものです。今後，この基本計画に沿って，地元地権者が中心となり，行

政や公共施設管理者等の協力を得ながら，民間事業者の技術やノウハウを活用しつつ事業化を進めていく

ものとしており，バスターミナルの規模や配置，導入する機能や事業費などについては，具体的な事業計

画を策定していく中で，検討を進めていきます。

新たなバスターミナルの整備イメージ

新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画 

 

１．基本計画策定の背景と目的 

 三宮駅周辺の中・長距離バスについては，駅の東西６箇所に乗り場が分散し，利便性や交通弱者への

配慮が十分でないことや，一部の交差点にバスが集中して慢性的に渋滞が発生しているなどの課題があ

ります。 
 そこで，これらの課題を解消しつつ，交通結節点としての大幅な強化を図るため，基本構想において，

現在，分散している中・長距離バス乗降場を，既存の三宮バスターミナルとの一体的利用や高速道路か

らの交通アクセス性の良さ等の理由から，中央区雲井通 5・6丁目エリアに集約し，新たなバスターミナ

ルを整備することを位置づけました。 
また同エリアは，JR 三ノ宮駅の東の直近に位置しており，ポテンシャルが高く，神戸の活性化に寄与

する有効的な利用を行うことが求められるエリアでもあります。 
そこで，新たなバスターミナルの整備に加え，都市間競争において選ばれるための魅力・活力を創造

する都心にふさわしい高質な都市機能の集積を図ることで，世界に貢献する国際都市神戸としての発展

に繋げていきます。 
今回，策定した『新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画

（以下，基本計画）』（平成 30 年 3 月）は，神戸市が，新たなバスターミナルと対象エリアの再整備の事

業化に向けた基本的事項についてまとめたものです。今後，この基本計画に沿って，地元地権者が中心

となり，行政や公共施設管理者等の協力を得ながら，民間事業者の技術やノウハウを活用しつつ事業化

を進めていくものとしております。 
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乗降場イメージ

待合空間イメージ
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２．再整備のコンセプト

　本再整備のコンセプトは以下の５点を考えております。

（１）中・長距離バス移動を主体とした新たな玄関口の創出

　神戸・三宮がバス移動の新たな拠点となって，人の移動のみならず情報や文化交流等を受発信する新た

な玄関口を創出する。

（２）神戸ならではの魅力と高いポテンシャルを活かした新たな都市機能の集積

　オフィスやホテルといった都心にふさわしい機能の導入に加え，神戸ならではの魅力を活かした新たな

都市機能の集積を図る再整備を行うことで，まちの魅力を高めていく。

（３）地域の特色を活かした賑わい空間の形成

　地元の地権者が営む路面型の商業店舗などが生み出してきた賑わいなど，三宮東地域の特色を活かした

計画とする。

（４）三宮駅周辺におけるモーダルコネクトの強化と未来志向の取り組み

　モーダルコネクトの強化を図るとともに，先進的技術を用いた移動の円滑化支援など，未来の道路空間

のあり方を志向する取り組みを推進していく。

（５）官民一体となった事業推進体制の構築

　市や国，県と地元地権者や関係事業者等に加え，民間事業者の技術やノウハウを積極的に活用できる環

境を整え，官民一体となって事業の推進・運用を図る。

３．再整備の進め方

　雲井通５・６丁目の再整備においては，一体的な利用動線に配慮して整備することを前提としつつ，地

域の実情等を考慮して，以下の３つのブロックに分けることとします。それぞれの地権者が中心となって

協議を行いながら，段階的に施行するものとします。

対象範囲とブロック分けのイメージ
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４．目標スケジュール

　　目標スケジュールは下記のとおりとし，ブロックごとに事業化を進めていくものとします。

　○Ⅰ期について

　　・平成29年度：事業手法の確定

　　・平成30～31年度：事業計画策定，都市計画・事業計画手続き

　　・平成32～37年度頃：権利調整手続き，従前建物の解体工事，現地施設整備工事，

　　　　　　　　　　　　Ⅰ期バスターミナル暫定使用開始

　○Ⅱ期について

　　Ⅰ期完成頃の事業着手を目指して，Ⅰ期とほぼ同様のスケジュールで順次進めていく。

　○Ⅲ期以降については，Ⅰ期・Ⅱ期と並行して将来需要をみながら具体化を検討

５．バス乗降場の集約の考え方

【配置】

　バス乗降場集約の基本的な考え方としては，降車場は目的地へ移動するための鉄道・タクシー等への乗

り継ぎニーズが高い一方で，乗車場は発券場や待合等の滞留空間を必要とするなど，降車と乗車で利用者

ニーズが異なる傾向にあることから，乗車場と降車場を分けて配置するものとします。

　降車エリアについては，より街の中心に近く，鉄道駅やタクシー乗り場にも隣接するミント神戸１階の

三宮バスターミナルを再編して集約することで，神戸を訪れた利用者の回遊性と乗継利便性の向上を図る

ものとします。

　乗車エリアについては，雲井通５・６丁目に新たに整備するバスターミナルに集約し，高質でゆとりあ

る待合空間等の整備や，物販店などの商業施設，行き先の観光案内センター等の施設の配置を検討するこ

とで，利用者の利便性の向上を図るものとします。また，行き先方面別に乗車場を出来る限り固定するな

ど，利用者のわかりやすさに十分配慮するものとします。

降車と乗車を明確に分けるイメージ
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【規模】

　バスターミナルの規模については，現在，三宮駅周辺に分散している６箇所のバス乗降場31バースを集

約することを前提に，乗車場を現状の行き先方面別（10方面）に分けて固定し，その便数・ピーク時間帯

を考慮して算定した場合，乗車場は20バース，降車場は６バースが必要となります。これに加え，ピーク

時間が異なる場合における同一バースの使用，行き先方面の固定方法，バス運用を円滑にするための待機

スペース等を考慮すると，乗車・降車あわせて概ね25～30バースと見込まれます。

　最終的なバース数は，他都市におけるバスターミナルの運用状況や，繁忙期における臨時続行便への対

応，今後のバス便数や運行状況の変化等の将来需要を精査しつつ，都心部を起点とする観光バスへの対応

なども考慮しながら，バス事業者などとも協議し，具体の事業計画の策定等にあわせて確定していきます。

【動線計画】

　動線計画については，周辺道路網の混雑解消や，バスと他の自動車交通の錯綜を回避することを目的に，

道路管理者や交通管理者と協議をしながら，バスターミナルの出入口分散化やバス運行計画の最適化，交

差点改良などハード対策・ソフト対策を検討し，広域的な視点で適切な動線計画を立案するものとします。

　また歩行者動線についてはユニバーサルデザインを基本とし，高齢者や車椅子利用者やスーツケースな

どを持った利用者がスムーズに駅などからアクセスできる動線の確保や寄り付きスペースの整備，リフト

付高速バスの導入を見据えたバス乗降場の整備，わかりやすい案内サインの設置など，バス利用者やバス

事業者など誰もが安全に利用できる歩行者動線を確保するものとします。

６．再整備ビルの全体イメージ

【再整備ビルの構成と設え】

　神戸の特色であり魅力である〝進取の気性″といった「神戸らしさ」を受け継ぎながら，デザイン都市・

神戸にふさわしいまちなみ景観や，にぎわい・文化などのコンテンツを提供する新たな拠点をつくり出す

ものとします。

　ビルのデザインについては，「えき≈まち空間」における景観方針に対応しながら，再整備ビルの多様な

機能が表出するシンボリックなデザインとするなど，新たな神戸の玄関口にふさわしい建築物及び公共空

間の形成を図るものとします。加えて，子育て支援機能や充実や高齢者・障害者など，誰もが利用できる

ユニバーサルデザインを取り入れた施設計画を行うものとします。

再整備ビルの構成イメージ
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【整備・誘導を図る施設及び機能】

○付帯施設の充実したバスターミナルと神戸らしさを演出する周辺施設（Ⅰ期・Ⅱ期）

　ex. 高質な待合空間，快適なパウダールーム，シャワールーム，観光案内センターなど

○文化芸術を体感・発信する施設（Ⅰ期）

　ex. 最大収容1,500席以上の大規模なホール，三宮図書館など

○都心にふさわしい魅力・活力を創造する多様な機能等（Ⅰ期・Ⅱ期）

　ex. 高規格オフィス，上質なホテル，既存のにぎわい機能，緑豊かな緑化空間など

【その他，考慮すべき事項】

　自動車駐車場や自転車駐輪場については，必要な附置義務台数等を確保しつつ，「三宮クロススクエア」

の外縁部の駐車場など，今後策定する「えき≈まち空間」基本計画との整合を図るものとします。

　また「三宮駅周辺地域都市再生安全確保計画」をふまえ，わかりやすい避難場所への案内誘導など災害

時における帰宅困難者の安全の確保や，緊急避難場所・避難所として必要な機能の導入について検討を行

うものとします。

７．再整備の具体的手法

【事業手法】

　Ⅰ期・Ⅱ期における再整備ビルの事業手法については，輻輳した権利関係を権利変換手法により整理し，

公共施設の整備と都市機能の更新を同時に実現する「市街地再開発事業」を基本手法とし，整備内容によっ

て様々な事業を組み合わせて実施するものとします。また事業化に向けては，地元地権者や関係権利者の

実情に配慮し，丁寧できめ細やかに対応しながら進めていくものとします。Ⅲ期以降については，Ⅰ期・

Ⅱ期での事業実施状況や中・長距離バス，その他社会的な将来需要を見ながら，事業の具体化について検

討していくこととします。

【施行方式】

　Ⅰ期については，よりスピード感をもって事業進捗を図るため，「再開発会社施行」による実施を目指し

ます。Ⅱ期については，Ⅰ期の事業実施状況を考慮しながら，地域の実情にあった施行方式を選択してい

きます。

【民間事業者の活用等】

　できるだけ早期に民間事業者を活用しスピーディかつ安定的な事業進捗を図ります。また「特定都市再

生緊急整備地域」の指定を活かし，「都市再生特別地区」の指定や，土地利用における規制の緩和等，都市

再生制度の積極的な活用を図ります。
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４月号【特集】若い職員へ何を伝えるか

金井利之／山口道昭／嶋田暁文／荒木田岳／職員・議員から

【事例】カシニワ制度（柏市）／低CO2川崎ブランド（川崎市）

３月号【特集】災害を乗り越える職員の知恵

大杉覚／千葉実／派遣職員の視点／震災復興の現状 ほか

【事例】コーチングの活用（小田原市）／病児保育の広域化（山梨県）

２月号【特集】AI／データ／エビデンス

宮脇淳／津田博／未来カルテ／自治体監査へのAI活用 ほか

【事例】総合オンブズマン制度（国立市）／防災用品購入助成（寝屋川市）
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第２回「幸福度に関するセミナー」

（公財）荒川区自治総合研究所

 所長　猪狩　廣美 氏

○平成29年12月18日，研究所会議室

○幸福度に関して先駆的に取り組んでおられ

る荒川区の公益財団法人荒川区自治総合研究

所所長　猪狩廣美氏に，その取り組みについ

て講演いただいた。荒川区ではドメイン（事

業領域）を「区政は区民を幸せにするシステ

ムである」と定め，区のあらゆる仕事は，区

民の幸福に寄与するために行われていること

を認識し，区がめざすべき将来像を荒川区基

本構想の中で「幸福実感都市」と掲げている。

具体的な指標などを聞き，幸福度と健康との

関連など，参加者との活発な意見交換を行っ

た。

神戸の魅力発信セミナー

「雑居地が育んだ神戸の独自文化」

神戸大学経済経営研究所研究支援推進員

 小代　　薫 氏

○平成29年12月18日，神戸商工貿易センター

ビル会議室

○150年前の神戸港開港後，広範囲に設定さ

れた外国人と日本人との雑居地が市民レベル

でのオリジナル文化を生み出した。講演では

その背景や他の地域にはない独特の異人館の

建築様式や東遊園地，布引遊園の歴史，また

小代氏が出演された NHK 総合テレビ「ブラ

タモリ　＃65神戸の街」で語られなかった話

や神戸市周辺市町の話題など，盛り沢山の内

容でお話しいただいた。

　神戸都市問題研究所は，政策を検討するうえでの地域のプラットフォームとして，市民，企業，

NPO，行政関係者に集まっていただいて，随時，研究会やセミナー等を開催しています。

　今号では，「第２回幸福度に関するセミナー」「神戸の魅力発信セミナー」「第３回政策研究セ

ミナー」及び「第２回災害教訓セミナー」「第６回都市政策セミナー」をご紹介します。

研究所活動レポート
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第３回政策研究セミナー

「自学・自育による気づきで“企画力” 
“協働力・調整力” を磨く！自主研究
活動のスゝメ」

（株）公職研 月刊「地方自治職員研修」

 編集長　友岡　一郎 氏

○平成30年１月26日，神戸商工貿易センター

ビル会議室

○セミナーではまず，自治体職員にとっての

「自学」の大切さや，日々の仕事の中で，企

画力や調整力を向上させていくためにどのよ

うな姿勢が必要かということについて，友岡

氏からお話いただいた。また，会の後半には，

各自治体や大学生参加者の方々から，自らの

所属する組織の実情を踏まえ，より活発的な

自学を行うために意識するべき点について多

くの質問を出していただいた。

第２回災害教訓セミナー

「福岡県朝倉市の防災担当職員を
　迎えて」

福岡県朝倉市防災交通課長 草場　千里 氏

○平成30年１月26日，研究所会議室

○昨年７月に九州北部豪雨災害に見舞われ，

大規模な河川の氾濫，土砂崩れが発生し，家

屋や道路，橋など多くのインフラや農地が甚

大な被害を受けた福岡県朝倉市から草場防災

交通課長にお越しいただき，被害状況，緊急

時の災害対策本部の状況，迫られる判断や苦

渋の選択，訓練の必要性等について講演いた

だいた。後半は，神戸市の危機管理，治山砂

防，道路，消防等の関係部局の方から，避難

勧告に関すること，災害本部機能に関するこ

と，災害査定に関すること等，活発な質疑を

いただくとともに，沖村孝神戸大学名誉教授

に専門的見地からの意見もいただき，神戸で

も発生が懸念される土砂災害への対応のあり

方等について，共に考える意義のある場となっ

た。

第６回都市政策セミナー

「かわる家族のかたち
　－少子化社会の現状と政策的対応－」

甲南大学文学部社会学科 星　　敦士 教授

○平成30年２月27日，神戸商工貿易センター

ビル会議室

○「都市政策」170号の論文「希望する結婚・

出産の実現による出生数維持のための方策と

展望」で論じていただいた，人口減少要因の

中でも結婚行動と出生行動に焦点を当て，ど

のような施策が有効か，また更に，家族・結

婚・仕事に対する意識の動向や，個人化社会

といった内容も交えて講演いただいた。
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「都市政策」特集テーマ一覧表（第１号～第171号）

号　数 特集テーマ 発行年月日

第 １ 号 神戸の将来像 1975年11月25日

第 ２ 号 大都市財政の課題 1976年１月25日

第 ３ 号 地方自治と市民参加 1976年４月25日

第 ４ 号 都市と環境保全 1976年７月25日

第 ５ 号 都市自治の将来像 1976年10月25日

第 ６ 号 現代都市計画の課題 1977年１月25日

第 ７ 号 市民福祉の展望 1977年４月25日

第 ８ 号 地方自治体と公共サービス 1977年７月25日

第 ９ 号 戦後自治30年 1977年10月25日

第 10 号 都市と経済 1978年１月25日

第 11 号 都市と文化 1978年４月25日

第 12 号 都市の経営 1978年７月25日

第 13 号 都市行政と市民協力 1978年10月25日

第 14 号 都市と交通 1979年１月25日

第 15 号 地域開発と産業構造 1979年４月25日

第 16 号 上・下水道とエネルギー 1979年７月15日

第 17 号 都市行政と家庭 1979年10月１日

第 18 号 都市と公共投資 1980年１月15日

第 19 号 都市と行政管理 1980年４月１日

第 20 号 自治体の住宅政策 1980年７月１日

第 21 号 都市とコミュニティ 1980年10月１日

第 22 号 文化産業と都市観光 1981年１月１日

第 23 号 都市と教育 1981年４月１日

第 24 号 インナーシティ問題 1981年７月１日

第 25 号 新しい福祉 1981年10月１日

第 26 号 都市と健康 1982年１月１日

第 27 号 コンベンション都市 1982年４月１日

第 28 号 地方公営企業と下水道 1982年７月１日

第 29 号 都市と廃棄物 1982年10月１日

第 30 号 都市と景観 1983年１月１日

第 31 号 都市と農業 1983年４月１日

第 32 号 都市と住宅 1983年７月１日

第 33 号 コンベンション都市政策 1983年10月１日

　本年３月末日をもって弊研究所が解散することに伴い，季刊「都市政策」は本号（第171号）

をもって休刊いたします。長年にわたるご愛顧に対し，厚く御礼申しあげます。

　なお，これまで発刊いたしましたバックナンバーにつきまして，若干ではございますが，在

庫のある号がございますので，ご入用の際は下記までお問い合わせいただきますよう，あわせ

てお願い申しあげます。

（連絡先）みるめ書房（田中印刷出版株式会社内）　078－871－0551
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第 34 号 総合福祉施設の将来像 1984年１月１日

第 35 号 都市形成史 1984年４月１日

第 36 号 都市とスポーツ 1984年７月１日

第 37 号 自治体と国際交流 1984年10月１日

第 38 号 港湾経営の政策課題 1985年１月１日

第 39 号 自治体 OA システム 1985年４月１日

第 40 号 自治体とニューメディア 1985年７月１日

第 41 号 都市と産業振興 1985年10月１日

第 42 号 公共余暇施設の運営 1986年１月5日

第 43 号 マスタープランへの視点 1986年４月１日

第 44 号 ニューメディア・シティへの課題 1986年７月１日

第 45 号 都市開発と人口政策 1986年10月１日

第 46 号 民活と大型プロジェクトの展開 1987年１月１日

第 47 号 地域開発とその経営 1987年４月１日

第 48 号 福祉サービスの展開 1987年７月１日

第 49 号 自治体テレビ広報への視点 1987年10月１日

第 50 号 民活事業方式の検討とその展望 1988年１月１日

第 51 号 地方財政の政策的課題 1988年４月１日

第 52 号 都市生活の国際化 1988年７月１日

第 53 号 国際経済と港湾都市 1988年10月１日

第 54 号 都市と観光 1989年１月１日

第 55 号 神戸市政100周年 1989年４月１日

第 56 号 都市のアイデンティティ 1989年７月１日

第 57 号 鉄道建設とその経営 1989年10月１日

第 58 号 都市と医療 1990年１月１日

第 59 号 宮崎市政の総括 1990年４月１日

第 60 号 都市と文化産業 1990年７月１日

第 61 号 都市と公共デベロッパーの評価 1990年10月１日

第 62 号 インキュベータ政策の課題 1991年１月１日

第 63 号 インナーシティ再論 1991年４月１日

第 64 号 アーバンリゾート 1991年７月１日

第 65 号 高齢者福祉 1991年10月１日

第 66 号 住宅政策 1992年１月１日

第 67 号 地域情報化へのビジョン 1992年４月１日

第 68 号 国際化と経済振興 1992年７月１日

第 69 号 国際的機関と地域振興 1992年10月１日

第 70 号 リサイクル社会に向けて 1993年１月１日

第 71 号 神戸ハーバーランド 1993年４月１日

第 72 号 都市とイメージ 1993年７月１日

第 73 号 産業構造の再編成 1993年10月１日

第 74 号 地球環境と都市 1994年１月１日

第 75 号 高齢者と資産 1994年４月１日

第 76 号 都市鉄道と地域開発 1994年７月１日

第 77 号 エコポリス 1994年10月１日

第 78 号 マルチメディア 1995年１月１日

第 79 号 阪神大震災と神戸市復興への提言 1995年４月28日

第 80 号 阪神大震災と応急体制 1995年７月１日

第 81 号 阪神大震災と経済復興 1995年10月１日

第 82 号 阪神大震災と地域の活動 1996年１月１日
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第 83 号 阪神大震災の被害状況と復旧活動 1996年４月１日

第 84 号 阪神大震災後の新地域防災計画 1996年７月１日

第 85 号 阪神大震災と神戸港の復旧・復興 1996年10月１日

第 86 号 阪神大震災後の生活再建 1997年１月１日

第 87 号 阪神大震災後の神戸の産業復興 1997年４月１日

第 88 号 阪神大震災後の民間住宅再建 1997年７月１日

第 89 号 阪神大震災と広域応援活動 1997年10月１日

第 90 号 阪神大震災後の神戸の安全・安心まちづくり 1998年１月１日

第 91 号 阪神大震災からの復興状況 1998年４月１日

第 92 号 阪神大震災からの復興と市民活動・ボランティア 1998年７月１日

第 93 号 阪神大震災と廃棄物・リサイクル 1998年10月１日

第 94 号 阪神大震災と神戸市行財政 1999年１月１日

第 95 号 阪神大震災と復興都市計画 1999年４月１日

第 96 号 阪神大震災とこころのケア 1999年７月１日

第 97 号 阪神大震災と住宅復興政策 1999年10月１日

第 98 号 阪神大震災と経済復興の課題 2000年１月１日

第 99 号 震災復興の都市政策的検証と提言 2000年４月１日

第100号 21世紀の神戸の都市像 2000年７月１日

第101号 地方自治と都市経営　故宮崎辰雄氏追悼集 2000年10月１日

第102号 阪神・淡路大震災復興・生活再建の総括 2001年１月１日

第103号 IT 革命と地方自治体 2001年４月１日

第104号 阪神・淡路大震災と司法の課題 2001年７月１日

第105号 災害における住宅等の被害認定基準 2001年10月１日

第106号 少子・高齢化への対応 2002年１月１日

第107号 地域における新産業の創出に向けた課題 2002年４月１日

第108号 コミュニティ・ビジネスの振興と課題 2002年７月１日

第109号 公営住宅のあり方と今後の課題・方向性 2002年10月１日

第110号 大都市制度のこれから 2003年１月１日

第111号 都市の活性化と地域連携 2003年４月１日

第112号 行政コスト分析の課題 2003年７月１日

第113号 第三セクターの課題と展望 2003年10月１日

第114号 福祉と民間活力 2004年１月１日

第115号 震災復興の都市政策的検証Ⅰ 2004年４月１日

第116号 震災復興の都市政策的検証Ⅱ 2004年７月１日

第117号 ユニバーサルデザイン 2004年10月１日

第118号 阪神・淡路大震災10年 2005年１月１日

第119号 地域におけるセクター間の連携 2005年４月１日

第120号 地方自治体の人事・給与 2005年７月１日

第121号 集客観光都市の創造 2005年10月１日

第122号 空港が開く都市の未来 2006年１月１日

第123号 パブリックガバナンス―外部監査と外部評価― 2006年４月１日

第124号 地域の力を活かした防災・防犯力の強化 2006年７月１日

第125号 大学と地域・産業との連携によるまちづくり 2006年10月１日

第126号 デザインを生かしたまちづくり 2007年１月１日

第127号 ソーシャルキャピタルと地域づくり 2007年４月１日

第128号 神戸医療産業都市構想 2007年７月１日

第129号 神戸開港140年 2007年10月１日

第130号 少子高齢社会における受益と負担の関係 2008年１月１日

第131号 景観行政の変遷と意義 2008年４月１日
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第132号 ソーシャル・インクルージョン手法による地域の再生 2008年７月１日

第133号 文化創生都市づくりとビエンナーレ 2008年10月１日

第134号 これからの神戸づくりの論点 2009年１月１日

第135号 大都市制度 2009年４月１日

第136号 都市の就業戦略 2009年７月１日

第137号 環境共生都市づくり 2009年10月１日

第138号 阪神・淡路大震災の教訓は危機管理にどのように生かされているか 2010年１月１日

第139号 分譲マンション再建・管理をめぐる諸問題 2010年４月１日

第140号 神戸市（新長田地区）中心市街地の活性化について 2010年７月１日

第141号 大都市に期待される役割について 2010年10月１日

第142号 都市資源としての六甲山 2011年１月１日

第143号 第５次神戸市基本計画　新たな神戸づくり 2011年４月１日

第144号 自治体における科学・技術の活用 2011年７月１日

第145号 東日本大震災への神戸市の緊急・復旧対応支援 2011年10月１日

第146号 東日本大震災からの復興の推進に向けて 2012年１月１日

第147号 神戸市まちづくり条例30年 2012年４月１日

第148号 産業振興におけるスーパーコンピュータの活用 2012年７月１日

第149号 協働と参画による六甲山を生かした神戸づくり 2012年10月１日

第150号 都市戦略としてのアジアにおける都市間交流の展開 2013年１月１日

第151号 東日本大震災を教訓とした受援力強化に向けた新たな取り組み 2013年４月１日

第152号 行財政改革に向けた神戸市の外郭団体の再編 2013年７月１日

第153号 東日本大震災の復旧・復興期における被災自治体のマンパワー確保 2013年10月１日

第154号 スマート都市づくりの課題と展望 2014年１月１日

第155号 コミュニティ施策の方向性を考える 2014年４月１日

第156号 東日本大震災からの復旧・復興の現状分析と今後の課題 2014年７月１日

第157号 高齢者福祉と地域社会 2014年10月１日

第158号 大学と地域社会の連携の取り組み 2015年１月１日

第159号 商店街・小売市場の今後のあり方を考える 2015年４月１日

第160号 神戸医療産業都市の新たな展開 2015年７月１日

第161号 再考－阪神大震災からの復興20年 2015年10月１日

第162号 六甲山の保全と『良質な緑』 2016年１月１日

第163号 神戸2020ビジョン～神戸創生に向けた神戸創生戦略と一体的に策定～ 2016年４月１日

第164号 空き家問題の新展開 2016年７月１日

第165号 東日本大震災５年における神戸市の復興対応支援 2016年10月１日

第166号 神戸開港150年 2017年１月１日

第167号 経済的視点から見た地方広域圏の研究 2017年４月１日

第168号 神戸市営交通100周年を迎えて 2017年７月１日

第169号 熊本地震発災後の初動期・応急期における神戸市の支援活動 2017年10月１日

第170号 神戸市における人口問題と新たな展望 2018年１月１日

第171号 神戸の都心の将来像 2018年３月31日
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「都市政策」論文等一覧表（第１号～第171号）

タイトル 著者 分類

第１号　神戸の将来像

21世紀の神戸－人間都市神戸の基本構想 宮崎辰雄 論文

神戸の都市設計－生活空間の再構築のために 嶋田勝次 論文

神戸経済の現状と将来への展望 砂野　仁 論文

環境管理の途－神戸市の環境管理 庄司　光 論文

市民福祉の将来像－神戸の福祉ビジョン 服部　正 論文

神戸文化への期待 米山俊直 論文

市民主体都市への構図 梶　真澄 論文

基本構想と市民参加 神戸市企画局調査部 特別論文

ニューヨークのマスタープラン 安田丑作 海外レポート

新長田副都心整備構想 都市再開発研究会 研究会報告

第２号　大都市財政の課題

大都市問題と市場メカニズム 伊賀　隆 論文

地方財政における国と自治体 宮本憲一 論文

大都市財政の構造分析 橋本　徹 論文

神戸市財政の課題と展望 宮崎辰雄 論文

都市装置と交通財政 安好　匠 論文

開発者負担制度について 鈴木啓吾 論文

家計と神戸市財政 松原喜美子 論文

自動車公害対策と道路環境管理権 山田幸男 特別論文

課税自主権をめぐって 高寄昇三 特別論文

イギリスの広域用水公団（RWA）の発足 能勢哲也 海外レポート

第３号　地方自治と市民参加

地方自治制度と市民参加 山田幸男 論文

市民参加と政策決定 宮崎辰雄 論文

住民運動の実践的課題 遠藤　晃 論文

住民参加の制度的考察 高寄昇三 論文

都市における住民組織 長島　隆 論文

公共事業と市民参加 上羽慶市 論文

企業の社会的責任と地域参加 山田昇一 論文

市民参加と区行政の課題 佐野雄一郎 特別論文

全世帯調査と市民意識 板東　慧 特別論文

英国の都市計画と市民参加 地方自治研究会 海外レポート

板宿における住民参加の町づくり 宮本隆男 応募論文

第４号　都市と環境保全

環境法の現況と課題Ⅰ 西原道雄 論文

環境影響事前評価制度について 村田哲夫 論文

権利としての入浜権構想 田中唯文 論文

環境行政の政策的課題 宮崎辰雄 論文

自動車公害防止条例の意義と役割 野中　明 論文

都市緑化の課題と展望 矢木　勉 論文

企業における公害防止対策 桜田利雄 論文

養浜事業と海岸防災 古米　浩 論文
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都市行政の研究の回顧 竹中龍雄 特別論文

六甲山環境保全構想 六甲山環境保全研究会 研究会報告

米国における環境管理行政の動向 地方自治研究会 海外レポート

第５号　都市自治の将来像

地方自治の現代的課題 室井　力 論文

都市自治の実践的課題 宮崎辰雄 論文

現代国家と地方自治 中村五郎 論文

憲法と地方自治 浦部法穂 論文

自治立法権の理論的考察 高寄昇三 論文

市民組織の課題と展望 小林博司 論文

婦人団体と市政参加 妹尾美智子 論文

市民政治意識の変遷に関する分析 田中國夫 特別論文

環境法の現況と課題Ⅱ 西原道雄 特別論文

都市自治と市民参加 坂本充郎 応募論文

「ミラノ大都市市長会議」報告 井尻昌一 海外レポート

第６号　現代都市計画の課題

現代都市計画を点検する 三村浩史 論文

都市景観の設計 嶋田勝次 論文

コミュニティ・プランニングの課題 多胡　進 論文

都市計画行政の課題と展望 宮崎辰雄 論文

住宅政策の課題 金野勝美 論文

地域開発の系譜 宮永清一 論文

都市景観保全の方策 高田　昇 論文

「環境カルテ」の意義と役割 笹山幸俊 特別論文

都市財政と都市開発 塩見　譲 特別論文

宅地開発指導要綱の法制的考察 高寄昇三 特別論文

都市の生活空間の創造の為に 武田則明 応募論文

英国における歴史的建築・環境保全 安田丑作 海外レポート

ブルーウォーター作戦 神戸都市設計研究会 研究論文

第７号　市民福祉の展望

市民福祉の概念 岡村重夫 論文

福祉と費用負担 上田千秋 論文

神戸市福祉条例の意義と役割 柳瀬俊郎 論文

地域福祉とボランティア活動 今井鎮雄 論文

社会福祉協議会の課題と展望 和気島尚志 論文

社会福祉施設と地域の関係 川村尚道 論文

摂津訴訟判決をめぐって 高寄昇三 論文

人間都市へのフィジカルプラン 末岡利雄 特別論文

欧米自治への考察Ⅰ 宮崎辰雄 特別論文

「市民福祉」概念の基本原則 増田金重 応募論文

ニュージーランドの福祉 大矢富子 海外レポート

身障者をとりまく都市環境の整備 田中直人 研究論文

第８号　地方自治体と公共サービス

公共サービスの本質と限界 足立忠夫 論文

公共サービスの決定過程 坂本忠次 論文
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都市サービスと公共料金 山本栄一 論文

公共サービスの供給システム 安田八十五 論文

公共サービスと市民の協力 太田修治 論文

使用料・手数料概念と利用者負担 高島　博 論文

市民生活と公共サービス 宮崎奈美子 論文

広聴システムと市民相談 板東　慧 特別論文

欧米自治への考察Ⅱ 宮崎辰雄 特別論文

使用料の適正負担と実態分析 使用料問題研究会 研究会報告

諸外国の水道事情 神戸市水道局総務部調査課 海外レポート

第９号　戦後自治30年

地方自治の本旨 山田幸男 論文

戦後30年－行政管理へ 村松岐夫 論文

カリフォルニアの地方公共団体制度 ショー・サトウ 論文

東京都の戦後30年 綿引政孝 論文

倉敷市の戦後30年 由比浜省吾 論文

神戸市の戦後30年 高寄昇三 論文

地方自治と市民生活 山本マサ 論文

地方自治と自治体職員 大野良孝 論文

欧米自治への考察Ⅲ 宮崎辰雄 特別論文

伊丹市における航空公害行政 益尾宏之 応募論文

イタリア地方自治の入口で 木下敏郎 海外レポート

第10号　都市と経済

都市と産業構造 新野幸次郎 論文

都市と商業 田村正紀 論文

神戸経済の現状と市の経済施策 宮岡寿雄 論文

都市化と農業 大野敬一 論文

ファッション都市の課題 長田隆造 論文

ケミカルシューズ産業の課題と将来 安本太郎 論文

生活を売るあすの商店街 森本泰好 論文

都市先端企業と地域経済 松本幹郎 論文

市民のための企業分析のあり方 吉田　寛 特別論文

地方財務会計制度の改革 高寄昇三 特別論文

ニューヨークの経済再建 地方自治研究会 海外レポート

第11号　都市と文化

都市経済と文化開発 米花　稔 論文

都市文化と市民生活 米山俊直 論文

都市と港湾文化 杉浦昭典 論文

あたらしい文化行政をさぐる 諸岡博熊 論文

伝統文化と都市行政 山添敏文 論文

神戸市の文化行政 的場邦彦／溝橋戦夫 論文

欧米自治への考察Ⅳ 宮崎辰雄 特別論文

都市経営システムの開発 都市経営システムの開発 特別論文

第12号　都市の経営

自治体と企業経営 伊賀　隆 論文

都市経営と行政需要 板東　慧 論文
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地方自治体会計の近代化と情報開示 吉田　寛 論文

都市経営の理論 宮崎辰雄 論文

地域社会経営 近見敏之 論文

外郭団体の経営実態 是常福治／高寄昇三 論文

高齢者事業団の現況 森川盛美 論文

欧米自治への考察Ⅴ 宮崎辰雄 特別論文

第13号　都市行政と市民協力

市民公共学の提唱 足立忠夫 論文

行政責任の課題をめぐって 水口憲人 論文

公共サービスと社会的選択 能勢哲也 論文

自治体行政サービスの実態 小西秀朋 論文

廃棄物行政と市民協力 坪田健児 論文

救急医療の実態分析 中村　温 論文

「すぐやる課」住民需要への対応 友野　守 論文

欧米自治への考察Ⅵ 宮崎辰雄 特別論文

市民スポーツ振興構想 市民スポーツ振興研究会 研究会報告

第14号　都市と交通

都市交通の課題と展望 秋山一郎 論文

都市構造と交通体系 枝村俊郎 論文

これからの都市交通 三輪吉郎 論文

シンガポールの都市交通政策 阿部泰隆 論文

神戸市における公営交通の実態 伊藤治行 論文

新交通システムの導入 砂田隆助 論文

広島市の路面電車 編集部 都市政策ルポ

欧米自治への考察Ⅶ 宮崎辰雄 特別論文

港湾経営の課題 宮本　實 特別論文

地方財務会計制度の改革に関する研究 地方財務会計制度研究会 研究会報告

ニューヨーク市における公営交通事業の概要 神戸市交通局 海外レポート

第15号　地域開発と産業構造

都市と地域開発 宮本憲一 論文

低成長下における大都市の産業構造 小森星児 論文

基幹産業と都市構造 森川　滋 論文

新産都市と地域社会 気賀沢忠夫 論文

工場アパート・工場団地の課題 村上　博 論文

特定不況地域－大牟田 編集部 都市政策ルポ

欧米自治への考察Ⅷ 宮崎辰雄 特別論文

宅地開発指導要綱の政策的考察 高寄昇三 特別論文

都市先端産業と生活文化 神戸市職員研修所 特別論文

第16号　上・下水道とエネルギー

都市と資源 伊賀　隆 論文

下水処理の問題点 飯田幸男 論文

都市における電力供給の実態と課題 木村隆次 論文

神戸市の水道事業 田中　博 論文

神戸市の下水道事業 横山　實 論文

神戸市水道における技術的課題 村尾正信 論文

12付表④.indd   97 2018/03/15   18:20:15



98
・

99
・

福岡市の水供給の課題と展望 編集部 都市政策ルポ

欧米自治への考察Ⅸ 宮崎辰雄 特別論文

水需要予測の実際 水需要予測研究会 研究会報告

第17号　都市行政と家庭

青少年問題と家庭 高橋省己 論文

都市社会と家庭 長谷川善計 論文

婦人と社会参加 浅野晶子 論文

神戸市における青少年行政の課題 竹畠恒志 論文

自治体と家庭行政 高寄昇三 論文

神戸婦人大学の現状 神崎令子 論文

兵庫県高齢者生きがい創造協会 編集部 都市政策ルポ

欧米自治への考察Ⅹ 宮崎辰雄 特別論文

チュービンゲンの道路建設反対運動 阿部泰隆 海外レポート

第18号　都市と公共投資

公共投資論 新野幸次郎 論文

公共投資に関する意識調査 伊賀　隆 論文

欧米における公共投資 岸本哲也 論文

公共投資の有効性 是常福治 論文

公共投資の戦略的視点 高寄昇三 論文

地域産業連関分析 公共投資研究会 論文

省資源型都市施設 編集部 都市政策ルポ

公共投資の総合的評価 公共投資研究会 研究会報告

第19号　都市と行政管理

現代行政管理の課題 加藤一明 論文

行政管理と自治体労働組合 山崎克明 論文

人事管理の現状と課題 石井　博 論文

新しい行政監査の方向と課題 山本　力 論文

行政組織の現状と課題 室田民雄・坂本大祐 論文

（財）神戸市都市整備公社の現況と課題 赤坂典昭 論文

東京都の財政再建 編集部 都市政策ルポ

予算編成過程の政策化 高寄昇三 特別論文

第20号　自治体の住宅政策

公営住宅の性格と役割 伊賀　隆 論文

住宅供給と住宅建設計画 宮田芳彦 論文

公的住宅の設計 大海一雄 論文

神戸市の住宅政策における課題 三輪素士 論文

都市計画と再開発住宅 広戸敏夫 論文

公団住宅の役割と今後の方向 城戸健一郎 特別論文

住宅供給制度の課題と転換 岡崎泰造 特別論文

神戸市住宅政策の基本方向 住宅政策研究会 研究会報告

転換期の都市：ニューヨークの将来動向と政策 地方自治研究会 海外レポート

第21号　都市とコミュニティ

地域住民組織の現状と課題 倉田和四生 論文

現代コミュニティ行政の課題 高寄昇三 論文
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団地自治会活動の課題 山本博繁 論文

コミュニティをめぐって 土井義行 論文

住民自治組織と地域活動 石田一一 論文

神戸市のコミュニティ行政 川池勝志 論文

神戸市真野地区における住民活動 編集部 都市政策ルポ

ロンドンのバス財政について 樋本雄夫 海外レポート

第22号　文化産業と都市観光

生活文化産業論 鈴木謙一 論文

都市と博覧会 小林公平 論文

都市の観光問題 原　重一 論文

京都市観光行政の課題 山本昭夫 論文

神戸まつりの現状と課題 本多啓二 論文

関西のリゾート「白浜」の将来像 編集部 都市政策ルポ

ポートピア ’81の入場者・経済効果予測 尾原重男 特別論文

ポートアイランド建設の経済効果 片瀬春海 特別論文

地方自治体と情報公開Ⅰ 高寄昇三 特別論文

市民スポーツ振興構想Ⅱ 市民スポーツ振興研究会 研究会報告

第23号　都市と教育

成人の学習 津留　宏 論文

都市と教育病理 安好　匠 論文

婦人学習の今日的意義 河合慎吾 論文

コミュニティカレッジと日本の課題 原田敬美 論文

学校と地域社会 石田靖夫 論文

老人の健康と社会教育 永田八重雄 特別論文

地方自治体と情報公開Ⅱ 高寄昇三 特別論文

第24号　インナーシティ問題

欧米大都市圏の衰退問題 宮本憲一 論文

大都市の将来－ソーシャルミックスを中心に 成田孝三 論文

大都市の成熟と産業立地政策 小森星児 論文

大都市の将来とインナーシティの現況 是常福治 論文

インナーシティ再生の政策ビジョン 高寄昇三 論文

ロンドンの都市再開発 広川英三 論文

既成市街地における工場移転跡地利用の分析 神戸大学工学部建築計画室 特別論文

第25号　新しい福祉

これからの福祉行政の課題 奈倉道隆 論文

参加する福祉とボランティア 岡本栄一 論文

老人施設の経営 加藤泰純 論文

武蔵野市老後保障制度の諸問題 山本茂夫 論文

エリヤ会神戸有野台センターの「新しい老人ホーム」について 編集部 都市政策ルポ

総合福祉ゾーン「しあわせの村」 山下彰啓 特別論文

地方自治体と情報公開Ⅲ 高寄昇三 特別論文

新しい老人福祉事業の創造 高齢者福祉研究会 研究会報告

第26号　都市と健康

市民と健康 須田　勇 論文
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都市と精神衛生 黒丸正四郎 論文

家庭と健康 柳井　勉 論文

地域社会と医師会 森脇　潤 論文

公衆衛生行政の課題 中村　温 論文

神戸市の地域医療対策について 木村三朗 論文

神戸市立中央市民病院の機能と役割 岡本道雄 特別論文

市町村への権限委譲 高寄昇三 特別論文

第27号　コンベンション都市

コンベンション都市の可能性 鈴木謙一 論文

コンベンション都市と都市空間 水谷頴介 論文

都市と文化開発－その経済効果 能勢伸一 論文

博覧会と経済効果 宮岡寿雄 論文

コンベンション施設の管理と運営 阿久津成一郎 論文

太陽博とまちづくり 編集部 都市政策ルポ

「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に
ついて

浅井活太 特別論文

道州制批判論 高寄昇三 特別論文

第28号　地方公営企業と下水道

下水道事業の経営 橋本　徹 論文

下水道サービスの性格と事業の位置 佐々木弘 論文

神戸市下水道事業からみた下水道財政のあり方 山本栄一 論文

神戸市下水道使用料体系の課題 中井英雄 論文

下水道事業経営の都市間比較 林　宜嗣 論文

西神ニュータウンにおける公社住宅供給の一方策 宮田芳彦 特別論文

第29号　都市と廃棄物

都市と廃棄物 平岡正勝 論文

廃棄物処理と費用負担 郡嶌　孝 論文

廃棄物の再資源化について 伊藤定義 論文

廃棄物処理施設の立地問題 山本寿治 論文

清掃労働の現状と課題 西森保雄 論文

「ごみ」とまちづくり 編集部 都市政策ルポ

第２臨調と地方自治 高寄昇三 特別論文

第30号　都市と景観

都市景観と快適環境 嶋田勝次 論文

都市再開発と景観形成 白國高弘 論文

地域環境美化と景観 宮西悠司 論文

都市計画と景観行政 垂水英司 論文

緑化と景観 清水忠芳 論文

都市景観と建築デザイン 角野二郎 論文

地方自治体と情報公開Ⅳ 高寄昇三 特別論文

第31号　都市と農業

都市と農業－神戸市の場合を事例として 山本　修 論文

神戸市における農村地域整備 高山敏弘 論文

都市農協の課題と展望 有働義人 論文
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神戸ワイン・農業公園計画 嘉本禎夫 論文

六甲山牧場について 坂本克巳／福岡順三 論文

海づり公園について 大野敬一 論文

第２臨調と地方自治Ⅱ 高寄昇三 特別論文

第32号　都市と住宅

住宅政策の現状と課題 伊豆　宏 論文

民間マンションの分譲戦略 合田耕平 論文

自治体住宅政策の諸課題 小西秀朋 論文

神戸の住環境の現状と課題 鶴来紘一 論文

神戸市における木賃対策の現状について 下村繁弘 論文

人口定着とハウジング・チェーン
神戸・住宅住みかえシステ
ム研究会

論文

住公はいかにあるべきか 宮田芳彦 特別論文

第33号　コンベンション都市政策

産業構造とコンベンション 新野幸次郎 論文

日本における国際会議の諸課題 佐久間健治 論文

コンベンション・シティとコングレス・オーガナイザー 松井　澄 論文

北方圏構想とコンベンション 種村諄三 論文

神戸・コンベンション都市の現況 是常福治 論文

コンベンションの経済効果 高寄昇三 論文

コンベンション・シティへの政策 コンベンション・シティ研究会 論文

第34号　総合福祉施設の将来像

総合福祉施設の経営 吉田　寛 論文

市民福祉の展望と総合福祉ゾーン「しあわせの村」 高橋良雄 論文

地域福祉と医師会の将来像 森脇　潤 論文

要介護老人への医療及び地域での対応 磯　典理 論文

こうべ市民福祉振興協会の活動と今後の展望 神品尚平 論文

在宅福祉と中間施設 芦田　勝 論文

複合福祉施設体系への課題 神戸福祉研究会 論文

地方自治思想の系譜Ⅰ 神戸市地方自治研究会 特別論文

第35号　都市形成史

都市形成史の視点 宮本憲一 論文

大正期・東京の都市形成について 持田信樹 論文

横浜の都市形成史 若竹　馨 論文

京都市政の成立過程 小路田泰直 論文

近代大阪の形成と関一の都市政策 芝村篤樹 論文

公共デベロッパーの系譜 高寄昇三 論文

阪神間の住宅地開発と都市形成 安田丑作 特別論文

第36号　都市とスポーツ

都市とスポーツ 宮崎辰雄 論文

市民生活とスポーツ 田口守隆 論文

企業とスポーツ 鬼塚喜八郎 論文

スポーツと文化 天野郡寿 論文

市民スポーツ振興策 西澤倫雄 論文
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1985年ユニバーシアード神戸大会における入場需要と料金
体系の検討

尾原重男 論文

総合運動公園の設計について 赤松　勉 論文

ワールド記念ホールの設計思想 三宗司郎 論文

地方自治思想の系譜Ⅱ 神戸市地方自治研究会 特別論文

第37号　自治体と国際交流

自治体の国際交流 矢野　暢 論文

神戸商工会議所の国際交流 藤井繁太 論文

YMCA の国際交流 今井鎮雄 論文

国際化への政策ビジョン 高寄昇三 論文

（株）ITS の経営と活動 川原興明 論文

カネディアン・アカデミイの運営と国際交流 桑田芳英 論文

神戸市の国際交流 金光清行 論文

神戸国際交流協会の国際交流活動 大塚辰美 論文

地方自治思想の系譜Ⅲ 神戸市地方自治研究会 特別論文

第38号　港湾経営の政策課題

経済環境の変貌と港湾近代化 伊賀　隆 論文

港湾近代化と港湾労働者 三木信一 論文

輸送革新への経済評価 神戸港近代化影響調査委員会 論文

神戸港の経営管理 宮本　實 論文

神戸港の建設計画 脇　茂行 論文

神戸港の国際交流 雑喉　徹 論文

港湾労働三代記 是常福治 特別論文

地方自治思想の系譜Ⅳ 神戸市地方自治研究会 特別論文

第39号　自治体 OA システム

OA システム導入の理論的課題 吉田　寛 論文

自治体における OA 化構想とその展開 伊達信昭 論文

OA システムと費用効果分析 高寄昇三 論文

自治体の OA 化とその処理形態 宮崎　稔 論文

OA 化とセキュリティ対策 中前正憲 論文

OA 化とプライバシー保護 辻村　勇 論文

OA 化と雇用・健康管理 自治体 OA システム研究会 論文

地方自治思想の系譜Ⅴ 神戸市地方自治研究会 特別論文

第40号　自治体とニューメディア

ニューメディア社会の将来像 滑川敏彦 論文

ニューメディアの現状と展望 水内　清 論文

自治体のニューメディア政策 高寄昇三 論文

港湾と情報化 菅野正秀 論文

CATV のあゆみと神戸市のとりくみ 冨井昭博 論文

銀行のニューメディア対応 藤岡義明 論文

神戸製鋼のテレビ会議システムについて 見市　拓 論文

地方自治思想の系譜Ⅵ 神戸市地方自治研究会 特別論文

都市公共交通事業（バス）はなぜ赤字になるのか 高橋信雄 特別論文
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第41号　都市と産業振興

60年代大都市産業構造の展望 新庄浩二 論文

企業家活動の活性化 加護野忠男 論文

神戸のファッション産業 緒方　学 論文

神戸市の中小企業施策と今後の展望 柚木資弘 論文

神戸市の企業誘致 辻井　剛 論文

真珠業界と神戸 田崎俊作 論文

システムハウスの経営戦略 吉岡昭一郎 論文

民間委託への政策評価 高寄昇三 特別論文

第42号　公共余暇施設の運営

自治体と公営余暇施設 高寄昇三 論文

神戸市における余暇施設・余暇空間の整備と配置構成 安田丑作 論文

公営ゴルフ場の運営 松田義正 論文

神戸ワインと農業公園
神戸市園芸振興基金協会／
（株）神戸ワイン

論文

ホテルの経営 田村篤雄 論文

グリーンピア三木－施設の全貌と運営の状況 藤田一之 論文

地域づくりの動向と将来 亀地　宏 特別論文

西川町における地域活性化の戦略 横山万蔵 特別論文

スキー場の経営と村づくり 森　敏雄 特別論文

地方自治思想の系譜Ⅶ 神戸市地方自治研究会 特別論文

第43号　マスタープランへの視点

21世紀の神戸をめざして 宮崎辰雄 論文

次代への都市空間整備の課題 嶋田勝次 論文

市民主体都市とは何か 伊賀　隆 論文

地域環境計画のあり方 盛岡　通 論文

市民福祉の展望と課題 今井鎮雄 論文

21世紀の市民文化都市をめざして 端　信行 論文

都市活力の創造 小森星児 論文

裁判ぬき代執行制度と補助金整理法 高寄昇三 特別論文

第44号　ニューメディア・シティへの課題

ニューメディア・シティへの課題 滑川敏彦 論文

地域ニューメディア経営への視点 高寄昇三 論文

ニューメディア・シティの基礎技術 中本正勝 論文

商店街とニューメディア 佐保田憲広 論文

キャプテンサービスの経営 宮川久仁雄 論文

高度情報化社会と CATV 山田武志 論文

逗子リコールと直接民主制 高寄昇三 特別論文

第45号　都市開発と人口政策

都市自治体と人口問題 黒田俊夫 論文

アジアの計画的人口再分布について ゲイル・ネス 論文

国連人口活動基金の現状と課題 安藤博文 論文

シンガポールの都市再開発と人口再分布
パン・エン・フォン／
イェー・ポー・リン

論文

神戸市の人口政策 高寄昇三 論文
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神戸市における昭和60年国勢調査の分析 武田義孝 論文

第46号　民活と大型プロジェクトの展開

民活方式の政策課題 高寄昇三 論文

神戸の産業構造と大規模開発 加藤惠正 論文

事例研究　六甲アイランド 辻　雄史 論文

事例研究　西神インダストリアルパークとハイテクパーク 緒方　学 論文

事例研究　神戸ハーバーランド計画 川口信弘 論文

事例研究　ポートアイランド神戸ファッションタウン 鬼塚喜八郎 論文

事例研究　神戸研究学園都市 宮永清一 論文

第47号　地域開発とその経営

地域経営にもとめられるもの 伊東光晴 論文

まちづくり・むらづくりの現況と課題 五十嵐冨英 論文

地域開発と地場産業 星屋孝行 論文

尼崎市の現況と課題－南部地域活性化策を考える 高見昭裕 論文

姫路市の現況と課題－新しい都市拠点づくりをめざして 姫路市企画局総合企画室 論文

占冠村における村づくり戦略 観音信則 論文

地域における総合活動としての日本大正村運動 三宅重夫 論文

海上観光の展開 小林幹弘 特別論文

地域経営思想の系譜Ⅰ 都市経営研究会 特別論文

第48号　福祉サービスの展開

地域福祉サービスの展望 高寄昇三 論文

老人福祉サービスのもう１つの課題と対応 浅野　仁 論文

阪神友愛食品株式会社の設立とその課題 増田大成 論文

有償ボランティア活動とその課題 土肥隆一 論文

シルバー福祉産業の現況と課題 黒川公雄 論文

高齢化社会と自治体財政 矢田立郎 論文

神戸市のしあわせのまちづくり 松田安修 論文

在宅福祉サービスの現状と課題 神戸在宅福祉研究会 論文

港湾の発展と自由放任主義－香港のケース－ 神戸市地方自治研究会 特別論文

地域経営思想の系譜Ⅱ 都市経営研究会 特別論文

第49号　自治体テレビ広報への視点

行政広報原論 高寄昇三 論文

アメリカのコミュニティ番組について 井上　宏 論文

放送文化と自治体テレビ広報 津金沢聡広 論文

自治体テレビ広報番組の問題点 田中國夫 論文

婦人とテレビ広報 安江冨美子 論文

放送番組における制作的視点からの分析 森実久幸 論文

神戸市におけるテレビ広報の現状について 松尾政男 論文

地方自治体における公益信託制度の活用方策について 公益信託制度研究会 特別論文

第50号　民活事業方式の検討とその展望

民活事業と日本経済 伊賀　隆 論文

民活事業への政策視点と評価 高寄昇三 論文

土地信託制度の現状と課題 西　正之 論文

横浜－みなとみらい21－ 若竹　馨 論文
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大和ハウスグループのリゾート開発 田中正二郎 論文

アメリカの民活事例研究 三宗司郎 論文

海外における民活事業事例について１ 民活事業経営システム研究会 論文

海外における民活事業事例について２ 民活事業経営システム研究会 論文

第51号　地方財政の政策的課題

地方財政の現状と展望 佐藤　進 論文

国庫補助金制度の現状と課題 鶴田廣巳 論文

地方交付税制度の現状と課題 林　宜嗣 論文

地方債許可制度批判論 高寄昇三 論文

大都市財政の構造的分析 大谷幸正 論文

新しいリゾート開発「清里の森」 鈴木輝隆 特別論文

清里観光振興会青年部レポート 渡辺勇一 特別論文

上野村における地域振興 黒澤丈夫 特別論文

第52号　都市生活の国際化

国際交流の課題 今井鎮雄 論文

地方自治体の国際行政 高寄昇三 論文

国際学校の課題 桑田芳英 論文

外国人の市民生活 松永幸子 論文

留学生受け入れの変遷と今後 臼杵百合子 論文

外国人への情報提供 八木沢直治 論文

生活施設と国際化 溝橋戦夫 論文

地域経営思想の系譜Ⅲ 都市経営研究会 特別論文

第53号　国際経済と港湾都市

NIES の経済発展と神戸港の課題 伊賀　隆 論文

台湾・韓国の港湾サービス事情 宮下國生 論文

シンガポール・香港の港湾サービス事情 高寄昇三 論文

神戸港の現状と港湾サービス 柏原英通 論文

地域経営思想の系譜Ⅳ 都市経営研究会 特別論文

第54号　都市と観光

自治体の観光政策 高寄昇三 論文

神戸港と観光 大上　稔 論文

農業観光の戦略 大角喜一 論文

ホテルと観光 橋口勝禧 論文

六甲アイランド・ウオーターワンダーワールド（仮称）計
画の概要

西山捷一 論文

新しい温泉観光 弓削敏行 論文

観光ビジネスとしての神戸 黒田昌利 論文

地域経営思想の系譜Ⅴ 都市経営研究会 特別論文

第55号　神戸市政100周年

「地方自治の本旨」について 足立忠夫 論文

神戸市の政治－自治体政治と政党制－ 依田　博 論文

神戸の財政 原田　健 論文

神戸の都市計画－明治・大正・昭和…－ 嶋田勝次 論文

21世紀都市・神戸の創造と地方公営企業の役割 佐々木弘 論文
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神戸の福祉 今井鎮雄 論文

明治・大正期の市域拡張－都市の膨張と「大神戸」構想 洲脇一郎 論文

大滝村の福祉によるまちづくり 舘林俊圀 特別論文

名田庄村における村おこし戦略 早川昭二 特別論文

地域経営思想の系譜Ⅵ 都市経営研究会 特別論文

第56号　都市のアイデンティティ

神戸考概論 辻田忠弘 論文

神戸文化考 福島敏雄 論文

神戸宗教論－まつりの諸相にみる神戸の特殊性 加藤隆久 論文

神戸市民気質論 田中國夫 論文

神戸企業論 松浦克彦 論文

神戸景観論－都市づくりの視点から 安田丑作 論文

神戸市政100周年記念懸賞論文 神戸市 特別論文

1989年フェスピック神戸大会 松尾政男 特別論文

地域経営思想の系譜Ⅶ 都市経営研究会 特別論文

第57号　鉄道建設とその経営

都市交通網整備の課題 秋山一郎 論文

交通施設新設の課題 伊賀　隆 論文

既成市街地における鉄道の新設とその経営課題 佐々木弘 論文

交通新線建設と費用負担区分 高寄昇三 論文

地下鉄経営の現況 山本治郎 論文

新交通の現況と未来 佐野雄一郎 論文

地域経営思想の系譜Ⅷ 都市経営研究会 特別論文

第58号　都市と医療

現代における都市と医療 多田羅浩三 論文

国際化時代の地域医療 馬場茂明 論文

在宅医療と医師会活動 冨永　輝 論文

都市における保健・医療・福祉の連携 松原一郎 論文

医療経済からみた国保財政 大竹文雄 論文

神戸市における保健医療計画の展開 吉川　正 論文

神戸市における市民病院の経営 前野保夫 論文

アメリカ地方自治の実際 高寄昇三 特別論文

第59号　宮崎市政の総括

都市経営の総括 宮本憲一 論文

都市計画の総括 高田　昇 論文

神戸市長選挙と公約 依田　博 論文

財政運営の総括 原田　健 論文

生活文化行政の総括 高寄昇三 論文

宮崎市政20年の検証 高士　薫 論文

宮崎市政20年の軌跡 神戸市 論文

夕張市における観光開発の取り組み 中田鉄治 特別論文

バーベナ・テネラの物語 井原まゆみ 特別論文

読谷村の文化村づくり戦略 山内徳信 特別論文
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第60号　都市と文化産業

開花期を迎えた生活文化産業 鈴木謙一 論文

食産業と食文化の発展 村上和子 論文

地域開発と SC 産業 森本泰好 論文

ホテル建設と経営戦略 宮澤令幸 論文

テーマパークと都市活性化 浜本孝夫 論文

マリンピア神戸と（仮称）神戸フルーツパーク計画 嘉本禎夫 論文

地域おこしの実践 高寄昇三 特別論文

地域経営思想の系譜Ⅸ 都市経営研究会 特別論文

第61号　都市と公共デベロッパーの評価

都市と公共デベロッパー 岸本哲也 論文

戦後都市開発事業の歴史 宮永清一 論文

戦後都市再開発事業の歴史 安好　匠 論文

都市再開発事業への市民評価 伊賀　隆 論文

公共デベロッパーからコングロマリットへ 高寄昇三 論文

都市開発事業の経済効果 都市開発事業研究会 論文

都市再開発の実施課題と戦略 白國高弘 論文

宮崎神戸市政の研究Ⅰ 都市経営研究会 特別論文

第62号　インキュベータ政策の課題

インキュベーションと地域経済 吉田　寛 論文

インキュベータと研究開発環境 岩田一明 論文

中小企業とインキュベーション 吉岡昭一郎 論文

日本型インキュベータへの提言 岡　義彦 論文

重工業における新分野・新製品開発について 吉田一彦 論文

大企業とインキュベータ 杉村　直 論文

インキュベータ行政の課題 池田康明 論文

各都市のインキュベータ行政 冨井昭博 特別論文

宮崎神戸市政の研究Ⅱ 都市経営研究会 特別論文

第63号　インナーシティ再論

インナーシティ論の今日 成田孝三 論文

神戸市における都市活性化対策の基本的方向について 石田高士 論文

公的住宅の供給と課題 伊藤雄三 論文

「盛り場」と都市文化の再生 高田　昇 論文

真野まちづくりとコミュニティ住環境整備事業 廣戸敏夫 論文

ウオーターフロント論 高寄昇三 論文

リンゴワークによる町おこし 木村章一 特別論文

都市政策と地域形成－神戸市を対象に－ 蓮見音彦 特別論文

宮崎神戸市政の研究Ⅲ 都市経営研究会 特別論文

第64号　アーバンリゾート

21世紀都市の魅力 大久保昌一 論文

若者とアーバンリゾート都市・神戸 田中國夫 論文

アーバンリゾート・神戸論 高寄昇三 論文

神戸ウォーターフロントの魅力を探る 服部孝司 論文

アーバン・リゾートの都市景観 安田丑作 論文

神戸の魅力とアーバンリゾートへ向けての今後の期待 山下葉子 論文
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アーバンリゾート都市をめざして 下村繁弘 論文

横浜の都市の魅力を探る 若竹　馨 論文

宮崎神戸市政の研究Ⅳ 都市経営研究会 特別論文

第65号　高齢者福祉

高齢者ケア政策と分権化 松原一郎 論文

在宅福祉の課題とコミュニティ形成 牧里毎治 論文

神戸市における高齢者在宅福祉施策の現状と課題 藤村邦夫 論文

在宅福祉サービスの現状と課題 成田直志 論文

神戸市における高齢者住宅施策 伊藤雄三 論文

在宅福祉における看護人材の育成と課題 尾形誠宏 論文

しあわせの村 福岡敬之 論文

宮崎神戸市政の研究Ⅴ 都市経営研究会 特別論文

第66号　住宅政策

住宅政策の新時代 巽　和夫 論文

神戸市における市営住宅の現状と課題 三輪素士 論文

住宅供給公社における住宅供給 原田　健 論文

都市再開発と住宅供給 廣戸敏夫 論文

民間分譲マンション市場の現状と対応策 朝田充洋 論文

土地信託 櫻井清泰 論文

宮崎神戸市政の研究Ⅵ 都市経営研究会 特別論文

第67号　地域情報化へのビジョン

地域情報化の政策 滑川敏彦 論文

地域情報化と産業振興 吉田　寛 論文

行政情報と地域情報化 伊達信昭 論文

地域情報化とローカルキャプテン 石井　治 論文

衛星時代のケーブルテレビ 野浪健作 論文

NTT の地域情報化対策 鹿野　隆 論文

和泉村における観光開発戦略 池尾長久 特別論文

おし花の里をめざした町づくり 富田從道 特別論文

宮崎神戸市政の研究Ⅶ 都市経営研究会 特別論文

第68号　国際化と経済振興

情報化社会における都市のグローバル化 加藤惠正 論文

中小企業の国際化戦略 松永宣明 論文

外資系企業と地域経済 岡本史郎 論文

国際コンベンション都市の展開 大塚辰美 論文

神戸港の現状と課題 脇　茂行 論文

ファッション都市神戸 小野雄示 論文

宮崎神戸市政の研究Ⅷ 都市経営研究会 特別論文

第69号　国際的機関と地域振興

都市と研究機関 大久保昌一 論文

関西の都市アメニティと研究機能 紙野桂人 論文

高等学術機構づくりが今の都市づくりの王道 熊田禎宣 論文

WHO 神戸健康開発センター誘致の背景とプロジェクト 馬場茂明 論文

工場跡地と再開発 横山博克 論文
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宮崎神戸市政の研究ⅠⅩ 都市経営研究会 特別論文

第70号　リサイクル社会に向けて

自治体とリサイクル 高寄昇三 論文

逆有償問題とリサイクルの経済性 植田和弘 論文

リサイクルの法制的視点 荒田　浩 論文

リサイクル運動の現状と課題 山本耕平 論文

コープこうべにおける環境保全とリサイクルの取り組み 加納謙一 論文

宮崎神戸市政の研究 X 都市経営研究会 特別論文

第71号　神戸ハーバーランド

ハーバーランドの政策的意義 高寄昇三 論文

ハーバーランドのまちづくり 廣戸敏夫 論文

ハーバーランドと都市景観 安田丑作 論文

ハーバーランドの街区設計 小林郁夫 論文

ハーバーランドの現状と課題 大河原徳三 論文

産業・文化・教育の町・志度 樫村正員 特別論文

生涯学習への取り組みと環境保全運動 増田大成 特別論文

宮崎神戸市政の研究 都市経営研究会 特別論文

第72号　都市とイメージ

地域イメージの理論と測定をめぐって 田中國夫 論文

地方自治体のイメージアップ戦略 高寄昇三 論文

イメージアップとまちづくり 亀地　宏 論文

地域イメージによるまちづくりと差別化戦略 田中美子 論文

CI 戦略の現状と方向 井原昌三 論文

神戸－そのイメージと変遷－ 桜井誠一 論文

北九州市のイメージアップ戦略 松永隆男 論文

アーバンリゾートフェア神戸論 高寄昇三 特別論文

第73号　産業構造の再編成

都市の革新 加藤惠正 論文

21世紀の基幹産業としての観光産業 石森秀三 論文

テーマパーク論 高寄昇三 論文

神戸の重厚長大産業の復活 山田一夫 論文

神戸のアパレル産業発展の経緯と展望 川上　勉 論文

産業構造の変化と神戸経済の問題点 神澤　光 論文

神戸における外資系製造業の起源 洲脇一郎 論文

大都市中心周辺部における衰退現象に関する考察 斉藤太香雄 論文

第74号　地球環境と都市

都市のメタボリズム ゲイル・Ｄ・ネス 論文

生体の代謝と都市の代謝 小泉　明 論文

人口メタボリズムと都市ダイナミックス 黒田俊夫 論文

社会的共通資本の最適供給と都市間の均衡 小川喜弘 論文

成功した２都市：神戸とシンガポールの場合 パノン・フォン 論文

東京の都市温暖化とエネルギー消費 齋藤武雄 論文

中国における都市生態環境の基本特性および都市生態系の
質に関する研究

ガオ・リン 論文
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アーバン・メタボリズムに関する環境健全度評価のための指標 内藤正明／森口祐一 論文

廃棄物の減量化・リサイクルと社会経済システム 植田和弘 論文

システム論による都市メタボリズムと今後の研究課題 秋山紀子 論文

都市のメタボリズムにおける水の役割 リチャード・Ａ・バーク 論文

第75号　高齢者と資産

高齢者福祉の経済学 林　宜嗣 論文

高齢者と住宅 菊澤康子 論文

高齢者の財産管理問題と地方自治体の役割 新井　誠 論文

高齢者の財産管理問題 鎌田哲夫 論文

高齢者の在宅福祉における生活環境づくり 川田安子 論文

さくらんぼを核としたまちづくり 佐藤誠六 特別論文

新潟県大和町における地域医療・保健・福祉の連携 斎藤芳雄 特別論文

イギリスの都市行政Ⅰ 高寄昇三 特別論文

第76号　都市鉄道と地域開発

公営交通事業の経営問題 佐々木弘 論文

都市交通の政策課題 岸本哲也 論文

公営交通事業の附帯関連事業（複合企業化） 平井一三 論文

私営交通の付帯関連事業 小林郁雄 論文

鉄道と地域開発 山田耕一郎 論文

神戸新交通の経営 横山公一 論文

イギリスの都市行政Ⅱ 高寄昇三 特別論文

第77号　エコポリス

環境共生をめざす地球環境都市の試み 盛岡　通 論文

生命系経済システムと都市の環境会計 小幡範雄 論文

都市エネルギー問題と環境保全システム 福島朝彦 論文

都市エネルギーの有効活用 大津　勝 論文

ハウステンボスの環境設備 定永哲雄 論文

人と環境の共生する都市・神戸をめざして 村上元彦 論文

イギリスの都市行政Ⅲ 高寄昇三 特別論文

アジア都市研究釜山 Jung Duk Lim 特別論文

第78号　マルチメディア

あだかも押し寄せて来る世紀の洪水のように 浜野保樹 論文

地域社会とマルチメディア 北村新三／田中克己 論文

マルチメディアが開く新しい産業社会 佐藤富男 論文

情報通信の新たな展開を目指して 岩戸利夫 論文

マルチメディアビジネスって？ 矢野孝一 論文

アメリカにおけるマルチメディアの動向と評価 鈴木蘭子 論文

神戸市における国際マルチメディア文化都市構想 山下彰啓 論文

イギリスの都市行政Ⅳ 高寄昇三 特別論文

第79号　阪神大震災と神戸市復興への提言

阪神大震災の被災状況から学ぶ 田中　茂 論文

神戸都心再生への都市デザイン提言 安田丑作 論文

大震災の教訓と災害に強いまちづくり 高井広行 論文

減災をめざす危機管理と兵庫モデルの提案 河田恵昭 論文
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阪神・淡路大震災住宅復興への提言 高田光雄 論文

交通復興の理念 中川　大 論文

防災都市と都市経営 高寄昇三 論文

イギリスの都市行政Ⅴ 高寄昇三 特別論文

第80号　阪神大震災と応急体制

震災時における自治体の在り方 林　宜嗣 論文

震災時の消火活動と今後の課題 別府美芳 論文

Ｍ7.2下の救急医療について 菅原隆喜 論文

阪神・淡路大震災における広報活動について 桜井誠一 論文

大震災と区役所 谷口時寛 論文

震災時における災害対策本部衛生部の活動 坪井修平 論文

アメリカにおける震災時の応急体制 青山公三／鈴木蘭子 論文

イギリスの都市行政Ⅵ 高寄昇三 特別論文

第81号　阪神大震災と経済復興

神戸経済復興の基本戦略 新野幸次郎 論文

神戸経済復興への提言 遠藤勝裕 論文

阪神大震災の神戸への影響 三木徹也 論文

神戸経済復興の方策 辻　雄史 論文

観光立都の可能性 石森秀三 論文

神戸の地場産業の復興 山田一夫 論文

流通産業の復興 脇本祐一 論文

イギリスの都市行政Ⅶ 高寄昇三 特別論文

第82号　阪神大震災と地域の活動

災害とコミュニティ 田中國夫 論文

震災と区役所活動の実態 大河原徳三 論文

震災時の救援物資の配布 藤井良三 論文

震災時のボランティア活動とその支援のあり方 岡野郁生 論文

震災時の自治会活動 堂内孝夫 論文

避難所と学校 永井逕一 論文

震災時における生協の地域活動 河村修三 論文

イギリスの都市行政Ⅷ 高寄昇三 特別論文

第83号　阪神大震災の被害状況と復旧活動

震災復旧と都市財政 高寄昇三 論文

水道の被害状況と復旧活動 小倉　晉 論文

下水道の被害と復興計画 坂尻好朗 論文

市民病院群の被害・復旧と復興に向けて 平野志郎 論文

新交通システムの被害状況と復旧活動 斉藤恒弘 論文

神戸市内の文化財等の被害状況と復旧 杉田年章 論文

イギリスの都市行政Ⅸ 高寄昇三 特別論文

第84号　阪神大震災後の新地域防災計画

新しい地域防災計画とこれからの防災 室崎益輝 論文

ライフラインと地域防災計画 高田至郎 論文

阪神・淡路大震災からの教訓と地域防災計画 寺島　敦 論文

災害弱者のための災害対応システム 林　春男 論文
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地域防災計画の問題点 山本康正 論文

震災復興への政策課題Ⅰ 震災復興政策研究会 特別論文

東京都の防災市街地再開発 震災復興政策研究会 特別論文

第85号　阪神大震災と神戸港の復旧・復興

阪神・淡路大震災後の港湾の在り方 黒田勝彦 論文

海事関係事業の復興状況について 谷野龍一郎 論文

神戸港の復旧と復興に向けて 江口政秋 論文

神戸港埠頭公社の復旧，復興について 脇　茂行 論文

ユーザーからみた神戸港の復旧・復興 木村志津男 論文

震災復興の教訓（その１） 新野幸次郎 特別論文

新宿区の木造住宅震災対策事業 震災復興政策研究会 特別論文

第86号　阪神大震災後の生活再建

生活再建への展望 高寄昇三 論文

被災者の住宅確保に係る課題と対策 高橋正幸 論文

生活再建と災害援護貸付制度 木原　勇 論文

仮設住宅からの報告 林　明文 論文

「ふれあいテント」ボランティア活動 黒田裕子 論文

民間住宅の再建と建築行政 井上史朗 論文

震災復興の教訓（その２） 新野幸次郎 特別論文

給付金行政の実態と課題 震災復興政策研究会 特別論文

第87号　阪神大震災後の神戸の産業復興

３年目に入った産業復興の課題 林　敏彦 論文

平和なる革命下の被災地産業復興 大角晴康 論文

統計データによる産業復興の状況 信　貴宏 論文

ケミカルシューズ産業の復興について 藤本芳秀 論文

上海・長江交易促進プロジェクトの展望 辻　雄史 論文

産業復興と KIMEC 構想 木村義秀 論文

上山温泉郷（山形県上山市）における観光振興事業の展開 永田亀昭 特別論文

病院と地域活動 坂本和夫 特別論文

北海道南西沖地震と奥尻島の復興 震災復興政策研究会 特別論文

第88号　阪神大震災後の民間住宅再建

被災地の民間住宅再建 大海一雄 論文

住宅再建からみた復旧・復興の特性と課題 三輪康一 論文

マンション再建の成果と課題 高田　昇 論文

被災地の民間住宅市場動向 太田尊靖 論文

新在家南地区の復興まち・すまいづくり 後藤祐介 論文

住宅再建支援と住宅融資 伊藤善弘 論文

第89号　阪神大震災と広域応援活動

災害時応援協定の評価 高寄昇三 論文

阪神・淡路大震災と都市政策 石川稔晃 論文

横浜市が被災地で行った応援活動の状況と課題 漆原順一 論文

応援協定と今後の課題 田中　登 論文

震災時における消防活動の応援受け入れについて 伊藤芳弘 論文

震災時における水道復旧の応援受け入れについて 新元為博 論文
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緊急時における生活物資確保に関する協定の効果 藤本孝司 論文

白地地区における住民主体の復興のまちづくりの足跡 中山久憲 特別論文

「湊川町震災復興まちづくり」の経緯と考察 小坂　清 特別論文

第90号　阪神大震災後の神戸の安全・安心まちづくり

安全・安心まちづくりの展開と課題 室崎益輝 論文

安全・安心まちづくりと市民 山下　淳 論文

防災福祉コミュニティの安全・安心まちづくりへの取り組み 正賀　伸 論文

市民参加による防災と緑 松岡達郎 論文

消防と防災への取り組み 西岡保雄 論文

学校における防災の取り組み 正木　進 論文

第91号　阪神大震災からの復興状況

建築活動，人口の推移から見た市街地の復興 福島　徹 論文

雇用の復興状況と分析 杉村芳美 論文

被災地経済の復興の現状と課題 畑岡啓二郎 論文

都心業務機能の復興の状況と分析 矢倉　豊／玉城逸彦 論文

震災復興における観光の状況と分析 大河原徳三 論文

応急仮設住宅の現状と生活再建 高橋正幸 論文

震災復興における夢野地区の地図訂正 樋口昌平 特別論文

第92号　阪神大震災からの復興と市民活動・ボランティア

震災復興期の市民活動団体と地方自治体 高寄昇三 論文

災害救助システムとボランティア活動の将来展望 渥美公秀 論文

被災地ボランティアの活動実態と分析 長沼隆之 論文

市民活動支援基金の意義と効果 今田　忠 論文

外国人生活支援と市民活動 金　宣吉 論文

市民活動とコミュニティービジネス 村井雅清 論文

神戸市の市民活動支援施策の方向 大麻博範 論文

第93号　阪神大震災と廃棄物・リサイクル

阪神大震災後の廃棄物・リサイクル 森澤真輔 論文

災害時の廃棄物処理 石谷隆史 論文

震災による倒壊家屋の解体・撤去 伊藤雄祐 論文

災害廃棄物の処理・処分 大下昌宏 論文

阪神大震災と汚水処理 前阪進二 論文

阪神大震災と環境保全 山本　進 論文

地域住民主体のリサイクル活動 相川康子 論文

第94号　阪神大震災と神戸市行財政

震災と地方分権 舟場正富 論文

行財政改善の視点 伊賀　隆 論文

震災後の神戸市財政 高原　剛 論文

震災復興と財政再建 高寄昇三 論文

震災と地方税 宮本　治 論文

神戸市行財政改善の取り組みと今後 中村三郎 論文

神戸市外郭団体の被災及び経営状況 家根康行 論文

災害復興財政の比較分析 高寄昇三 特別論文
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第95号　阪神大震災と復興都市計画

神戸の震災復興都市計画をめぐって 安田丑作 論文

住宅復興の実態と論点 平山洋介 論文

復興土地区画整理事業について 清水喜代志 論文

協議会活動と住民参加の復興まちづくり 森崎輝行 論文

松本のまちづくり 中島克元 論文

六甲道駅北地区－震災復興へのあゆみ 薮田一彦 論文

こうべまちづくりセンターの復興まちづくり支援事業 明石照久 論文

地域社会に多様性を発進し続けて 日比野純一 特別論文

行政維新の風（赤坂天然ライスの設立） 難波　勉 特別論文

第96号　阪神大震災とこころのケア

災害とサイコロジカル・サポート 杉村省吾 論文

阪神大震災の心理社会的影響 安　克昌 論文

震災死と「孤独死」 上野易弘 論文

震災と学校運営 土屋基規 論文

阪神・淡路大震災と子どものこころのケア 井出　浩 論文

「神戸市こころのケアセンター」の活動 森井俊次 論文

震災復興と都市整備Ⅰ 高寄昇三 特別論文

第97号　阪神大震災と住宅復興政策

震災復興に向けた住宅政策の総括 垂水英司 論文

住環境整備事業の取り組み 橋本　彰 論文

住宅復興に向けた住宅・都市整備公団の取り組み 小野博保 論文

神戸市住宅供給公社における震災復興の取り組み 岡田耕作 論文

分譲マンション再建の取り組みと支援システム 平田陽子 論文

ハウジングシステムの再編からみた復興住政策 高田光雄 特別論文

震災復興と都市整備Ⅱ 高寄昇三 特別論文

第98号　阪神大震災と経済復興の課題

データに見る神戸経済の現状と課題 小沢康英 論文

都心オフィスの復興と課題 山崎　健 論文

商業の復興の現状と課題 小西一彦 論文

灘五郷復興の現状と課題 山本誠次郎 論文

北野・山本地区の観光復興 浅木隆子 論文

神戸港復興の現状と課題 山本信行 論文

21世紀に向けての新産業・新技術の創造と育成 松井繁朋 特別論文

震災復興と都市整備Ⅲ 高寄昇三 特別論文

第99号　震災復興の都市政策的検証と提言

「震災復興の都市政策的検証と提言」序説 新野幸次郎 論文

震災復興における公共の役割の検証と課題 舟場正富 論文

復興財政措置の運営課題 高寄昇三 論文

すまい再建プロセスの検討 松原一郎 論文

「くらし」を取り戻す災害救助体系の確立を 中川和之 論文

木造密集市街地の再生のための「街区協同再生システム」
の提案

安田丑作 論文

都市計画・まちづくり・住宅再建のための新たな法制度・
支援政策

森崎輝行 論文
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震災復興における私権の調整 戎　正晴 論文

震災復興と都市整備Ⅳ 高寄昇三 特別論文

第100号　21世紀の神戸の都市像

21世紀神戸の都市像をめぐって 新野幸次郎 論文

神戸にかける夢 米山俊直 論文

都市経済再生のための視点と戦略 加藤惠正 論文

地球環境に責任をもつ持続可能な都市は構築しうるか 盛岡　通 論文

介護福祉社会への軟着陸 浅野　仁 論文

21世紀の神戸の都市空間像構築に向けて 安田丑作 論文

市街地復興と都市整備Ⅴ 高寄昇三 特別論文

市民所得を被説明変数とした各統計項目との相関関係に関
する考察

大島博文 特別論文

第101号　地方自治と都市経営故宮崎辰雄氏追悼集

神戸と都市経営 新野幸次郎 論文

地方経営と自治体 伊東光晴 論文

都市問題と都市政策 柴田徳衛 論文

消費者問題と生活行政 伊賀　隆 論文

都市経営と土地問題 原田　健 論文

企業的都市経営の経営管理 高寄昇三 論文

宮崎さんとの会話 古川　潤 論文

震災復興と都市整備Ⅵ 高寄昇三 特別論文

第102号　阪神・淡路大震災復興・生活再建の総括

（財）阪神・淡路大震災復興基金 藤井康正 論文

ボランティア元年から市民社会の構築へ 森田拓也 論文

災害時における保健婦活動 三木直美 論文

生活再建・５年の取り組み 後藤範三 論文

在神戸外国人住民の生活再建への歩み 金　宣吉 論文

国際緊急援助活動に参加して 国際緊急援助 神戸市チーム 特別論文

台湾「921大地震」復興支援について 垂水英司／金芳外城雄 特別論文

震災復興と都市整備Ⅶ 高寄昇三 特別論文

第103号　IT 革命と地方自治体

高度情報化社会と地方公共団体 林　敏彦 論文

IT 革命と自治体行政 芝　勝徳 論文

人が誇らしく生きるための IT 革命 竹中ナミ 論文

神戸における IT 産業の成長について 滝野秀一 論文

行政広報の意味と IT 革命がもたらすもの 桜井誠一 論文

神戸市における IT 施策の新展開 松崎太亮 論文

廃食油の回収による環境保全活動 中岡丈恵 特別論文

高齢者・障害者に向き合って 黒田裕子 特別論文

震災復興と都市整備Ⅷ 高寄昇三 特別論文

第104号　阪神・淡路大震災と司法の課題

災害と司法処理の諸問題 潮海一雄 論文

法という「壁」を越えて 長沼隆之 論文

罹災都市借地借家特別法をめぐる諸問題 亀井尚也 論文
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団地型マンション再生の法的課題と展望 戎　正晴 論文

欠陥住宅問題 永井光弘 論文

地震保険に関する説明義務 鈴木尉久 論文

震災が関連する訴訟の事例 奥山俊宏 論文

阪神・淡路大震災と境界の混乱 松岡直武 論文

TQM 法による市民の生活再建の総括検証 立木茂雄／林　春男 特別論文

神戸市まちづくり条例と都市景観条例における取り組み 松下綽宏 特別論文

震災復興と都市整備Ⅸ 高寄昇三 特別論文

電子申請にかかる諸問題 竹内伸二 特別論文

第105号　災害における住宅等の被害認定基準

大規模災害における住宅再建支援と危機管理 室崎益輝 論文

木造建築の被害認定基準とその背景 坂本　功 論文

災害に係る住家の被害認定基準の改定について 宇野雅憲 論文

非木造住宅の被害認定基準について 中埜良昭 論文

国の災害被害認定基準検討委員会に参加して 不老嘉彦 論文

被害認定基準とその課題 岡島　守 論文

震災復興と都市整備Ⅹ 高寄昇三 特別論文

神戸医療産業都市構想の取り組み状況について 大麻博範 特別論文

第106号　少子・高齢化への対応

少子高齢化の人口動態と経済社会への影響 山口三十四 論文

子育て支援社会の構築 前田恵美 論文

企業 OB の就業と生きがいづくり 井上大三 論文

豊かな少子高齢社会をめざして 神谷良子 論文

子育て支援から見た神戸市の少子化対策 竹田尚弘 論文

震災復興と市街地整備ⅩⅠ 高寄昇三 特別論文

神戸港の活性化について 宮崎　誠 特別論文

第107号　地域における新産業の創出に向けた課題

地域における新産業の創出に向けた課題 関　満博 論文

観光産業の新しい流れ 貴多野乃武次 論文

神戸医療産業都市への地元企業の取り組み 鶴井孝文 論文

「神戸コミュニティ・クレジット」による中小企業の新た
な資金調達

宮下敬正 論文

北九州エコタウン事業について 北九州市環境局環境産業政策室 論文

シンガポールにおけるバイオメディカル産業の動向 天羽章司 論文

震災復興と都市整備ⅩⅡ 高寄昇三 特別論文

鷹取東第一地区震災復興土地区画整理事業の歩みについて 芋田晴夫 特別論文

第108号　コミュニティ・ビジネスの振興と課題

コミュニティ・ビジネスと地域社会政策 高寄昇三 論文

都市ガバナンスとコミュニティ・ビジネス 加藤惠正 論文

コミュニティ・ビジネスとボランティア 渥美公秀 論文

農業を通じたコミュニティ・ビジネスの展開 増田大成 論文

ほの暗い21世紀を照らすワーカーズ・コレクティブの働き方 藤木千草 論文

コミュニティビジネスと環境 NPO 萩原喜之 論文

雇用・就業機会創出機能を持つコミュニティ・ビジネスへ
の期待と課題

大島博文 論文
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第109号　公営住宅のあり方と今後の課題・方向性

公営住宅の課題と政策方向 高寄昇三 論文

公営住宅と民間住宅の役割分担に関する課題・方向性 太田尊靖 論文

公営住宅管理における課題と今後の方向性 垂水英司 論文

公営住宅制度の位置と性質について 平山洋介 論文

福祉施策・コミュニティ政策との連携という公営住宅の役
割変化の可能性

山下　淳 論文

神戸市営住宅の現状と課題および今後の方向性について 長田　淳 論文

第110号　大都市制度のこれから

これからの大都市制度 本田　弘 論文

大都市特例制度の歴史 高寄昇三 論文

地方分権と大都市経営 橋本行史 論文

政令指定都市制度と大都市税財政の課題 木村　收 論文

東京「都制」の現状と課題 佐々木信夫 論文

分権時代に向けた地方中枢都市仙台の現状と方向性 佐藤善建 論文

政令指定都市の共同活動の歩み 吉本朗生 論文

第111号　都市の活性化と地域連携

都心の活性化 橋爪紳也 論文

港湾都市の活性化と港湾観光 山上　徹 論文

都市再生プロジェクト 大塚映二 論文

横浜のウォーターフロント開発 若竹　馨 論文

観光地として甦った門司港 中野隆司 論文

多様なコラボレーションが，‘化学変化’を引き起す 東　朋治 論文

神戸旧居留地のまちづくり 山本俊貞 論文

創造ネットワーク研究所の活動について 奥山賢一 特別論文

特定非営利活動法人『てみずの会』活動報告 桑原美千子 特別論文

震災復興と都市整備ⅩⅢ 高寄昇三 特別論文

第112号　行政コスト分析の課題

ベンチマーキングと行政コスト計算 林　昌彦 論文

公会計と政策評価 山本　清 論文

アウトソーシングと政府の経営改革 田中秀明 論文

自治体の戦略的ベンチマーキング 高寄昇三 論文

自治体の行政コスト計算 谷澤実佐子 論文

京都市「公の施設評価」と行政評価システムの取組 林　建志 論文

第113号　第三セクターの課題と展望

第３セクターの今日的課題 出井信夫 論文

今までに第３セクター研究学会で提起された10の問題について 山本　潔 論文

第三セクターの経営責任 高寄昇三 論文

「第三セクターに関する研究会報告書」について 朝倉浩司 論文

神戸市外郭団体の現状と課題 大麻博範 論文

大阪市にみる第３セクターの問題 小西恒雄 論文

第三セクターと自治体の戦略的アウトソーシング 大島博文 論文

第114号　福祉と民間活力

福祉施策における官営・民営方式の選択 吉田民雄 論文
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社会福祉サービスの多様化と民間部門 高野和良 論文

震災被災高齢者の支援活動から「住民主体の福祉のまちづ
くり」へ

坂本津留代 論文

保育サービスと民間活力導入 高寄昇三 論文

障害者福祉における民間活力 藤本　肇 論文

グループハウス的生活 中村大蔵 論文

第115号　震災復興の都市政策的検証Ⅰ

阪神・淡路大震災の教訓と災害有事体制確立の必要性 新野幸次郎 論文

生活復興にかかる諸制度の評価と課題 高寄昇三 論文

地域活力を活かす復興のあり方と公共の役割 舟場正富 論文

高齢者見守りシステムの発展と評価 松原一郎 論文

危機管理型社会の構築と地域防災力の育成 室崎益輝 論文

震災復興のための住宅・市街地整備施策の評価と課題 安田丑作 論文

第116号　震災復興の都市政策的検証Ⅱ

震災復興における都市産業・経済政策 加藤惠正 論文

阪神・淡路大震災復興基金の役割と今後の災害への対応 橋本行史 論文

住民の合意形成へのプロセスとまちづくり協議会 森崎輝行 論文

神戸における「自律と連帯」の現在 立木茂雄 論文

神戸市経済の震災復興過程に関する計量経済分析 山根敬三 論文

第117号　ユニバーサルデザイン .

ユニバーサル社会実現へのパラダイム 田中直人 論文

自律的移動支援プロジェクトから「ユビキタス国土」へ 坂村　健 論文

ユニバーサルデザインによるものづくり 稲葉輝彦 論文

自治体における情報のユニバーサルデザイン 関根千佳 論文

ユニバーサルファッション 見寺貞子 論文

地域のユニバーサルデザインは難問を抱えているか？ 森崎清登 論文

ユニバーサルデザイン－神戸市の取り組み 三原隆司 論文

第118号　阪神・淡路大震災10年

大震災が投げかけた課題 新野幸次郎 論文

阪神・淡路大震災から学んだこと 額賀　信 論文

被災後の暮らしをどうたて直すか 中川和之 論文

もっと，ずっと，きっと 矢崎和彦 論文

企業として住民として 西河紀男 論文

「できることから」C.A.P. の10年を振り返って 杉山知子 論文

震災を契機とするボランティア・市民活動の展開 黒田裕子 論文

神戸市における阪神・淡路大震災復興10年の総括と検証 大麻博範 論文

第119号　地域におけるセクター間の連携

地域におけるセクター間連携の課題と展望 出井信夫 論文

NPO の活動事例からみる地域連携のすすめ 中村順子 論文

セクター間連携によって広がるコミュニティビジネスの可
能性

矢ヶ崎紀子 論文

CSR（企業の社会的責任）を通じたセクター間の連携の現
状と課題・方向性

岸田眞代 論文

「市民による地域活動の推進に関する条例」に影響を及ぼ
した野田北部地区の取り組み

山田敏之 論文
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多様なセクターが参画・連携する新たな事業体による地域
運営を展望して

大島博文 論文

第120号　地方自治体の人事・給与

地方公務員任用の多様化・弾力化 稲継裕昭 論文

自治体人事給与行政の改革 高寄昇三 論文

自治体給与システムに関する一考察 野見山宏 論文

人材育成型人事考課制度の設計思想 小堀喜康 論文

寝屋川市における360度人事評価制度の取組 寝屋川市総務部人事室 論文

組合の視点からみた地方自治体の人事・給与 大森光則 論文

第121号　集客観光都市の創造

集客・観光の都市的課題 貴多野乃武次 論文

成熟都市の集客産業の展望 宗田好史 論文

「集客・観光・交流」型の都市観光行政 中尾　清 論文

観光産業から見たお客様の観光交流ニーズについて 高崎邦子 論文

心で観る歴史　―人とのふれあい― 小池弘三 論文

震災復興から「観光交流都市」へ 中瀬俊明 論文

第122号　空港が開く都市の未来

神戸空港開港を控えて 黒田勝彦 論文

神戸空港とまちづくり 川端直志 論文

日本のビジネス航空，その現状と将来 橋爪孝之 論文

まち，人，飛び立つ　神戸空港マリンエア 神戸市みなと総局空港整備室 論文

女性たちの復興物語 松原一郎 特別論文

第123号　パブリックガバナンス―外部監査と外部評価―

外部監査の評価と課題 高寄昇三 論文

自治体経営と外部評価 伊多波良雄 論文

外部評価の課題 山谷清志 論文

包括外部監査の現状と課題 橘　和良 論文

英国の自治体監査と検査体制 武久顕也 論文

神戸市の事務事業外部評価 谷口真澄 論文

第124号　地域の力を活かした防災・防犯力の強化

阪神・淡路大震災から学ぶ地域主体の防災・減災力とその課題 新野幸次郎 論文

リスクコミュニケーションと地域社会再生 高寄昇三 論文

地域住民主体の防災・防犯の取り組み 絹川正明 論文

市民と行政の協働でつくる「安心・安全なまち」 藤井昭二 論文

市民，地域による安全・安心なまちづくりを支援する神戸
市の取り組み

南川義信 論文

リスクコミュニケーションを活用した地域防災 ･防犯の取
り組みと課題 ･方向性

大島博文 論文

第125号　大学と地域・産業との連携によるまちづくり

大学と地域・産業との連携によるまちづくりへの貢献 長坂悦敬 論文

大学の知的財産を活用した社会貢献 飯田紘雄 論文

大阪大学の産官学連携と知的財産 正城敏博 論文

京都における大学政策 江川　博 論文

12付表④.indd   119 2018/03/15   18:20:17



120
・

121
・

神戸市における大学との連携 横山公一 論文

データから見た関西における産学官連携の状況 道本　裕 調査報告

第126号　デザインを生かしたまちづくり

創造都市に向けた都市デザイン戦略 安田丑作 論文

都市の価値を高める空間政策 北沢　猛 論文

生活文化とデザイン 大田尚作 論文

シンガポールのデザイン都市戦略 大麻博範 海外レポート

リバプール，ビルバオの都市戦略 村戸靖男 海外レポート

第127号　ソーシャルキャピタルと地域づくり

ソーシャルキャピタルと地域づくり 立木茂雄 論文

神戸市内の地域ソーシャルキャピタルに関する実証分析 柴内康文 論文

「友愛のまち」北須磨団地のソーシャルキャピタル 松原永季 論文

六甲アイランドのまちづくり 水野優子 論文

地域と企業が共生する秘訣 森崎清登 論文

英国スコットランドにおけるソーシャル・エンタープライ
ズとコミュニティ・プランニング

本莊雄一 海外レポート

第128号　神戸医療産業都市構想

アジアのメディカル・センター実現に向けて 家次　恒 論文

神戸医療産業都市構想と再生医療 中島憲三 論文

地元中小企業の医療分野への参入 鶴井孝文 論文

神戸地域におけるバイオメディカルクラスター形成の取り
組み－先端医療振興財団クラスター推進センターの活動－

矢野良治 論文

神戸医療産業都市構想による効果とクラスターの将来像 三木　孝 論文

欧米のバイオクラスターの動向 谷口俊治 海外レポート

再生医療を受けた患者からの取材報告 神戸都市問題研究所 取材報告

第129号　神戸開港140年

神戸開港140年の意義と神戸港 黒田勝彦 論文

国際物流の動向と神戸港のネットワーク力 宮下國生 論文

神戸港とともに歩む神戸税関 小西　昭 論文

人が集うウォーターフロントへ 松下麻理 論文

神戸港地域における新たな企業誘致について 岡田健二 論文

これからの神戸港の整備と活用 山本朋廣 論文

姉妹港　欧州ロッテルダムの戦略 土井幹郎 海外レポート

第130号　少子高齢社会における受益と負担の関係

国と地方における受益と負担 伊多波良雄 論文

人口減少時代の受益と負担 小塩隆士 論文

新しいコミュニティ政策と福祉社会の展望 藤岡秀英 論文

神戸市行財政改善懇談会「受益と負担に関するワーキング
グループ」報告書をめぐって

加藤久雄 論文

自治体 PDCA の課題と展望
－全国自治体調査の概要を中心に－

五十嵐智晴／出井信夫 特別論文

英国におけるパートナーシップを活用した地域政策 岩尾幸一 海外レポート

第131号　景観行政の変遷と意義

わが国における景観行政の系譜と課題 安田丑作 論文
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景観法のもたらしたもの
－地方分権時代の新しいコントロール手法の可能性－

山下　淳 論文

市街地環境と景観
－イギリスの計画制度におけるデザイン政策から－

小浦久子 論文

景観形成と市民活動 山本俊貞 論文

京都市の新景観政策 髙谷基彦 論文

神戸市における景観まちづくりの取り組み 伊藤文平 論文

欧米９都市のウォーターフロント開発
池口和雄／林　雅隆／
広脇　淳／山本雄司

海外レポート

トルコ国マルマラ地震に対する復興と防災対策について 本莊雄一／定岡由典 海外レポート

第132号　ソーシャル・インクルージョン手法による地域の再生

CED（Community Economic Development）型都市政策
の展開　－ソーシャル・インクルージョン・アプローチに
よる都市再生－

加藤惠正 論文

英国における社会的企業 アラン ･ケイ 論文

野田北ふるさとネットの取り組み 河合節二 論文

「わがまちのトータルケアシステム」のチャレンジ 中村順子 論文

くるくるバスの取り組みとソーシャルエンタープライズ（社
会的企業）の役割

松本浩之 論文

アンケートから見る社会的企業の現状
－社会的企業のヒトとカネ－

森田博一 論文

中国・四川大地震が発生した地域での21年前の調査 沖村　孝 海外レポート

ブリスベン市役所の市民サービス向上のための仕組みづく
り　－カスタマーサービスセンターの取り組み－

横山和人 海外レポート

第133号　文化創生都市づくりとビエンナーレ

文化創生都市とは何か
－自治体戦略としての文化政策の視点から－

中川幾郎 論文

1990年代以降の日本における芸術の拡張機能
－神戸アートビレッジセンターの事例を中心に－

木ノ下智恵子 論文

港で出合う芸術祭「神戸ビエンナーレ」の実施とこれから 大森正夫 論文

これまでの神戸の文化施策と神戸ビエンナーレ2007 大森伸一 論文

文化創生都市づくりを市民の手で 神戸都市問題研究所 論文

2008年中国四川省で発生した汶川地震の踏査報告 沖村　孝 特別論文

在中国の自治体海外事務所について 中野　靖 海外レポート

第134号　これからの神戸づくりの論点

これからの都市づくりの視点 新野幸次郎 論文

転換期を迎えた都市の空間計画と政策 安田丑作 論文

都市の経済戦略　－ City-Region Innovation 政策へ－ 加藤惠正 論文

神戸の福祉都市像を求めて 松原一郎 論文

神戸とニューオリンズのジャズ交流
－大災害からの復興における文化の役割－

太田敏一 海外レポート

第135号　大都市制度

政令指定都市の政策的使命 高寄昇三 論文

大都市の税財政制度　－現状と課題－ 林　宏明 論文

大阪市の新しい大都市制度構築に向けた取組み 山中茂人 論文

政令指定都市誕生の経緯と直面する課題 遠藤正人 論文

指定都市市長会における要請活動について 松元幸四郎 論文
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大都市行政を支える税財制度 山下太郎 論文

汶川地震の被害と復興の取り組み状況 顧　林生 特別論文

中国の社区（特に安全・平安社区）について
－南京の社区を題材として－

中野　靖 海外レポート

第136号　都市の就業戦略－就業機会の向上にむけた基礎自治体の取組み

都市政策としての雇用就業戦略 加藤惠正 論文

就業状況の都市間格差とその要因 勇上和史 論文

もうひとつのワーク・ライフ・バランス論 相川康子 論文

神戸商工会議所の雇用・就業対策 大原哲誠 論文

新型インフルエンザの発生と市の対応状況報告
神戸市新型インフルエンザ対
応検証ワーキンググループ

緊急レポート

第137号　環境共生都市づくり

低炭素社会はまちづくりの目標像になりえるか 盛岡　通 論文

生物多様性の保全とその取り組み 武田義明 論文

環境都市クリチバ 中村ひとし 論文

神戸市における地域での環境学習・環境保全活動の支援に
ついて　～エコタウンまちづくりの推進～

茶屋道利広 論文

神戸市における環境行政の現状と今後の方向について
～低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の実現を目指して～

横田雅弘 論文

第138号　阪神・淡路大震災の教訓は危機管理にどのように生かされているか

大震災の教訓と都市政策としての危機管理 新野幸次郎 論文

国の制度からみた教訓 三井康壽 論文

都市自治体と危機管理
―阪神大震災から減災・再建策を考える―

高寄昇三 論文

災害ボランティア活動の15年 渥美公秀 論文

震災報道から災害報道へ 桜間裕章 論文

阪神・淡路大震災の教訓の継承活動
金芳外城雄／永木郁郎／
本莊雄一

論文

神戸に根ざす防災福祉コミュニティのいま・これから
～市民が主体となって取り組む地域防災活動

安田丑作 座談会

阪神・淡路大震災からの復興の15年間を振り返って 中川久憲 特別論文

神戸市の防災危機管理体制
～阪神・淡路大震災の教訓をふまえて～

神戸市危機管理室 特別論文

第139号　分譲マンション再建・管理をめぐる諸問題

分譲マンションの新たなマネジメントシステム構築のため
に　－マンション管理第３時代に向けてー

斉藤広子 論文

コンクリート長屋の思想を
－被災マンション建替えと，認め合いの論理－

村上佳史 論文

高経年分譲マンションの管理の現状と課題
－神戸市の事例調査を通して－

栗山尚子 論文

神戸市マンション管理組合ネットワークの創設とその活動 仲井昌之 論文

神戸市における分譲マンション管理支援策 大塚映二 論文

阪神・淡路大震災被災住宅「東山コーポ」再建事業に関わって 谷崎幸彦 特別論文

第140号　神戸市（新長田地区）中心市街地の活性化について

新長田地区の商業の活性化について
～物語り都市：新長田めざして～

田中道雄 論文
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新長田地区の再開発事業について 白國高弘 論文

アニタス神戸～アニメを我等に～ 橋本英治 論文

大人が３時間楽しめる街を目指して 東　朋治 論文

KOBE 鉄人プロジェクトについて　まちに元気を！鉄人28
号モニュメントから三国志館まで

岡田誠司／馳川潤哉 論文

旧二葉小学校の転活用と活性化について 今西敏男 論文

神戸市（新長田地区）中心市街地活性化基本計画について 岡本康憲 論文

第141号　大都市に期待される役割について

大都市政策における地域主権の確立 林　宜嗣 論文

「妥協の政令指定都市」のための改革戦略 真渕　勝 論文

大阪都構想と指定都市 高寄昇三 論文

あるべき大都市制度の基本的考え方
～指定都市市長会による「特別自治市（仮称）」の提案～

大石　隆 論文

神戸市における広域サービスの実証分析
平成20年度神戸市政策研究
プロジェクトチーム

論文

第142号　都市資源としての六甲山

都市山（としやま）六甲山の特色 服部　保 論文

六甲山の砂防事業 沖村　孝 論文

市民と企業，協働の森づくり「こうべ森の学校」歩みと展望 東郷賢治 論文

市民による六甲山の活性化活動 江藤暢英 論文

六甲山森林整備戦略の展開に向けて 田中　充 論文

六甲山の観光～観光資源という視点から六甲山を考える～ 中西理香子 論文

第143号　第５次神戸市基本計画新たな神戸づくり

リスクに挑戦する都市へ 加藤惠正 論文

都市空間計画の役割と計画課題 安田丑作 論文

神戸2015ビジョンの政策形成にあたって 松原一郎 論文

マスタープランから見た神戸づくりの変遷 本莊雄一 特別論文

第144号　自治体における科学・技術の活用

神戸・ひょうごの存在感 杉本直己 論文

スパコンってなあに？－京速コンピュータ京（けい）の成
功に向けて計算機科学と計算科学の協業－

米澤　明 論文

神戸市における再生可能エネルギー利用に向けた取り組み
～下水道バイオガス100％有効利用の達成に向けて～

杤木　博 論文

産学官連携による地元企業支援 新産業創造研究機構（NIRO） 論文

神戸医療産業都市の現状
神戸市企画調整局
医療産業都市推進本部

論文

第145号　東日本大震災への神戸市の緊急・復旧対応支援

東北地方太平洋沖地震及び被害 沖村　孝 論文

神戸市の支援の特徴 松山雅洋 論文

岩手県陸前高田市での保健衛生活動支援 阿辻　覚 論文

仙台市・南三陸町における医療活動支援 稲田浩司 論文

福島県の下水道災害復旧支援について 山地健二 論文

仙台市における道路復旧支援について 藤田善啓 論文

緊急消防援助活動について 別府美芳 論文

水道局の応急給水・復旧等支援について 熊木芳宏 論文

12付表④.indd   123 2018/03/15   18:20:17



124
・

125
・

ボランティア活動支援の取り組みとこれからの支援のあり方 小池　裕 論文

第146号　東日本大震災からの復興の推進に向けて

東日本大震災からの復興推進に関する基本的問題 新野幸次郎 論文

被災地経済の再生と新たな発展 加藤惠正 論文

生活再建へのアプローチ 松原一郎 論文

苦悩する復興まちづくり　－構想と実践の狭間で－ 安田丑作 論文

東日本大震災における被害額と国の財政支援 本莊雄一 論文

第147号　神戸市まちづくり条例30年

神戸の地域まちづくりとまちづくり条例　―その都市政策
的位置づけ―

安田丑作 論文

『まち協カルテ』に見るまちづくり協議会の特色 松原永季 論文

震災復興事業と神戸市まちづくり条例 中山久憲 論文

神戸市まちづくり条例の果たした役割と今後 岩橋哲哉 論文

第148号　産業振興におけるスーパーコンピュータの活用

ものづくり分野におけるスパコン「京」の活用 加藤千幸 論文

創薬における分子シミュレーションとスパコンへの期待 小沢知永 論文

スパコン「京」の活用に向けた取り組み 塩原紀行／平山俊雄 論文

計算科学振興財団（FOCUS）のスーパーコンピュータ産業
利用の取り組み

安井　宏 論文

スパコンを活用した産業政策 松崎太亮 論文

第149号　協働と参画による六甲山を生かした神戸づくり

都市資源としての六甲山とその保全の現代的意義 新野幸次郎 論文

六甲山におけるブランド化の意義 栗木　契 論文

「山上に居る者」の視点から見た六甲山 上田　均 論文

六甲山に関わる市民活動が築いたもの 堂馬英二 論文

こうべ森の学校は　いま 東郷賢治 論文

「六甲山森林整備戦略」について 松岡達郎 論文

六甲山における森林整備とレクリエーション利用の取り組み 重藤洋一 論文

平成23年度「民・学・産との協働による　政策研究事業」
「協働と参画による六甲山を生かした神戸づくり」の概要

梶山耕司 論文

第150号　都市戦略としてのアジアにおける都市間交流の展開

グローバル都市政策によるアジア連携の可能性
－都市のソフトパワーを考える－

加藤惠正 論文

兵庫企業のアジア展開の課題と展望
－今後の中小企業のアジア進出支援策を考える－

安積敏政 論文

神戸市のアジアにおける都市間交流
－アジアへの様々なアプローチ－

三木由美子 論文

アジアにおける神戸港のポートセールス 山村　昭 論文

アジアにおける水ビジネスの現状と今後の展望 濱口哲男 論文

神戸アジア都市情報センター（AUICK）における国際貢献
の取組み

井上康代 論文

東日本大震災からの復興状況 本莊雄一 特別論文

第151号　東日本大震災を教訓とした受援力強化に向けた新たな取り組み

応援と受援のための体制整備に向けて 重川希志依 論文
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大規模災害時のNPO・災害ボランティアの受け入れに関す
る一考察

渥美公秀 論文

広域災害を想定した自治体における受援体制の構築について 黒田洋司 論文

各自治体における災害受援計画の策定状況について 神谷秀之 論文

神戸市災害受援計画策定の取り組み 川中　徹 論文

被災自治体から見た職員派遣の受入れ状況について 本莊雄一 論文

第152号　行財政改革に向けた神戸市の外郭団体の再編

自治体における外郭団体の経営改革について 宮脇　淳 論文

外郭団体経営改革の方向性と具体的事例の考察 宮下國生 論文

神戸市の行財政改革と外郭団体の見直しの取り組み 辻　英之 論文

舞子ビラ事業の経営改革の取り組み 志水達也 論文

神戸市住宅供給公社の解散への取り組み 増田　匡 論文

海上アクセス株式会社の経営改革の取り組み 近都正之 論文

第153号　東日本大震災の復旧・復興期における被災自治体のマンパワー確保

自治体間連携による職員の長期派遣のあり方について 鍵屋　一 論文

東日本大震災による被災地方公共団体に対する人的支援に
ついて

小野寺元 論文

長期派遣職員の受け入れに当たって 梅内　淳 論文

名取市への長期派遣について 森下武浩 論文

神戸市からの長期派遣者へのヒアリング調査の主な結果 神戸都市問題研究所 論文

第154号　スマート都市づくりの課題と展望

低炭素社会の実現と都市計画
－「神戸スマート都市づくり計画」の目指すもの－

安田丑作 論文

都市熱環境の改善方策について 竹林英樹 論文

未利用エネルギーの活用について 中尾正喜 論文

環境配慮型の都市交通体系の構築 小谷通泰 論文

建築物の環境性能の向上について 岩前　篤 論文

都市における効率的なエネルギー利用のあり方について 佐藤信孝 論文

神戸市のスマート都市づくりとエネルギーの有効利用の取
り組みについて

西　　修 論文

第155号　コミュニティ施策の方向性を考える

これからのコミュニティ政策のあり方 中川幾郎 論文

21世紀型コミュニティカルテとは？ 立木茂雄／松川杏寧 論文

名張市ゆめづくり地域予算制度について 大西利和 論文

神戸市におけるコミュニティ施策の取り組み 森田拓也 論文

コミュニティ施策の方向性
野崎隆一／河合節二／
川谷和子／絹川正明／
長谷川和子

座談会

第156号　東日本大震災からの復旧・復興の現状分析と今後の課題

３年経過した東日本大震災 新野幸次郎 論文

東日本大震災からの復興まちづくりの現状と課題 安田丑作 論文

東日本大震災からの復旧事業を通した課題 沖村　孝 論文

生活復興プロセスにおける援助 松原一郎 論文

政府財政支援と被災自治体財政 高寄昇三 論文
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第157号　高齢者福祉と地域社会

高齢者見守りシステムの展開と展望
－神戸市の見守り事業の検討－

松原一郎 論文

「健康なまちづくり」とマネジメント・ツール
－国内外の動向と JAGES HEART －

花里真道／近藤克則 論文

認知症施策；ケアの流れを変える
－認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）－

前田　潔 論文

地域包括ケアシステムによる安全安心な生活の継続 武藤　剛 論文

高齢者を社会活動につなげる
（公財）神戸いきいき勤労
財団　いきいき勤労部・シ
ルバー人材センター

論文

第158号　大学と地域社会の連携の取り組み

大学における地域連携・地域活性化
－甲南大学の取り組みをめぐって－

佐藤泰弘 論文

神戸学院大学における地域連携の取り組み
－社会全体で学生を育てる－

岡田豊基 論文

地域とともに生きる神戸芸術工科大学の連携と貢献 齊木崇人 論文

神戸親和女子大学の地域活性化の取り組み
－ ON キャンパス教育と OFF キャンパス教育の融合－

大島　剛 論文

神戸大学における地域連携活動 神戸大学地域連携推進室 論文

兵庫県立大学における地域活性化の取り組み 清原正義 論文

「実学3.0」を目指す流通科学大学の地域連携
－創設の理念を継承する－

福井　誠／清水信年 論文

神戸市における大学連携の取り組み，今後の方向性
～大学集積を活かした都市戦略～

加藤久雄 論文

市内立地大学等が神戸市域に及ぼす経済波及効果分析 本莊雄一／石井孝明 論文

第159号　商店街・小売市場の今後のあり方を考える

商店街・小売市場に何を期待するのか 石原武政 論文

中小小売業のマーケティング的展開 田中道雄 論文

神戸市の商店街・小売市場と人口推移の関係性について 田中康仁 論文

神戸市の商店街・小売市場活性化施策 山本泰生 論文

「神戸市の商店街・小売市場の課題と今後について」
石原武政／桑山鉄男／
村上実子／谷口洋子／
神戸一生／山本泰生

座談会

第160号　神戸医療産業都市の新たな展開

「京」の成果とポスト「京」への期待 平尾公彦 論文

多細胞システム形成研究センターの今後の展開 濱田博司 論文

神戸インシリコ創薬拠点の形成について 奥野恭史 論文

世界の成長エンジンを目指して
～次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の取組みについて～

大政健史 論文

神戸をステージにした再生医療実用化の成果と展望 川本篤彦 論文

神戸医療産業都市の成果と今後の展開 今西正男 論文

第161号　再考－阪神大震災からの復興20年

阪神大震災における市街地・住宅復興の施策形成と実践
－神戸市における被災自治体主導の取り組み－

安田丑作／内田　恒／
倉橋正己／橋本　彰

論文

阪神・淡路大震災からの復興20年－企業の軌跡－ 加藤惠正／三谷陽造 論文

阪神・淡路大震災の高齢者地域見守り活動とその後の展開
松原一郎／峯本佳世子／
石井孝明

論文
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阪神・淡路大震災からの NPO・NGO の活躍と現在 森田拓也 論文

阪神・淡路大震災と神戸市財政 高寄昇三 論文

東日本大震災の宅地災害に学ぶ宅地事前耐震対策の課題 沖村　孝 論文

生活再建のために大切なものとは何か？
－阪神・淡路大震災と東日本大震災の生活復興調査結果の
比較をもとに考える－

立木茂雄 論文

東日本大震災における NPO／NGO のネットワーク組織の
形成について

本莊雄一 論文

第162号　六甲山の保全と『良質な緑』

六甲山地の緑のあり方 服部　保 論文

近年の降雨特性と土砂災害と「良質な緑」の関係 沖村　孝 論文

都市山六甲山の多様な価値を求めて（実践事例を通じて）
－「良質な緑」を育てていくための新たな資金づくり

新澤秀則 論文

六甲山大学の役割とこれから 神戸新聞社地域総研 論文

六甲山系グリーンベルト整備事業について
国土交通省近畿地方整備局
六甲砂防事務所

論文

六甲山の保全に関する神戸市の取り組み 末永晴冬 論文

第163号　神戸2020ビジョン～神戸創生に向けた神戸創生戦略と一体的に策定～

社会イノベーション政策による都市の創生
－神戸2020ビジョンを「動かす」－

加藤　惠正 論文

若者を惹きつける魅力的な都市空間（まち）の創造 嘉名　光市 論文

若者が「目指す」まちの条件～SXSW・明星和楽などに学ぶ 永吉一郎 論文

若い世代の希望がかなうライフスタイルの実現に向けて 辻　幸志 論文

神戸2020ビジョンの意義と概要 大谷幸正 論文

阪神・淡路大震災の教訓は生かされているか
～復興制度の改善プロセスについて～

齋藤元彦 特別論文

第164号　空き家問題の新展開

空き家問題と「空き家特措法」 森本信明 論文

空き家条例と空家法　－「空き家問題」という定義と近隣
外部性への焦点化をめぐって

⻆松生史 論文

所有者不明，不在の空家対策について 竹本昌弘 論文

京都市の「総合的な空き家対策」 矢田部衛 論文

神戸市における空き家施策 岩橋哲哉 論文

第165号　東日本大震災５年における神戸市の復興対応支援

災害時における広域連携支援の基本問題 新野幸次郎 論文

岩手県大槌町への復興支援について 青木利博 論文

石巻市への災害派遣を経験して 伊山純造 論文

石巻市浸水対策事業への取組～「復興チーム」の一員として 安岡英之 論文

石巻市での公共建築物災害復旧 榮本和幸 論文

石巻市への派遣を終えて 井石昌宏 論文

名取市における被災者健康支援について 那須野愛子 論文

名取市への派遣を経験して 田上勝幸 論文

宮城県南三陸町における災害公営住宅の整備 橘佑一郎 論文

東日本大震災の復旧事業における埋蔵文化財調査に携わっ
て　～宮城県，岩手県陸前高田市，そして宮城県石巻市で
過ごした３年間の記録～

西岡誠司 論文

熊本地震での自治体間の人的支援の枠組みについて 本莊雄一 特別論文
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第166号　神戸開港150年

開港150周年を迎える「みなとまち」神戸の課題 黒田勝彦 論文

神戸港の『今』と『これから』 竹林幹雄 論文

神戸における西洋生活文化の受容
－『豪商神兵　湊の魁』・『六甲山別荘地図』を素材に－

神木哲男 論文

アジアクルーズ市場の現況とクルーズポート神戸の戦略 赤井伸郎 論文

神戸港とともに歩む神戸税関 高木　隆 論文

神戸開港150年を迎えるにあたって
～神戸港における港湾運送事業の歩み～

佐伯邦治 論文

第167号　経済的視点から見た地方広域圏の研究

広域連携のこれからの役割と具体化に向けた条件整備の必要性 林　宜嗣 論文

広域圏の競争力とコーディネーション・オプション 加藤惠正 論文

神戸企業活動圏の導出と決定要因分析
－経済力強化のための地域連携戦略に関する研究－

林　亮輔 論文

姫路市における広域連携の取組み
－播磨圏域連携中枢都市圏構想の推進－

福田宏二郎 論文

神戸市の広域連携の取り組みと今後の方向性 奥田隆則 論文

第168号　神戸市営交通100周年を迎えて

写真で振り返る神戸市営交通の歩み 神戸市交通局 グラビア

神戸市営交通事業の経営課題
－「これから」の100年に向けて－

佐々木弘 論文

自動車事業におけるマネジメントについて
－人口減少時代のバスマネジメント－

橋本行史 論文

神戸市営交通100年と都市経営 高寄昇三 論文

高速鉄道事業の歩みと展開 吉田雅好 論文

神戸市営交通の軌跡と展望 岸田泰幸 論文

神戸市の人口動態～これまでの推移と今後の傾向 大島博文 研究レポート

第169号　熊本地震発災後の初動期・応急期における神戸市の支援活動

大規模災害時における自治体間の職員派遣の意義 重川希志依 論文

神戸市による応援組織のライフ・スパンのプロセスについて 本莊雄一 論文

熊本地震からの復興と自治体間の人的支援を受けて
熊本市総務局行政管理部人
事課／熊本市政策局危機管
理防災総室

論文

熊本地震における保健衛生活動
～益城町における支援活動を中心に～

古川真里 論文

熊本地震における神戸市水道局の支援活動について 藤田誉生／松田康孝 論文

熊本地震被災地への神戸市の支援活動について 鍵本　敦 論文

地域経済循環分析による神戸経済の現状と課題 大島博文 研究レポート

第170号　神戸市における人口問題と新たな展望

グローバル競争時代の戦略的都市人口政策 加藤惠正 論文

居住都市や日常生活圏の魅力向上に向けた方策と展望 織田澤利守／鬼頭剛史 論文

地域の安全性向上などによる若年者の転入，定住を促進さ
せる方策　－地域の安全性・子育て環境・情報発信を中心に－

伊藤亜都子 論文

希望する結婚・出産の実現による出生数維持のための方策
と展望

星　敦士 論文

地域経済の構造分析
神戸都市問題研究所
人口問題研究会

研究レポート
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第171号　神戸の都心の将来像

神戸をもう一度つくる 羽藤英二 論文

動き始めた都心再編
－知識創造とイノベーションの拠点へ－

加藤惠正 論文

神戸市における都心再生のための交通戦略
―人と公共交通優先のまちづくりの実現に向けて―

小谷通泰 論文

地方創生の視点から見た都心再整備の意義と展望 中村良平 論文

新バスターミナルへの期待と展望 長尾　真 論文

都心・三宮再整備の取り組み 岩崎哲哉 論文
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■購読・バックナンバー等のお問い合わせ

株式会社かんぽう　〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-2-14

電話:06-6443-2179 　FAX: 06-6443-4646　オンラインブックストア   http://book.kanpo.net/

　　季　刊　　都　市　政　策　　　　　　　　　　　　　　　　　 第171号 　

印　刷　　平成30年３月20日　　　発　行　平成30年３月31日

発行所　　公益財団法人神戸都市問題研究所　　発行人　新　野　幸次郎

 〠651-0083　神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号（神戸商工貿易センタービル18Ｆ）

　　　　　　  電話 （078） 252-0984

発売元　　みるめ書房（田中印刷出版株式会社内）

 〠657-0845　神戸市灘区岩屋中町3-1-4

　　　　　　 電話 （078） 871-0551

　  印　刷　　田中印刷出版株式会社 　

＊　落丁・乱丁本はお取替えします。　

◎入庁直後から書店に行くたび所定の棚で「都市政策」を手に取りました。本号巻末の

「都市政策」論文一覧表を眺めていると，昭和50年以降の神戸市の歩みが瞼に蘇ってき

ます。平成７年４月発行の第79号から平成12年１月発行の第98号までの５年間のテーマ

はすべて「阪神大震災と○○」，震災復興一色だった時代を思い出します。論文一覧表

の著者欄に懐かしいお名前をいくつも見つけました。WEB上で過去の論文を検索しよ

うと思います。みなさまもいかがですか？ 43年もの長い間，「都市政策」をご愛顧いた

だきありがとうございました。最後にご支援いただきました会員や読者のみなさま，ま

た執筆や編集でお世話になったみなさまに，この場をお借りして心からお礼申し上げま

す。（Ｉ）

◎都市政策の編集に携わったのは，まだ震災の影響が色濃く残る第95号「阪神大震災とこ

ころのケア」（平成11年７月号）からでした。その後編集者として，震災復興，経済，

コミュニティ，福祉，人口などのテーマを特集したり，自らも論文執筆の場をいただく

など，数々の思い出が残っています。長年にわたり多くの先生方や市職員など関係者の

方々にお世話になりましたことを，この場をお借りして心からお礼申し上げます。（Ｏ）

◎昭和50年11月発行の創刊号から最新号までの『都市政策』の特集テーマを見ると，時代

ごとの課題や神戸市の取り組みが時系列で分かり，『都市政策』が貴重なアーカイブで

あることに気付きます。過去の膨大な知見は活かし方次第で，新たな知見の源となり得

ます。伝統ある『都市政策』の編集に携わることができたことは光栄なことでした。こ

れまで支えていただいた執筆者や読者の皆様には，この場を借りて，心からお礼申し上

げます。（Ｎ）

◎創刊号の特集テーマは「神戸の将来像」。100号記念は「21世紀の神戸の都市像」。そし

て本号は「神戸の都心の将来像」。『都市政策』の節目を振り返ると，常に神戸のまちの

ビジョンとともにあることに改めて驚いています。校正等の編集作業が好きで，１年に

４冊，季節ごとの発行を，２年間，楽しませていただきました。読者・会員の皆さまを

はじめ多くの方々に支えていただいたことに，心からお礼申し上げます。（Ａ）
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第165号　特集　東日本大震災５年における神戸市の復興対応支援　2016年10月 1 日発行
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第161号　特集　再考－阪神大震災からの復興20年　2015年10月 1 日発行

第160号　特集　神戸医療産業都市の新たな展開　2015年 7 月 1 日発行

第146号　特集　東日本大震災からの復興の推進に向けて　2012年 1 月 1 日発行

第147号　特集　神戸市まちづくり条例30年　2012年 4 月 1 日発行

第149号　特集　協働と参画による六甲山を生かした神戸づくり　2012年10月 1 日発行

第150号　特集　都市戦略としてのアジアにおける都市間交流の展開　2013年１月 1 日発行

第151号　特集　東日本大震災を教訓とした受援力強化に向けた新たな取り組み　2013年４月 1 日発行

第152号　特集　行財政改革に向けた神戸市の外郭団体の再編　2013年７月 1 日発行

第153号　特集　東日本大震災の復旧・復興期における被災自治体のマンパワー確保　2013年10月 1 日発行

第154号　特集　スマート都市づくりの課題と展望　2014年 1 月 1 日発行

第155号　特集　コミュニティ施策の方向性を考える　2014年 4 月 1 日発行

第156号　特集　東日本大震災からの復旧・復興の現状分析と今後の課題　2014年 7 月 1 日発行

第157号　特集　高齢者福祉と地域社会　2014年10月 1 日発行

第158号　特集　大学と地域社会の連携の取り組み　2015年 1 月 1 日発行

第159号　特集　商店街・小売市場の今後のあり方を考える　2015年 4 月 1 日発行

第148号　特集　産業振興におけるスーパーコンピュータの活用　2012年 7 月 1 日発行

第145号　特集　東日本大震災への神戸市の緊急・復旧対応支援　2011年10月 1 日発行

第144号　特集　自治体における科学・技術の活用　2011年 7 月 1 日発行

第170号　特集　神戸市における人口問題と新たな展望　2018年 1 月 1 日発行

高　寄　昇　三
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巻 頭 言

都心・三宮の再整備～人中心のまちづくり～ ……… 久元　喜造

付　　表

「都市政策」特集テーマ及び論文等（第１号～第171号）一覧表

論 文

神戸をもう一度つくる ………………………………… 羽藤　英二

動き始めた都心再編－知識創造とイノベーションの拠点へ－

　　　　　　 …………………………………………… 加藤　惠正

神戸市における都心再生のための交通戦略

－人と公共交通優先のまちづくりの実現に向けて－… 小谷　通泰

地方創生の視点から見た都心再整備の意義と展望…… 中村　良平

新バスターミナルへの期待と展望 …………………… 長尾　　真

都心・三宮再整備の取り組み ………………………… 岩橋　哲哉

季刊  ’18.４

行政資料

神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画（案）（概要）

新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた

　雲井通５・６丁目再整備基本計画（概要）…… 神戸市住宅都市局

みるめ書房
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